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要約 

ネパール連邦民主共和国（以下、「ネパール」）においては、各開発課題を取り扱う政府機関・

関係省庁の職員・組織・制度・財政等の能力・体制が、総じて不足しているという現状があり、い

ずれの開発課題においても、行政能力の向上と制度設計が課題となっている。 

2000年度から留学生の受け入れを開始した無償資金協力の人材育成奨学金計画（以下、JDS）は、

2018年度には、累計15ヶ国からおよそ4,200名の留学生を受け入れ、開発途上国の社会・経済開発

計画の立案・実施に係る人材を育成し、ひいては各留学生が日本の良き理解者として両国友好関

係の基盤を拡大、パートナーシップの強化を推進している。 

ネパールについては、2016年から受け入れを開始し、2018年度末までに修士60名を受け入れて

いる。 

今般、ネパールの開発課題の状況ならびに我が国の開発協力に照らし、2020年度から2023年度

にかけて毎年最大22名（修士：20名、博士：2名）の留学生を受け入れる予定である。 

(1) 概要 

ネパールJDS事業の概要は以下の通りである。 

1) 上位目標 

政策立案に関する関係行政機関の能力が、本事業を通じた人材育成により向上する。 

2) プロジェクト目標 

ネパールの政府の中枢において活躍し得る若手行政官等が本邦大学院において学位

（修士・博士）を取得することを支援することにより、ネパールの開発課題解決のため

の人材の育成及び我が国とネパール政府との人的ネットワークが構築される。 

3) 期待される成果 

① 若手行政官が我が国において学位（修士・博士）を取得し、各対象分野の課題解決

に資する専門知識等を習得する。 

② これら若手行政官等が帰国後、課題解決のための計画策定、政策立案に貢献し、所

属組織などにおいてリーダーシップを発揮することで当該組織が機能強化される。 

③ 留学生受け入れによる、二国間の相互理解及び友好親善関係の構築、受入大学の国

際競争力の強化、国際的な知的ネットワークが強化される。 

以上の背景の下、2018年11月28日から2019年7月12日（現地調査、第一次2018年12月1

日～19日、第二次2019年3月17日～27日を含む）まで、ネパールにおいてJDS事業を継続

実施するにあたり、人材育成を必要とする対象分野課題についてのニーズ調査・分析、

事業実施体制の検討を行い、2019年の募集開始の後、2020年度から4期分の留学生受け入

れにかかる計画を策定した。 



ii 

(2) 調査結果 

1) 協力枠組みと受入大学 

本調査により、2020年度2023年度にかけて毎年最大22名（修士：20名、博士：2名）の

受け入れ、及び、以下の協力枠組み、受入大学、受入人数が、運営委員会で承認された。 

ネパールJDS事業 第二フェーズ 受入大学 

サブプログラム 
（援助重点分野） 

コンポーネント 
（開発課題） 大学 研究科 受入予定人数 

（年間） 
1. 経済成長や国民

生活の改善に直
結する社会・経
済基盤整備 

1-1. 経済政策 広島大学 
大学院 国際協力研究科 3 

早稲田大学 
大学院 アジア太平洋研究科 2 

1-2. 産業振興政策 国際大学 国際経営学研究科 3 
1-3. インフラ開発 埼玉大学 理工学研究科 2 

2. ガバナンス強化
及び民主主義の
基盤制度づくり 

2-1. 行政運営能力 
強化支援 

国際大学 国際関係学研究科 2 
明治大学 
専門職大学院 ガバナンス研究科 2 

山口大学 経済学研究科 2 
2-2. 国際関係の構築 立命館大学 

大学院 国際関係研究科 2 

2-3. 法制度整備支援 九州大学 
大学院 法学研究院 2 

修士課程への受入予定人数 合計 20 
博士課程への受入予定人数 合計 2 

総計 22 

 
2) JDS事業の妥当性 

本調査では、ネパールJDS事業第二フェーズの協力枠組みの妥当性を検証した。検証

の結果、JDS事業のサブプログラム、及びコンポーネントは、ネパールの国家開発計画、

及び我が国の開発協力方針・援助重点分野に合致していることが確認された。 

3) 他ドナーの奨学金制度との比較優位性 

本調査では、他のドナーとして、オーストラリア、及び、韓国の奨学金制度と比較優

位性を検証した。JDS事業は、対象を行政官だけに絞っている点、ネパール政府から留

学生の受入人数を4年間固定している点、家族随伴が可能である点、代理機関がきめの

細かい支援を行っている点で比較優位であった。今後、付加価値プログラムや帰国後の

支援を丁寧に実施することが可能となれば、JDS事業の比較優位性はさらに上昇するで

あろう。 

4) 成果指標 

上述の期待される成果の達成度を多面的に評価するために、JDS事業留学生中の学位

取得者数、留学により課題解決に資する専門知識を習得、日本で得た専門知識の帰国後

の活用、留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上、留学生の日本で
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得た知見と経験による配属先の機能強化への貢献をJDS事業の期待される効果を評価す

る評価指標（案）として策定した。第二次現地調査時の運営委員会において、調査団か

らプロジェクト指標と調査方法についての説明を行った。評価指標が対象とする期間等

を加える必要性が指摘されたものの、概ね了承を得た。指標の性質により調査時期は、

来日時、帰国時、帰国1年から一年半後、事業修了時とし、定量的、定性的に評価を実施

する予定である。 

(3) 課題と提言 

本調査の結果、ネパールJDS事業第一フェーズの課題であった、行政官の異動、及び応募者

数の勧奨等は、前者は対象機関の拡大、後者はメディアによる広報、関係者による情報の伝

達や、地方でのセミナーの実施等、異なる方法による積極的な普及活動をもって対応されて

きたことが確認できた。一方、二国間の相互理解、及び、友好親善関係の構築に関しては、

今後、さらに方策を考える必要があると思われた。留学生の日本での経験を学業のみに終わ

らせることなく、キャンパス外での学びの機会や日本に親しんでもらう機会を増やすことが

必要であり、第二フェーズではそのための付加価値化プログラムの実施を予定している。 

本調査期間はネパールで第一フェーズ第1バッチの留学生が帰国した時期にあたり、帰国

後のフォローアップについては、今後、支援が実施されることとなるが、留学生の帰国後の

手厚い支援は、プロジェクトの目標の達成や他国ドナーの奨学金制度との比較優位性確保の

ためにも重要である。 

ネパール政府の連邦制の導入に伴い、州政府、地方自治体での人材育成が今後、急務とな

ることが予想されるが、必要に応じて応募勧奨方法に変更を加える等の対応が取れるよう引

き続き、連邦制度への移行についてモニタリングを行うことも重要である。 

今後、帰国留学生と密に連携し、JDS事業実施の異なる工程においての支援の見直しなど、

JDS事業の本体事業がさらに充実した内容になるように工夫を続けることが、よりよい事業

の実施につながるだろう。 

(4) 結論 

本事業は人材育成という事業の性質上、成果の発現を把握するには、ある程度の時間が必

要である。帰国後の人材の適切な配置やフォローアップ支援を通じ、留学の成果が効率的に

発現されるよう支援することで、成果が徐々に発揮され、事業の評価も高まることになるで

あろう。まずは、本体事業における定期報告書においては、数量的な報告だけに限らず、好

事例や教訓を抽出し、得られた教訓をもとに、年ごとに事業の改善を図っていきたいと考え

る。 

従来ネパールは親日国である。今後、ネパールでのJDS事業をさらに、魅力的、かつ効果的

な事業として実施することで、JDSモデルを形成することができれば、両国にとってさらに

喜ばしいことである。 
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第1章 我が国とネパールJDS事業との関係性 

(1) JDS事業の背景・経緯 

人材育成奨学計画（以下、JDS1）は、我が国政府の「留学生受け入れ10万人計画」の下、

1999年度に設立された無償資金協力による留学生受入事業である。当事業では、「対象国にお

いて将来指導者層となることが期待される優秀な若手行政官等を日本の大学院に留学生とし

て受け入れ、帰国後は、社会・経済開発政策の立案・実施において、留学中に得た専門知識

を有する人材として活躍すること、またひいては日本の良き理解者として両国友好関係の基

盤の拡大と強化に貢献すること2」を目的としている。 

JDS事業は、1999年にウズベキスタンとラオスの2ヶ国で開始された。当初はアジアの市場

経済移行国を主な対象としてきたが、その後、対象が広がり、フィリピン、スリランカ等が

加わり、2012年にはアフリカのガーナ、2016年にはネパールからの受け入れを開始した。さ

らに、2019年には、東ティモール、パキスタン、ブータンの3ヶ国で事業を開始する予定であ

る。2018年度までに、累計15ヶ国3からおよそ4,200名の留学生を受け入れている。 

表-1 JDS事業対象国と来日留学生数 

人材育成奨学計画（JDS）国別受入実績 （単位：人） 
受入年度 

国名 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

各国実績 
合計 

①ウズベキスタン 20 19 19 20 20 20 20 20 19 14 15 15 15 14 15 15 15 15 15 325 
②ラオス 20 20 20 20 20 20 25 25 25 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 394 
③カンボジア 

 

20 20 20 20 20 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 416 
④ベトナム 20 30 30 30 30 33 34 35 35 28 29 30 30 30 30 30 30 59 573 
⑤モンゴル 

 

20 20 20 19 20 20 20 18 18 16 17 18 18 18 18 20 20 320 
⑥バングラデシュ 29 19 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 25 30 30 30 358 
⑦ミャンマー 14 19 20 20 30 30 30 30 22 22 22 22 44 44 44 44 44 501 
⑧中国 

 

42 43 41 43 47 47 48 45 39 35 - - - - - - 430 
⑨フィリピン 19 20 20 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 21 340 
⑩インドネシア 30 30 30 30 - - - - - - - - - - - - 120 
⑪キルギス 

    

20 20 18 14 14 15 15 15 15 15 15 15 191 
⑫タジキスタン 

  

3 5 5 5 5 5 5 5 7 7 52 
⑬スリランカ 

 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 

⑭ガーナ 
  

5 5 5 10 10 10 10 55 
⑮ネパール     20 20 20 60 

年度合計 40 79 152 239 243 240 271 266 266 256 241 234 237 203 226 241 266 270 300 4,270 

出所： JICA 人材育成奨学計画（JDS）国別受入実績） 

 
JDS事業は、当初は対象国の社会・経済開発に貢献する若手行政官や実務家、研究者等を対

象としていたが、2008年度以降、新方式が段階的に導入された。新方式では、対象が各国の

課題解決のための政策立案ができる公務員に限定され、日本の開発協力方針（援助重点分野）

や対象国の有する開発課題・人材育成ニーズ等に基づき、対象国毎にサブプログラム（援助

重点分野）とコンポーネント（開発課題）が策定され、本邦の受入大学が選定されるように

なった。 

                                                        
1 英語名称は The Project for Human Resource Development Scholarship であるが、当初は、Japanese Grant 

Aid for Human Resource Development Scholarship となっていた経緯から、JDS が略語となっている。 
2 https://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/summary/JDS.html (2019/1/15) 
3 ウズベキスタン、ラオス、カンボジア、ベトナム、モンゴル、バングラデシュ、ミヤンマー、中国、

フィリピン、インドネシア、キルギス、タジキスタン、スリランカ、ガーナ、ネパールの 15 ヶ国だ
が、インドネシアは円借款による留学生受け入れが始まった 2006 年以降、中国は 2012 年度の受け
入れ以降、受け入れの実績はない。 
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また、同じ対象分野、対象機関、受入大学を4期分固定し、留学生を受け入れることで、JDS

事業を通じた日本政府の開発援助の選択と集中を図り、各省庁にJDS帰国留学生の集団「ク

リティカル・マス」を形成することが期待されている。 

JDS事業全体の課題については、2014年～2015年にJICAが実施した基礎研究「人材育成支

援無償（JDS）の成果に関する要因分析」の結果、以下の点が挙げられている。 

･ 募集選考から帰国後までの戦略策定 

･ 親日・知日家の育成、ネットワーク構築、フォローアップ 

･ キーパーソンを取り込む人選と付加価値の醸成 

･ 国内における事業の認知度の向上 

本協力準備調査では、これらの共通課題及びネパールJDS事業の第一フェーズにおける教

訓を念頭に置きつつ、2018年11月28日から2019年7月12日（現地調査、第一次2018年12月1日

～19日、第二次2019年3月17日～27日を含む）まで、人材育成を必要とする対象分野課題につ

いての調査・分析、事業実施体制の検討を行った。また、2019年度の募集開始時の後、2020

年度から4期分の留学生受入にかかる計画を策定した。さらに、JDS本体実施準備に向けたJDS

重点分野毎の基本計画案の作成を行い、概略設計（概略事業費の積算）を策定した。 

(2) ネパールの社会・政治・経済状況 

ネパールの国土面積は14.7万Km²（北海道の約1.8倍）で、北を中国チベット自治区に、東、

西、南はインドに接する西北から東南方向に細長い内陸国である。国土空間は、高度差によ

って、ヒマラヤ山脈が連なる北部の山岳地帯、中央部の丘陵地帯、及び南部のタライ平原の

低地地帯に区分される。 

人口2,898万人（2016年、世界銀行）のうち、宗教はヒンドゥー教徒（81.3%）、仏教徒（9.0%）、

イスラム教徒（4.4%）が主流を占めている（2011年、人口センサス）。ネパール語を公用語と

しているが、124の言語と125の民族・カーストが共存する多民族・多言語国家である。 

ネパールでは、1996年以降、ネパール共産党毛沢東主義派（CPN-Maoist）による共和制の

確立を目指した武装闘争が展開され、政治的な不安定さが続いていたが、2006年に包括的和

平が成立し、2008年には制憲議会選挙の実施、王政の廃止、連邦民主共和制への移行等が決

定された。制憲議会による憲法策定作業は難航が続いたが、制憲議会の任期満了に伴う解散

及び再選挙を経て、憲法制定に向けた協議が進められ、2015年9月、遂に新憲法が公布された。 

2017年、20年ぶりの地方選挙、及び州・連邦下院選挙が実施され、ネパール共産党統一マ

ルクス・レーニン主義派（CPN-UML）が勝利を収め、2018年2月、K. P.シャルマ・オリ党首

が首相となった。 

旧憲法下では、75郡、58市、3,914村から構成されており、郡には連邦地方開発省から行政

官が派遣され、地方開発行政の役職に就いていたが、新憲法下では、郡レベルの役所は解体

され、連邦（Federal）、7の州（Provincial）、753の地方自治体（Local Government:規模が大き

い順にMetropolis (6), Sub-Metropolis (11), Municipality (276), Rural-Municipality/Gaunpalikas 

(460)）の3区分から構成される連邦制度が導入されることになった。 
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連邦制度は未だ移行中であるため、完全には機能していない状態にある。 

 
出所： 国連 http://un.org.np/maps/nepal-administrative-unit-map 9 April 2018 

図-1 連邦制度による行政区分（7州） 

 
ネパールは一人当たりの国内総生産（Gross Domestic Product: GDP）が約848ドル（ネパー

ル財務省16/17年）の内陸開発途上国（Landlocked Developing Countries: LLDC）である。ネパ

ールの過去20年の年間平均GDP成長率は4%で、15/16年4には地震の影響で0.56%に低下した

が、16/17年には6.94%（ネパール中央銀行）に上昇し、経済回復の兆しを見せている。しか

し、経済成長のスピードは域内諸国と比較すると遅い。 

ネパールの経済構造では、就労人口の67%が農業部門に依存しているが、GDPに占める同

部門の割合は3割と限られている。サービス部門はGDPの5割を占めるが、ほとんどがインフ

ォーマルセクターである。製造部門のGDPに締める割合は減少傾向にある。 

また、ネパールでは、海外送金がGDPの高い割合を占めていることが特徴として挙げられ

る。2016年には、海外送金はGDPの29.4%を占めており、送金はネパール経済へ大きく貢献し

ている。しかし、送金への依存度が高いことが、不安定な経済構造の要因ともなっている。 

さらに、GDPにおける外国直接投資（Foreign Direct Investment: FDI）の割合においても、他

の南アジア諸国と比べて低い水準にある。 

都市部における若年層の失業率は高い傾向にあり、国内での十分な雇用創出が課題となっ

ている。 

  

                                                        
4 ネパールではビクラム歴（太陽暦）を使用。 
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(3) 国家開発計画 

ネパールでは、1956年に第1次5ヵ年国家開発計画が策定され、第11次以降は3ヵ年の中期計

画（Three Year Interim Approach Plan）が作成されている。2018年12月現在は、第14次3ヶ年国

家開発計画（2016/2017～2019/2020）が採択されているが、国家計画委員会（National Planning 

Commission: NPC）によると、今後は5ヵ年計画に戻る様子である。 

第13次3ヶ年国家開発計画（2013/2014～2015/2016）では、2022年までに後発開発途上国

（Least Developed Country: LDC）を脱出することをゴールとして、経済的・人的貧困を削減

すること、一般の人々の生活水準を直接的にポジティブな変化をもたらすこと等を目標に掲

げていた。 

第14次3ヶ年国家開発計画では、以下のビジョン、ゴール、目標、経済・社会指標を掲げて

いる。 

表-2 第14次3ヶ年国家開発計画の目的と目標 

ビジョン（Vision） 自立、繁栄と社会主義経済、ネパールの繁栄 

ゴール（Goal） 社会的正義による福祉国家として、2030 年までに中所得国（Middle income 
country）となること 

目標（Objective） 生産性のある雇用と適切な分配による高度経済成長による社会経済の転換と
迅速な貧困削減 

 
表-3 主要経済社会ターゲット 

目標（年度） 2015/ 
2016 

2018/
-2019 目標（年度） 2015/ 

2016 
2018/
-2019 

年間平均経済成長率（%） 0.8  7.2  飲料水へのアクセス（人口%） 83.6  90.0  
農業セクター年間経済成長率（%） 1.3  4.7  就業率（中学校レベル）（%） 37.7  45.0  

非農業セクターの年間経済成長（%） 0.6  8.4  道路とつながっている VDC
（村）（数） 2,739 3,072 

一人当たりの収入（単位 Rs. 1,000） 80.9  105.7  電力生産量（メガワット） 829 2,279 
貧困ライン以下の人口の割合（%） 21.6  17.0 電力へのアクセス（人口%） 74.0  87.0  
人間開発インデックス 0.5  0.6  灌漑（単位 100,000 ha） 14.0  15.2  
ジェンダー・エンパワーメント・ 
インデックス 0.6  0.6  インターネットへのアクセス（%） 46.4  65.0  

平均余命（年齢） 71.0  72.0     
出所： 国家計画委員会 

 
また、第14次3ヶ年国家開発計画の戦略は、以下のようにまとめられている。 

･ 経済開発の拡大（農業の転換、観光の拡大、産業と中小企業振興等） 

･ インフラ開発（エネルギー、道路と空路輸送、情報とコミュニケーション、都市部と農

村部の国家の横断的な結びつきの強化等） 

･ 社会開発（社会開発・社会保障・社会保護における人的開発の高・持続的改善） 

･ 良い統治（経済・社会・ガバナンスの改革、効率的で信頼のある公共財政、透明性があ

り人々にやさしい公共サービス、人権の保護と促進等） 

･ 横断的なセクターの促進（ジェンダーの平等、包摂、環境保護、科学・技術・組織能力

の活用等） 
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2018年12月に実施したNPCからの聞き取りでは、第13次国家開発計画との違いとして、官

民連携の取り組みが加わったことが確認された。また、第14次国家開発計画の重点事項とし

て、1）持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）の主流化、2）インフラ整

備、3）国家再建設を挙げ、今後15年間で、LDCを卒業するために、2030年までは、国連のSDGs

を国家開発計画とプログラムに入れ込むとしている。 

(4) 我が国の対ネパール開発協力とJDS事業との整合性 

我が国の対ネパール開発協力方針5では、「後発開発途上国からの脱却を目指した持続的か

つ均衡のとれた経済成長への支援」を大目標とし、重点分野（中目標）として、「ハード及び

ソフト両面にわたる震災復興及び災害に強い国づくり」「経済成長や国民生活の改善に直結

する社会・経済基盤整備」、「貧困削減及び生活の質の向上」、「ガバナンス強化及び民主主義

の基盤制度づくり」、「行財政運営能力の強化」が挙げられている。 

ネパールJDS事業は、重点分野の中で「経済成長や国民生活の改善に直結する社会・経済基

盤整備」と「ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり」における実施プロジェクトと

して位置づけられる。 

また、対象重点分野の下に挙げられている開発課題においても、ネパールの国家開発計画

の重点事項と一致している。これらの開発課題を効果的に実施していくためには、行政人材

の能力向上が急務となっている。 

表-4 ネパールJDS事業第二フェーズ 重点分野・開発課題 

対象重点分野（サブプログラム） 開発課題（コンポーネント） 
1. 経済成長や国民生活の改善に直結する社会・経済基盤 1. 経済政策 

2. 産業振興政策 
3. インフラ開発 

2. ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり 1. 行政運営能力強化支援 
2. 国際関係の構築 
3. 法制度整備支援 

 
(5) 我が国の対ネパールの主な援助・協力活動 

1) 我が国の援助動向 

ネパールに対する我が国の経済協力は、1969年度の有償資金協力の実施に始まり、以

来、我が国は、長年にわたり当該国における主要ドナーとして支援を実施している。2015

年4月にネパールで発生した大規模地震からの復旧・復興では、同6月に首都カトマンズ

で開催されたネパール復興に関する国際会議において、我が国は技術協力を通じた被災

国としての知見の提供に加え、総額320億円の支援を表明した6。 

  

                                                        
5 外務省「対ネパール連邦民主共和国 国別開発協力方針」平成 28 年 9 月 

2016 年（最新版）https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072266.pdf（2019/01/15） 
6 外務省国別データ集 2017 年ネパール 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000367699.pdf#page=128 
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表-5 我が国の対ネパール援助形態別実績（OECD/DAC報告基準）7 
（支出純額ベース、単位：百万ドル） 

年度 有償資金協力 無償資金協力 技術協力 合計 
2012 年 -11.3 21.1 (0.6) 21.7 47.5 
2013 年 -8.1 24.4 24.5 40.8 
2014 年 0.7 34.7 (0.5) 21.0 56.4 
2015 年 1.2 23.2 (15.0) 24.5 48.8 
2016 年 26.5 16.1 22.5 65.1 

累計 32.8 1,769.8 (30.0) 708.8 2,511.4 
出所： OECD/DAC 
 

ネパールで実施している我が国の主な援助／協力活動（現在実施中）をJDS事業の対

象重点分野と課題分野に沿って以下の表にまとめる。案件間及びスキーム間の相乗効果

や連携を意識した案件形成となっている。 

表-6 我が国の主な援助：関連プロジェクト 

対象重点分野：経済成長や国民生活の改善に直結する社会・経済基盤整備 
開発課題 関連プロジェクト 実施機関 スキーム）年度 

経済政策 

シンズリ道路沿線地域商業的農業 
促進プロジェクト 

農業開発省 技）2017 以前-2019 

タライ平野灌漑システム維持管理 
促進プロジェクト 

灌漑省灌漑局 
農業開発省農業局 
ネパール農業研究評議会 

技）2018-2022 

産業振興 
政策 - - - 

インフラ 
開発 

交通計画アドバイザー 公共事業運輸省 個）2018-2020 
シンズリ道路維持管理運営強化 
プロジェクトフェーズ 2 

公共事業運輸省道路局 技）2018-2021 

ナグドゥンガ・トンネル建設計画 公共事業運輸省道路局 有）2017 以前-2021 
航空安全機材運用維持管理能力 
向上プロジェクト 

文化観光民間航空省 
ネパール民間航空公社 

技）2017 以前-2019 

主要空港航空安全設備整備計画 文化観光民間航空省 
ネパール民間航空公社 

無）2017 以前-2019 

水力発電計画アドバイザー ネパール電力庁 個）2017 以前-2019 
タナフ水力発電計画 タナフ水力発電会社 有）2017 以前-2021 
地方都市における水道事業強化 
プロジェクトフェーズ 2 

上下水道省上下水道局 技）2017 以前-2020 

水衛生プログラムアドバイザー 上下水道省 個）2017 以前-2020 
カトマンズ盆地水道公社水道 
サービス向上プロジェクト 

カトマンズ盆地水道公社 技）2018-2021 

ポカラ上水道改善計画 ネパール水道公社 無）2017 以前-2019 
メラムチ給水事業 カトマンズ盆地水道公社 有）2017 以前-2019 

                                                        
7 注） 1. 国際機関を通じた贈与については、2006 年より、拠出時に供与先の国が明確であるものにつ

いては各被援助国への援助として「無償資金協力」へ計上することとしている。また、OECD/ 
DAC 事務局の指摘に基づき、2011 年には無償資金協力に計上する国際機関を通じた贈与の範
囲を拡大した。（ ）内は、国際機関を通じた贈与の実績（内数）。 

2. 有償資金協力及び無償資金協力は、これまでに交換公文で決定した約束額のうち当該暦年中
に実際に供与された金額（有償資金協力）については、ネパール側を差し引いた金額」 

3. 有償資金協力の累計は、為替レートの変動によりマイナスになることがある。 
4. 技術協力は、JICA によるもののほか、関連省庁及び地方自治体による技術協力を含む。 
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対象重点分野：ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり 
開発課題 関連プロジェクト 実施機関 スキーム）年度 

行政運営 
能力強化 
支援 

調査分析能力の強化を通じた地方 
行政研究の品質向上プロジェクト 

地方自治農村開発 
共同組合省 

技）2017 以前-2019 

2018 年経済センサス実施に向けた 
中央統計局能力強化プロジェクト 

中央統計局 技）2017 以前-2020 

公共政策実施能力強化アドバイザー ネパール行政職員大学 個）2018-2019 
人材育成奨学計画（JDS） 財務省 無）2017 以前-2021 
教育アドバイザー 教育科学技術省 

教育人材育成センター 
個）2013-2020 

教育セクター開発計画 教育科学技術省 無）2014-2019 
教育の質向上プロジェクト 教育科学技術省 技）2019-2023 

法制度 
整備支援 

法整備支援アドバイザー 司法省 個）2017 以前-2019 

出所： JICA ネパール事務所提供資料「対ネパール連邦民主共和国事業展開計画」（2018 年 4 月現在）
を元に調査団で作成 ※スキーム：有）有償、無）無償、個）個別専門家、技）技プロ 

 
2) 民間の協力・交流状況 

ネパールにおける我が国の民間の協力・交流状況としては、NGOや民間セクターの活

動が挙げられる。JICAネパール事務所では、2003年にNGO-JICAジャパンデスクを設置

し、年間10件前後の草の根技術協力事業を実施しており、2019年3月現在には、農業、教

育、防災分野の11件の案件が実施されている。草の根技術協力事業は、団体の形態や経

験、事業規模により、パートナー型（日本の法人格を有し、発展途上国への国際協力活

動実績が2年以上あるNGO・大学・公益法人団体等）、支援型（日本国内外で国際協力活

動実績が2年以上あるNGO・大学・公益法人団体等（任意団体を含む）海外での活動経

験は不問）、地域活性化特別枠（地方自治体（実際の事業実施においては、地方自治体が

指定するNGO、民間企業等の団体が、実施団体となることも可能）の3つのタイプがあ

る。 

また、NGO-JICAジャパンデスク発行の「ネパールNGOハンドブック」（2018年度）に

掲載されているNGOディレクトリーには、当該国で活動中の23の本邦団体に関する情報

が記載されている。ネパールにおける外国のNGOによる支援では、ネパールのNGO組織

を通じて事業が行われている。 
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表-7 草の根技術協力事業（実施中案件） 

 実施団体名 案件名 分野 事業期間 
パ

ー
ト

ナ
ー

型
 

国立大学法人徳島大学 ネパールにおける網膜疾患診断サービス
向上プロジェクト（カトマンズ 8、ポカ
ラ、ビルガンジ） 

医療 2016 年 5 月- 
2019 年 5 月 

特定非営利活動法人 
ラブグリーンジャパン 

カブレパランチョック郡パンチカール市
における循環型農業を基盤とした土壌改
良及び人材育成による持続可能な地域の
整形向上体制の構築 

農業 
環境保
全 

2017 年 11 月- 
2022 年 11 月 

特定非営利活動法人 
ピースウインズ・ 
ジャパン 

シンドゥパルチョック郡農家のグループ
化による営農改善と日本の過疎地域の経
験を活用した生計向上事業 

農業 2018 年 1 月- 
2021 年 1 月 

支
援

型
 

特定非営利活動法人 
日本ネパール女性教育 
協会 

女子教育養成制度の構築を目指すプロジ
ェクト（ダディン郡、カピルバストゥ郡、
カスキ郡） 

教育 2016 年 10 月- 
2019 年 9 月 

特定非営利活動法人 
沖縄県自立生活 
センターイルカ 

障害当事者による震災被災障碍者のエンパ
ワーメントと主流化（カトマンズ、ポカラ） 

障碍者 
支援 

2016 年 10 月- 
2019 年 10 月 

ネパールへの技術協力 
実行委員会 

東かがわとネパールをつなぐ女性生活改
善プロジェクト（ダディン郡） 

生計 
向上 

2017 年 8 月- 
2020 年 8 月 

学校法人 
森ノ宮医療大学 

ネパール国カスキ郡デタール村における
栄養改善と生活習慣病予防のための活動 

保健 2017 年 9 月- 
2020 年 8 月 

特定非営利活動法人 
e-Education 

ネパール山岳部の貧困層に対する映像教
育を活用した数学力向上支援事業（マク
ワンプル郡） 

教育 2017 年 11 月- 
2019 年 11 月 

特定非営利活動法人 
プラス・アーツ 

学校における防災をテーマとしたクラブ
活動の推進支援事業（カトマンズ） 

防災 
教育 

2019 年 1 月- 
2019 年 12 月 

地
域
活
性

化
 

特
別
枠

 国立大学法人高知大学 
（高知県梼原町） 

ネパールにおける防災と環境を両立させる
現地適応化蛇篭技術普及事業（ダディン郡） 

防災 2017 年 3 月- 
2020 年 2 月 

ネパール交流市民の会 
（駒ケ根市） 

ポカラ市北部における住民参加型地域保
健活動を軸とした持続可能な母子保健プ
ロジェクト（ポカラ） 

保健 2017 年 6 月- 
2020 年 4 月 

出所： JICA ネパール事務所 NGO-JICA ジャパンデスク、草の根技術協力事業実案件概要 
2019 年 3 月実施中 

 
ネパールをベースとした日系民間企業の団体としては、在ネパール日本人会商工部会

（Japanese Chamber of Commerce in Nepal: JCCN）があり、ネパールの産業・経済発展の

ために、情報交換や相互支援を行うことを目的とし、日本・ネパールに関連する事業を

行う企業によって形成されている。日本・ネパール関連の事業を行う日系企業は約150社

あるが、インドをベースにしていたり、日本から出張ベースであったりするため、JCCN

の会員数は、2019年3月時点で48社とのことである。しかし、2017年の会員数は14社であ

ったことから比較すると、日系企業は増加傾向にある。聞き取りからは、ネパールの経

済成長の速度は、域内の周辺国と比べてスピードは遅いが、今後3年から4年は政治的に

も安定が見込まれており、民間レベルの貢献が期待されていることなどが言及された。

また、国家の経済発展に必要な規則を運用する行政官であるJDS帰国留学生との情報交

換などの機会を持てれば、非常に助かるという意見も聞かれた。 

                                                        
8 カトマンズは、一般にはカトマンズ市をさすが、カトマンズという場合には、カトマンズ盆地全体、

カトマンズ郡、カトマンズ首都圏（カトマンズ、パタン、バクタプル）をさすこともある。 
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ネパール在留邦人数は、海外在留邦人人数調査統計（2018年）によると、1,147人（2017

年）である。日本人観光客は、日本旅行業協会（JATA）「数字が語る旅行業2018」によ

ると、年間総数は22,979人（2016年）で、前年比で約30%増加している。 

日本国内においては、長野県駒ケ根市がポカラ市と国際協力友好都市協定を締結して

いる。また、公益社団法人日本ネパール協会では、日本とネパールの民間の相互の友好・

協力関係を発展させることを目的としている。同協会では、日本国内に13支部があり、

それぞれの支部では地域在住のネパールの人々と活発な活動が繰り広げられている。 

国際交流基金の情報によると、国立トリブバン大学国際言語キャンパスには3年間の

日本語専攻のコースがある。また、首都大学東京（都市環境分野：ネパール科学技術ア

カデミー、ネパール水門気象局）、広島大学（トリブバン大学との交流協定）等がネパー

ルの研究機関または大学との協定を結んでいる。埼玉大学理工学研究科環境社会基盤国

際コースとトリブバン大学Pulchowk Campus, Institute of Engineeringによる共同セミナー

の開催のような事例もある。 

3) 我が国の奨学金プログラム 

日本学生支援機構（JASSO）によると、2017年5月時点のネパール人留学生の総数は、

前年の21,500人から24,331人に増加し、13.2%の拡大となっている。日本への出身国別留

学生の割合では、ネパール留学生は、全留学生数の8.1%を占め、第3位となっている。 

文部科学省の国費外国人留学制度では、「研究留学生」が修士及び博士課程に相当し、

2018年5月までに、660人のネパール人留学生が来日している。また、JICAの長期研修制

度（大学院レベル）でも、毎年数名のネパール人留学生の受入れ実績がある。 

日本政府による一般及び政府職員を対象とした奨学金プログラムとしては、世界銀

行・日本大学院奨学金プログラム（JJ/WBGSP）、アジア開発銀行・日本奨学金プログラ

ム（ADB/JSP）が実施されている。JJ/WBGSPは1987年に設立され、主として開発途上国

の人々を対象としているが、その一部として、世界銀行等の開発金融機関での活躍を目

指す日本人のための枠も設けられている。ADB-JSP は1988年に設立され、その主な目的

は、ADB開発途上加盟国（Development member countries: DMCs）の優秀な人材に対し、

経済、経営管理、科学技術、その他の開発関連分野における大学院過程の研究をアジア

太平洋地域の優れた指定教育機関で受ける機会を提供することである。奨学生は研究プ

ログラム修了後、出身国に帰国し、新たに習得した知識や技能を母国の経済・社会の発

展に役立てることが期待されている。 

(6) 他ドナーの援助動向 

ネパ―ルの国家開発計画では、SDGs指標の改善に向けた資金的割り当てを行っている。ま

た、各分野でのドナー会議が行われており、多くのドナーから潤沢な支援を受けている。以

下、JDS事業の開発課題に対する主要ドナーの支援をまとめる。 
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表-8 ネパールにおけるJDS事業の開発課題に対する主要ドナーの支援 

ドナー 
開発課題 

経済政策 産業振興 
政策 

インフラ 
開発 

行政運営能力 
強化支援 

国際関係の 
構築 

法制度整備 
支援 

ADB 〇 〇 ◎ ◎ - - 
世界銀行 ◎ ◎ ◎ 〇 - - 
EU ◎ ◎ - 〇 〇 - 
UNDP ◎ ◎ - ◎ 〇 ◎ 
英国 ◎ ◎ 〇 ◎ 〇 〇 
米国 ◎ ◎ - ◎ 〇 - 
ドイツ 〇 〇 ◎ ◎ 〇 - 
ノルウェー 〇 〇 - ◎ 〇 - 
デンマーク ◎ ◎ - ◎ 〇 - 

◎ 重点分野に入っていて、実際に上記分野で活動を行っている 
〇 重点分野に入っているが、実施なし 
出所： 外務省作成「日本の対ネパール援助の評価」を参照し、日本開発サービス作成 

 
ネパールにおいて、修士レベルの奨学事業を実施しているドナーには、日本、韓国、中国、

インド、オーストラリア、ドイツ、オランダ、スイス等の政府機関、世界銀行及びアジア開

発銀行等の国際機関、また、フルブライト基金等の非政府組織等が挙げられるが、ほとんど

の奨学金の対象は（政府職員も含む）一般市民となっている。一般市民に対する奨学金の管

理は文部科学技術省が所管となっている。 

ネパール政府では、公務員を対象とした修士号取得を目指した奨学支援は、公務員の研修

として捉えており、連邦総務省（Ministry of Federal Affairs and General Administration: MOFAGA）

と関連省庁から構成される奨学金委員会（詳細は第2章）によって管理されている。 

行政官のみを対象とした奨学金プログラムは、現時点（2019年3月）では、日本と韓国だけ

ある。中国による奨学金事業はプログラムではなく不定期に行われている。特定の省庁を対

象とした修士号取得のための奨学支援としては、IMF-Japan Scholarship Programによる税務関

連の職員を対象とした支援、インド（インド工科大学）による灌漑省のエンジニアを対象と

した支援等が紹介された。 
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第2章 ネパールJDS事業の背景と現状 

(1) 公務員人事と人材育成制度 

1) 公務員法の改定 

ネパールの公務員制度は、公務員法（Civil Service Act-2049）（2014年第4修正版）に規

定されている。 

公務員委員会（Public Service Commission: PSC）9からの聞き取りでは、現在の公務員

法は、今後、一部改定される予定とのことで、連邦制度への移行に関するThe Civil Servant 

Adjustment Ordinance – 2075（通称Employee Adjustment Act）が反映されることになる。 

Employee Adjustment Actは、現在導入中の連邦制度下の人事制度に関する法案である。

旧体制では、官報公示職（Gazetted Officer）は、中央と地方の間で、人事異動があった

が、同決議によって、連邦、州、地方政府（3層構造）は、それぞれの独立した人事採用・

異動のシステムを運用することとなる。2017年10月に採択された同法によると、中央政

府の公務員は、今後、どのレベルの公務員となるかを各自で選択することになっている

が、同法が全公務員に適応されるのか、同法が公務員に選択を強いることに対する強い

反対意見もある等、多くの疑問点が残っている。 

2) 公務員の階級・職種 

公務員法に定められている国家公務員は、Gazetted OfficerとNon-Gazetted Officerに区

分されている。JDS事業の対象となるのはGazetted Officerである。 

表-9 公務員の階級 

階級 Gazetted Non-Gazetted 
特別等級（Special） 官房長官（Chief Secretary） 

事務次官（Secretary） 
 

1 等級（First） 局長（Joint Secretary） 
外局長（Director General） 

係長（Head Clerk） 

2 等級（Second） 課長（Under Secretary） 主任（Senior Clerk） 
3 等級（Third） 課長補佐（Section Officer） 上席係員（Upper Level Clerk） 
4 等級（Fourth）  係員（Lower Level Clerk） 

出所： 公務員法第 2 章 4 条に記載されている階級と聞き取りから日本開発サービスが作成 
※ 省（Ministry）のトップである大臣（Minister）は政治的に任命される。官房長官（Chief 

Secretary）、事務次官（Secretary）は行政官のトップである。省内の構成では、政策部門と実
施部門（Department）の二層体制になっている。 

※ Department では、技術者の公務員が承認された計画やプログラムの実施を担う。Department
のトップである Director General は、省によって承認されたプログラムや政策の実施、フィ
ールドオフィスの監督と調整、技術の開発、また、Ministry に対してアドバイスを行ったり、
サービスの効率的なデリバリーを確保したりする 10。 

  

                                                        
9 PSC では公務員の採用、人事相談、懲罰等を所掌しており、公務員の採用では、PSC が定める官職

の種類・クラスごとの定員に対して、公開採用試験が実施され、各省庁に推薦される。 
10 A Guide to Government in Nepal, Structures, Functions, and Practices, The Asia Foundation.  2. The 

Executive, 2.3 Administrative structure. Page 9 
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MOFAGAに登録されている公務員の総数は89,470人、そのうちGazetted Officerは15,451

名、全公務員の17.3%を占める。Gazetted Officerにおける男女比は、男性が88.2%、女性

が11.8%である（以下、階級別公務員リストを参照）。 

表-10 階級別公務員リスト 

 男性 女性 合計 
 人数 % 人数 % 人数 % 

Gazetted Officer 13,629 88.2 1,822 11.8 15,451 17.3 
Special Class 60 95.2 3 4.8 63 0.1 
Gazetted First 533 93.4 38 6.7 571 0.6 
Gazetted Second 3,356 93.0 252 7.0 3,608 4.0 
Gazetted Third 9,679 86.4 1,529 13.6 11,208 12.5 
Special Class (Chief Secretary) 1 100 0 0 1 0 
Non Gazetted 24,918 81.9 5,527 18.2 30,445 34.0 
Non Gazetted First 15,028 84.2 2,810 15.8 17,838 19.9 
Non Gazetted Second 9,105 77.5 2,640 22.5 11,745 13.1 
Non Gazetted Third 552 90.1 61 10.0 613 0.7 
Non Gazetted Fourth 108 96.4 4 3.6 112 0.1 
Non Gazetted Fifth 125 91.2 12 8.8 137 0.2 
Class Less 14,867 91.1 1,450 8.9 16,317 18.2 
Health 14,286 53.1 12,642 47.0 26,928 30.1 
Judiciary 318 96.7 11 3.3 329 0.4 

G. Total 68,018 76.1 21,452 24.0 89,470 100 
出所： MOFAGA: Department of Civil Personnel Records（2018 年 12 月 4 日） 

※ Health 職及び Judiciary 職で、Gazetted Officer, Non Gazetted Officer, Class Less に分類されな
い公務員 

 
公務員の職種については、サービスごとに行政職、経済計画・統計職、司法職等、14

種類に区分されている。行政職（Administration）の割合が一番高く、32,945人（36.8%）

を占めている。 

表-11 公務員の職種 

  男性 女性 合計 
 区分 人数 % 人数 % 人数 % 
1 Administration 28,847 87.6  4,098 12.4  32,945 36.8  
2 Agriculture 4,168 85.8  688 14.2  4,856 5.4  
3 Auditor General Service 312 87.9  43 12.1  355 0.4  
4 Constitutionally 321 96.7  11 3.3  332 0.4  
5 Eco. Plan. and Statistics 354 86.8  54 13.2  408 0.5  
6 Education 1,324 82.0  291 18.0  1,615 1.8  
7 Engineering 7,802 90.1  859 9.9  8,661 9.7  
8 Forest 5,257 89.6  610 10.4  5,867 6.6  
9 Health 14,376 53.0  12,736 47.0  27,112 30.3  

10 Judiciary 2,964 85.0  522 15.0  3,486 3.9  
11 Leg.Parliament Service 147 82.6  31 17.4  178 0.2  
12 Miscellaneous 1,875 56.5  1,443 43.5  3,318 3.7  
13 Nepal Parasatra Sewa 221 79.8  56 20.2  277 0.3  
14 Parliament 50 83.3  10 16.7  60 0.1  

 G. Total 68,018 76.0  21,452 24.0  89,470 100.0  
出所： MOFAGA: Department of Civil Personnel Records（2018 年 12 月 4 日） 
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政府職員のジェンダー主流化については、政府内のジェンダー専門家によると、女性

差別撤廃条約（International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination: 

CEDAW）に従い、2006年～2007年には、政府職員45%に対するPositive Discrimination（PD）

枠11が導入され、PD枠の33%（全体の15.8%）が女性に、残りがその他の特定グループ（社

会的差別を受けてきた人々、イスラム教徒、障がい者等）に適用されることになった（以

下脚注11の公務員法3章7条（7）を参照）。PD枠の適用は、軍・警察に関しては20%、法

務機関に関しては33%となっている。ただし、PD枠は、Joint Secretaryまでは適用される

が、Secretaryへの昇進では適用されない。 

さらに、公務員法4章21条には、公務員の昇進において、Gazetted Officerの女性及び特

定グループに属する者に対して、一つの階級での最低勤務期間を通常5年の代わりに4年

とする配慮が言及されている。 

現在、PD枠に変わるGender Equality Policyの素案が国会に提出されており、承認を待

っているところである。聞き取りを行った政府のジェンダー専門家からは、政府の10年

来の取り組みにより、政府内では、女性の登用が増加していることが確認された。 

3) 公務員の人材育成制度と留学 

2018年2月、連邦・地方開発庁（Ministry of Federal Affairs and Local Development）と

Ministry of General Administrationが合併し、MOFAGAとなり、その役割として、公務員の

研修の管理が含まれている12。 

第13次3ヶ年国家開発計画によると、全ての行政官は入省後5年以内に公務員研修を受

けることになっている。 

公務員の研修を実施している機関として、ネパール行政職員大学（Nepal Administration 

Staff College: NASC）がある。NASCによると、連邦制度の導入に際して、サービス向上

計画（Service Improvement Plan）、コミュニティとの結びつきの強化（Connecting to 

Community: C2C）、地方政府との連携（Engaging with Local Governments: ELG）等を含ん

だ、新しいガバナンスに向けた研修デザインの見直しを行ったとし、特に、Gazetted 

Officerのうち、2級と3級の職員に研修を義務づけている13。 

また、政府機関によっては、財務省（Ministry of Finance: MOF）のPublic Finance 

Management Training Centerのような独自の研修機関や、エンジニアリング、林業・農業

分野等、各専門分野に特化した研修所を有しているところもある。 

MOFAGAでは、修士号の取得も、公務員の研修として捉えており、修士号はGazetted 

Officerの昇進の条件にもなっている。ネパールでは、MOFによると、Gazetted Officerの9

                                                        
11 公務員法 3 章 7 条（7）Notwithstanding anything contained in Sub-section (1), in order to make inclusive 

the civil service, forty-five percent posts of the posts to be fulfilled by open competition shall be set aside and 
be filled up by having separate competition between the following candidates only, by considering the 
percentage into cent percent: (a) Women - Thirty Three Percent, (b) Adiwasi/ Janjati - Twenty Seven Percent, 
(c) Madhesi - Twenty Two Percent, (d) Dalit - Nine Percent, (e) Disabled (differently able) - Five Percent, (f) 
Backward Area - Four Percent. 

12 MOFAGA 組織図、添付 7「組織図」参照 
13 http://www.nasc.org.np/（2019/04/5） 
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割は修士号を保持しているとのことである。 

MOFAGAからの聞き取りでは、政府では、毎年30名を対象とした独自の奨学金制度14

を保有しており、政府職員は、国内の大学院にパートタイムで通うことができ、専攻科

目としては、行政、MBA、哲学等も含まれるとのことである。 

行政官の修士号の取得先に関しては、8割は国内とのことだが、外国の学位の方が、価

値が高いと認識されており、国内で修士号を取得後も、再度外国で修士号の取得を希望

する者も多いとのことである。修士号を保持している行政官の修士号の取得先について

質問をしたところ、質問先のほぼ全機関において外国で修士号を取得した職員がいるこ

とが確認され、その中には、世界銀行及びアジア開発銀行の日本基金、文部科学省、JICA

等の日本関連の奨学金を通じて、修士号、博士号を取得した公務員も含まれていた。 

公務員に対するドナーによる奨学事業は、MOFAGAと関連省庁から構成される奨学金

委員会15によって管理されており、奨学事業の対象となる機関への通知や対象者の決定

等が行われる。JDS事業においても対象機関への応募勧奨依頼等の通知は、ネパールに

おけるドナーの経済協力の窓口機関である財務省国際経済協力調整局（International 

Economic Cooperation Coordination Division: IECCD）からMOFAGAの調整を経て、奨学金

委員会に伝達される。 

研修（留学、研修、研修旅行等）で承認されている（有給）休職は、公務員法6章40C

条に規定されているように最高5年となっている（一度に申請できるのは3年だが、場合

によっては5年を一度に申請することもできるとのこと）。研修で承認される休職期限は

8年までとなっており、合計が5年以上になる場合には無給休暇を申請する。次の研修に

参加するまで従事しなければならない勤務期間は、以下のように定められている。 

表-12 公務員の研修後の最低勤務期間 

研修・研究・ 
研修旅行期間 

（終了後） 
最低勤務期間 

研修・研究・ 
研修旅行期間 

（終了後） 
最低勤務期間 

3 ヶ月まで 1 年 1 年～2 年 4 年 
3 ヶ月から 6 ヶ月 1 年半 2 年～3 年 5 年 
6 ヶ月から 9 ヶ月 2 年 3 年～4 年 7 年 
9 ヶ月から 1 年 3 年 4 年～5 年 8 年 

出所： 公務員法 6 章 40C 条 
 

JDS事業の修士課程の場合は、日本に2年以上留まることになるため、修士課程を終え

た留学生は、帰国後、最低5年の勤務を継続することとなる。ただし、PSCによると、公

務員法では、2年～3年の休職後の最低勤務期間は5年となっているが、もし、5年以内に

博士課程に進む場合には、完了していない年数を博士課程終了後に完了することができ

るとのことである。 

                                                        
14 パートタイムで大学院に通う政府職員には、授業に出席するための業務欠席、遅刻、早退が認めら

れている。 
15 奨学金事業がすべての職務に公平に割りあてられることを目的（公務員法 37 条 3 項）としており、委員

長：首相府、官房長官、委員：連邦総務省事務次官、法・司法・国会省事務次官、国家計画委員会事務次
官、財務省局長によって構成されている。割りあての配分はMOFAGA が行う（公務員法 37 条 4 項） 
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4) 留学と昇進メカニズム 

Gazetted Officerの昇進メカニズムは、試験16及び公務員法4章24条に示されている昇進

に関する点数方式による評価（最高100点）が適用され、公務員法4章20条に定義されて

いる昇任委員会（Promotion Committee）（公務員委員会の委員長/若しくは委員長に任命

された委員が議長を務め、公務員委員会の委員、関連省庁の官房長官（Chief Secretary）、

公務員委員会の専門家、及びMOFAGA事務次官から構成される）が昇進に対する推薦を

行う。 

公務員の業務の効率性（Work efficiency）に関する評価は、業務評価（40点）、在籍年

数（30点）、学歴（12点）、地方での勤務経験（16点）17、研修（2点）となっている。 

学歴に関しては、必要最低学歴は学士であるが、昇進では、学歴の評価がポイントと

なるうえ、多くのポストで修士号が求められている。さらに、Gazetted Officerの3等級か

ら2等級への昇進では、修士号は必須となっている。留学による修士についてのMOFAGA

からの聞き取りでは、外国の大学の修士号は、知識の強化だけに限らず、高く評価され

るという意見も聞かれた。 

5) 留学帰国後の復職 

留学後の復職では、本人の専門分野を活用できる場所に復職できることが理想であ

り、MOFAGAでも、帰国留学生が習得した知識を活用できる場所に復職できるように努

力していると言及している。しかし、ネパール政府の現状では、行政職の公務員は、平

均3年ごとに配属機関が変更となっている。また、公務員法の4章18条（3）には、（a）a

地域とb地域で最低1年半勤務した後は、c地域とd地域に最低2年勤務する、（b）b地域と

c地域で最低2年勤務した後は、a地域とb地域に最低1年半勤務すると言った、遠隔地での

勤務に関する地域区分制度が記載されていること等を含め、聞き取りでは、行政官の異

動は、2年毎にあると言う意見もあった。ただし、地域区分制度に関しては、連邦制度の

導入と共に規則が見直される・消滅することになる。 

2018年10月に帰国したJDS事業第一期生の復職状況では、留学以前の省庁に戻った職

員と、他の省庁の勤務となった職員の両方のケースがあった（添付1「第一次JDS帰国留

学生リスト」の派遣前及び派遣後の配属先を参照）。 

JDS事業では、行政職の公務員を対象としているため、特定の技術を要する省庁は別

として、行政官の政府内での省庁間での移動は頻繁であるため、帰国留学生が留学前と

同じ省庁に継続して勤務することを期待することは難しい。一方、公務員の定職率は高

く、帰国後に離職する職員は極めて少ない。 

  

                                                        
16 2018 年度は連邦制度への移行期間であるため、昇進に関する筆記試験は延期になっている。

Adjustment Act によって政府の行政官が今後も連邦政府に残ることができるかは定かではない。 
17 公務員の地方経験は a（4 点）～d（1.25 点）の 4 カテゴリーに分かれている。（公務員法 4 章 24C 条） 
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(2) キャリアパス調査 

上級行政官である人物と平均的な公務員とを比較して、どのようなキャリアパスを辿る傾

向にあるのか、何が異なるのか、また、高い職位になったと考えられる要因等を抽出し、傾

向を分析することにより、今後のJDS人材育成ターゲットとして応募勧奨等に反映させる必

要がある。そのため、主要省庁の一等級の公務員である局長（Joint Secretary）22名（同レベ

ルの全公務員の約4%）を対象とした公務員のキャリアパスの現状調査（学歴、職歴等）を行

った。 

調査の実施では、紙の調査票と電子アンケート（Google Questionnaire）を準備し、調査団

の現地アシスタントが各局長を訪問し、調査協力を依頼したところ、22名中6名が電子アンケ

ートでの回答を選択し、その他の16名は紙での回答を選択した。 

22名中のジェンダーバランスは、男性は21名、女性は1名だった。MOFAGAの統計に示さ

れているように、女性のJoint SecretaryはJoint Secretary全体の6.5%であるため、20人中1名～2

名を想定していたが、女性のJoint Secretaryの数自体が少ないため、限られた調査期間中にコ

ンタクトを取れる人材を探しだすことは難しかった。 

1) 学歴 

Joint Secretaryのレベルでは修士号は必須である。質問を行った22名全員が修士号を獲

得しており、そのうち4名は複数（3名はダブルマスター、1名はトリプルマスター）の修

士号を取得していた。 

修士号の分野では、行政学（Public Administration3名、Public Policy6名、延べ9名）が

33%、経営学（Business Administration、延べ4名）15%、経済学（Economics、延べ2名）

7%の順であった。 

取得先については、ネパール国内が52%で過半数を占めていた。次は、日本とオース

トラリアの11%、韓国の7%の順で、その他では、ベラルーシ、ノルウェー、米国、オラ

ンダ、インド等であった。 

  

図-2 局長（Joint Secretary）レベルの修士号の分野と取得先 

 

  

Laws
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Plant Science
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Public Policy
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2名, 7%Hydropower 

1名, 4%
Educaion
1名, 4%English Literature

1名, 4%

Engineering
1名, 4%

International Development
1名, 4%
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1名, 4%
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1名, 4%

International Affiars
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Business Administration
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Development Studies
1名, 4%

修士号学位

インド

1名, 3%

ネパール

14名, 52%

日本

3名, 11%

オーストラリア

3名, 11%

韓国
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ノルウェー

1名, 4%

ベラルーシ

1名, 4%

アメリカ

1名, 4%
オランダ

1名, 4%

修士号取得先
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また、博士課程においては、22名中3名が博士号を取得していた。取得国と学位は、ド

イツ（Policy Formulation and Monitoring Guidance）、インド（Psychologist）、韓国（Technology 

Management of Economic Policy）であった。 

2) 職歴 

Joint Secretaryの職歴調査は、上級行政官が辿ってきた特定の昇進ルートがあるのでは

ないかという仮定を検証するために実施したが、調査結果では、そのような特定ルート

があるようには見受けられなかった。また、インフォーマルな聞き取りにおいても、キ

ャリアパスのエリートコースとなっている省庁が存在するといった情報はなかった。 

対象となったJoint Secretaryの多くは、複数の組織に異動し、異なる分野での勤務経験

を積んでいた。また、ネパールの特徴として、組織改革が頻繁に行われていること、さ

らに、復興庁のような非恒久的な組織もあることも異動が頻繁に行われる要因と言える

であろう。一方、財務省や、インフラ関連省庁のように特定の技術が必要とされる政府

機関のJoint Secretaryは、同じ省庁内で異動をしている傾向も見られた。 

さらに、現在は、連邦制への移行中であるため、異動が頻繁に行われているとの情報

が聞き取りからも得られ、実際、キャリアパス調査後、数週間のうちに、対象とした22

名のJoint Secretaryのうち、すでに2名の異動が報告された。 
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表-13 Joint Secretaryの職歴 
Governmental Institutions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Ministry of Labour, Employment and 
Social Security X  X     *           *    

Ministry of Forest and Environment X  X                    
Ministry of Communication and 
Information Technology X  *                    

Ministry of Defence X                      

Office of Prime Minister and Cabinet 
Ministers X *      X    X      

X 
X (Public 

Procurement Office) 
    

Ministry of Law Justice and 
Parliamentary Affairs *                   *   

Ministry of Home Affairs  X   X    *   * 
X 

    X      

Ministry of Industry, Commerce and 
Supplies 

 X   *          X       X 
Election Commission  X   X                  
Ministry of Women, Children and 
Senior Citizen 

  X                 X X X 
National planning Commission    *            X   X   * 
Truth and Reconciliation Commission    X                   
Ministry of Federal Affairs and General 
Administration 

     X   X *   * X  *   X 
X X X  

Ministry of Finance      

* 
X  

(Dept. of Customs) 
X 

(Dept of Inland 
Revenue) 

 X  
X 
X 

(Dept. of Revenue 
Investigation) 

      
* 

(Customs 
Dept) 

X 

* 
(Public debt 

management office) 
X 

  X  

Ministry of Energy, Water Resources 
and Irrigation 

      

* 
X 

(Dept. of Electricity 
Development) 

X 
(Electricity 

Development Center) 
X 

(Karnali - Chisapani 
Multipurpose Project) 

               

Ministry of Urban Development          X             
Ministry of Commerce          X            X 
Commission for Investigation of Abuse 
of Authority 

         X          X   

Ministry of Physical Infrastructure and 
Transportation 

          
* 
X 

(Department of Roads) 
           

Public Service Commission            X  *         
National Natural Resource and Fiscal 
Commission 

            X          

Health Training Center              X  
(Birgunj, Pathlaiya) 

        

Tribhuvan University              X 
(Trichandra College) 

        

Ministry of Foreign Affairs                
* 
X  

(Nepali Embassy) 
       

Ministry of Agriculture and Livestock 
Development 

                X      

Ministry of Economic Affairs and 
Planning (Provisional) 

                 X  
(Gandaki province) 

   X 
National Reconstruction Authority                  X     
Ministry of Peace and Reconstruction 
(No longer exist) 

                  X    

Ministry of Land Management, 
Cooperatives and Poverty Alleviation 

                   X   

Ministry of Social Development 
(Provisional) 

                     X 
Ministry of Youth and Sports                     *  
SARC Human Resource Development 
Center 

                     X  
(Islamabad, Pakistan) 

出所： 現地調査の結果から日本開発サービスが作成 *は現在のポジション X 印は過去に勤務していた組織を示す。 
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3) 昇進 

上級公務員の現在のレベルへの昇進の要因分析結果を、以下の表に示す。昇進に対す

る主な要因は、公務員法で規定されている昇進の評価事項を参考にして、学歴（Academic 

background）、研修（Training experience）、業務経験（Work experience）、上司による評価

（Evaluation from your superior）、同僚との関係（Relation with other persons）、その他を挙

げた。回答では、ほぼ全員が学歴（Academic background）と業務経験（Work experience）

を選択（X印）し、過半数が研修（Training experience）、半数が上司の評価（Evaluation 

from your superior）を選択した。 

修士号は、業務・昇進にどのように影響があったかという質問では、1）専門知識の深

化、拡大、国際化、2）留学で学んだ知識の業務への適用（決定、リーダーシップ、調整、

管理等）、3）モーティベーション・責任の拡大・効率的と成果のある業務、4）昇進のた

めの競争試験に必要な知識の強化、5）昇進と業務実施のための条件といった回答が挙

げられた。 

表-14 現在のレベルへの昇進の要因分析（Joint Secretary） 

No. Academic 
background 

Training 
experience 

Work 
experience 

Evaluation 
from your 
superior 

Relation 
with other 

persons 

Others 

Experience 
of working 
on various 
geographic 

regions 

Examination 
conducted 

by PSC 

Knowledge of int'l 
practices in 

administration policy 
and governance 

gained from education 
in abroad 

Geographic
al working 
capacities 

1 X  X       
2 X  X       
3 X  X       
4 X X X X X     
5 X X X       
6 X X X       
7 X X X X      
8 X         
9  X X X      

10 X X X X      
11 X X X X  X    
12 X         
13 X X X X      
14 X X X       
15       X   
16 X X X X      
17 X X X       
18 X X X X      
19 X X X     X  
20 X X X X     X 
21 X X        
22 X  X X      

Total 90% 60% 90% 50% 10% 10% 10% 10% 10% 
出所： 現地調査の結果から日本開発サービスが作成 
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出所： 現地調査の結果から日本開発サービスが作成 

図-3 修士号と業務・昇進の関係 

 
(3) ニーズ調査 

JDS事業第一フェーズで実施された準備調査では、対象が各国の課題解決のための政策立案

ができる公務員に限定され、日本の開発協力方針（援助重点分野）や対象国の有する開発課題・

人材育成ニーズ等に基づき、サブプログラム（援助重点分野）とコンポーネント（開発課題）

を策定して4期にわたって留学生を受入れるJDS新方式が導入されたことに対応し、コンポーネ

ントごとに募集対象機関が検討された。しかし、事業の実施段階で、ネパールでは、省庁間で

行政官が異動することが多いとの状況から、募集対象機関が全省庁に拡大された。 

本調査では、コンポーネントの対象として想定される17省庁（2018年12月時点の省庁数は

全部で25）に対して、ニーズ調査を実施した。時間的な制約からすべての省庁にヒアリング

を行うのは難しかったため、時間の許す限り多くのインタビューを実施したが、面談ができ

なかった省庁に対しては、アンケート調査18を実施した。 

表-15 第一フェーズの準備調査で策定されたJDS事業枠組み 

サブプログラム 
（援助重点分野） 

コンポーネント 
（開発課題） 主な募集対象機関 

1. 持続可能で均衡のと
れた経済成長のため
の社会基盤・制度 

1-1. 経済政策 財務省、国家計画委員会、首相府、外務省、 
連邦地方開発省、商業・供給省 

1-2. 産業振興政策 財務省、国家計画委員会、首相府、工業省 
2. 平和の定着と民主国

家への着実な移行 
2-1. 行政運営能力 

強化支援 
財務省、国家計画委員会、首相府、総務行政省、
連邦地方開発省、内務省、汚職防止摘発委員会 

2-2. 国際関係の構築 外務省、財務省、首相府、商業・供給省、文化・
観光・民間航空省 

2-3. 法制度整備支援 法・司法・国会省、最高裁判所、法務長官府 

  

                                                        
18 添付 9「その他の調査資料」(1)ニーズ調査質問票を参照 

専門分野の知識が深化・

拡大・国際化した

5名
23%

修士課程で学んだこ

とを業務に適用した

2名
9%

モーティベーション

と責任が拡大した

3名
14%

昇進競争試験に

必要な知識が強

化された

10名
45%

昇進と上位業務

実施のための条

件をクリアした

2名
9%

修士号と業務・昇進の関係
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1) サブプログラム及びコンポーネントの確認 

サブプログラム及びコンポーネントに関連する省庁に対し、インタビュー及びアンケ

ート調査を実施し、各分野の具体的ニーズを確認した。 

インタビュー調査では、Section Officerレベルの担当官から回答では、自分の担当分野

の情報だけに限られる傾向があったため、Joint Secretaryレベルの担当官からの聞き取り

を通じて、組織全体の具体的なニーズを把握した。 

アンケート調査では、効率性を重視し、質問票にコンポーネントごとの開発課題を挙

げ、そこからの選択、及び管轄省庁特有のニーズを記載してもらう方法を取った。その

ため、回答内容がインタビュー調査よりも非具体的になっている傾向があるが、調査結

果は、概ね、サブプログラム・コンポーネントと一致していた。 

表-16 ニーズ調査結果 

No. 省庁 インタビュー 
調査 

アンケート 
調査 人材育成ニーズ 

1 内務省  X 
人材管理及び行政運営一般、平和と治安管理、災害管理、
国際関係（国際政治、外交、地域統合等）、法律・司法（民
法、刑法、貿易・投資法等） 

2 外務省 X  外交政策（外交交渉技術に向けた）、国際経済（外交起案技
術に向けた） 

3 教育・科学・技術省  X 人材管理及び行政運営一般、教育管理 
4 工業・商業・供給省 X  産業振興、投資環境、外国直接投資、知的所有権 
5 公共事業運輸省 X  道路、鉄道（インフラプロジェクト管理、運輸インフラ等） 

6 連邦総務省 X  政府全体におけるニーズとして、行政、公共政策、財務、

経済、インフラ（トンネル等） 
7 女性・子供・高齢者省  X 行政運営一般、地方政府、国際関係、法律・司法 

8 財務省 X  

ミクロ経済の安定、財務政策、会計、税制、負債、歳出、経
済政策、財務政策、公共財務政策、マクロ経済の安定、金
融政策、国内外の資源の効果的な動員、財政連邦主義、国

内資源の動員、収益政策、収益管理、税制改革、予算の策
定と管理、公的債務、公的支出、会計、開発プロジェクト
の効果的な監視経済発展、経済成長、公営企業、民営化、

官民パートナーシップ等 

9 文化観光民間航空省 X  

経済政策（ミクロ経済、計量経済等）、産業開発（ビジネス
環境整備等）、インフラ開発（交通分野の開発計画、都市環

境の開発計画等）、行政運営（地方とのパートナーシップを
強化するための地方行政、資金の適切な運用に向けた公共
財政管理等）、国際関係（地域統合等）、法整備（航空法等） 

10 法律・司法・議会省 X  貿易・銀行・金融関連の商業法、ビジネス契約書等の契約
管理、国際条約等に関する国際関係 

11 農業・畜産省  X 国家開発政策、産業振興政策、人材管理 
12 上下水道省 X  水質、上水、下水 
13 都市開発省 X  建築構造（エンジニア分野）、公共政策、経済政策 

14 労働・雇用・ 
社会保障省  X 

経済政策（国家開発政策、ミクロ経済、経済等）、産業振興

政策、人材管理及び行政運営（地方政府、人材管理、行政
運営、労働政策等）、国際関係（国際経済、外交、地域統合
等） 

15 コミュニケーション・ 
情報技術省  X 

経済政策（国家開発政策、財政政策等）、産業振興政策、イ
ンフラ開発（エネルギー分野、コミュニケーション技術等）、
人材管理及び行政運営（行政運営、人材管理、労働政策等）、

国際関係（国際政治、国際経済、地域統合等）、法律・司法
（会社法、商業法、貿易・投資法等） 

16 首相府 X  経済政策、産業促進政策、インフラ開発（運輸、エネルギ
ー分野）、国際関係（国際政治、外交等）、法律・司法一般 

17 国家計画委員会 X  連邦制度の財政、連邦制度の研究、経済政策、財務分析 
出所： 現地調査の結果から日本開発サービスが作成 
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2) インフラ開発分野の導入 

JDS事業では、第二フェーズよりサブプログラム「経済成長や国民生活の改善に直結

する社会・経済基盤整備」のコンポーネントとして、インフラ開発分野が導入されるこ

とになった。 

インフラ開発分野の主要機関である公共事業運輸省は、約300名のエンジニアを抱え

るインフラ開発の主要省庁である。同省下には、省内最大の道路局、新設の鉄道局、信

号等を所轄する交通管理局があり、省（Ministry）では政策策定を、局（Department）で

は実施を担っている。また、局が抱える職員の多くは、ネパールエンジニアリングサー

ビス（表-11のEngineering）に属する職員であるが、行政官においても分野に関する知識

が求められているため、エンジニアのバックグラウンドを持っていることが重視される

とのことである19。 

公共事業運輸省の職員の研修では、NASCの研修に加えて、同省下では専門分野ごと

の技術研修が行われているが、同省に配属される行政官においては、インフラプロジェ

クトの総合管理を行える人材の育成が必要とされている。 

同省以外にエンジニアの在籍数が多い政府機関としては、エネルギー省、コミュニケ

ーション・情報技術省、上下水道省、都市開発省等があるが、インフラ関係の組織の中

には、Semi-Government（政府と民間の資本比率が50：50）の組織もあり、そこにも国家

公務員が出向していることがある。 

公共事業運輸省における修士課程のニーズとしては、インフラプロジェクト管理

（Infrastructure Project Management）、運輸インフラ（Transportation Infrastructure）、政府組

織の経済資金分析（Economic Financial Analysis for Public Enterprises）、鉄道20、トンネル

21、橋梁、山岳道路、エンジニアリング案件管理、交通管理等が挙げられた。 

また、同省に対する二国間及び国際ドナーによる支援としては、アジア開発銀行

（ADB）の日本ファンド、インド、パキスタン、中国等による長期・短期研修が実施さ

れている。最近では、中国での修士課程に10名以上が参加したとの情報も共有された。

聞き取りをした同省のJoint Secretaryもエンジニアであり、ベラルーシ共和国で修士号を

取得していた。インフラ分野における博士号のニーズに関しては、公共事業運輸省では、

特に必要ではないとのコメントではあった。同省内での博士号の取得者は1%～2%との

ことである。 

3) 博士課程の導入 

JDS事業の第二フェーズでは、受入枠を22名とし、20名は修士課程、2名は博士課程で

の受け入れを行う。 

博士課程に関するニーズ調査及び、キャリアパス調査の結果からから、各省庁には、

                                                        
19 公共事業運輸省組織図、添付 7「組織図」参照 
20 インドのジャイナガル～ネパールのジャナクプールをつなぐ 35 キロの国際鉄道。将来的には、中

国～ネパール～インドをつなぐ鉄道建設も想定されている。 
21 我が国では、有償資金協力によるトンネル案件の支援も行っている。 



 

– 23 – 

博士号の保持者が若干名いることが確認された。博士課程ニーズについては、修士号の

保持者が自身の知識を深めるための次のステップとして考えるものである、また、業務

一般に必要なのは修士レベルの知識であり、博士レベルの専門知識は不要であるといっ

た意見もあったものの、都市開発省や公共事業運輸省などの省庁においては、研究課題

が国家政策に貢献するものであれば歓迎するという意見が聞かれ、国家計画を策定する

国家計画委員会では、現在も博士号取得者が組織内で活躍しており、マクロ経済、税制、

経済政策の分野の専門分野における博士レベルの専門家が必要とされているとのこと

であった。 

修士課程後の博士課程への進学のタイミングでは、修士課程修了後、直ぐに博士課程

に連続して就学するのではなく、修士取得後、一度ネパールに戻り数年働いてから、博

士課程に進むべきであるという考えが多くの政府関係者から示された。またSection 

Officerの段階で博士号取得のために留学した場合、博士号取得後に帰国しても、キャリ

ア的には、未だジュニアレベルのSection Officerであることが、複数の職員から問題点と

して指摘された。また、博士号と昇進（キャリア）の関係では、修士号は昇進のポイン

トとして加算されるが、MOFAGAによると、博士号は、昇進のポイントの加算にはなら

ないとのことであった。筑波大学（世界銀行の奨学金）で修士号を取得し、その後、東

京大学（文部省の奨学金）で博士号を取得した行政官は、留学によって同僚よりも昇進

が遅くなったため、公開試験を受け直し、現在は、ネパール外務省に異動し、政策決定

に関わっているとのことであった。 

博士課程応募の年齢制限に関しては、40歳までとすると応募者が限られるため、45歳

までとするべきだという意見が複数聞かれた。 

(4) ジェンダー等に対する配慮 

公務員の男女比に関しては、省庁によって男女比は若干異なるが、階級別公務員リストに

示した通り、Section Officer（3等級）の女性の割合は13.64%、Under Secretary（2等級）の女性

の割合は6.98%である。 

JDS事業第一フェーズの応募者の男女比22は、361名（4バッチ合計）（83.8%）：70名（16.2%）

で、Gazetted Officerの女性の割合を若干超えていた。また、合格者の男女比は64名（4バッチ

合計）（80%）：16名（20%）と、応募者の男女比をさらに上回る結果であった。23 

表-17 男女別応募者数 

年度 2015 2016 2017 2018 総計 
応募者数 % 応募者数 % 応募者数 % 応募者数 % 応募者数 % 

男性 63 82.9 89 80.9 101 84.2 108 86.4 361 83.8 
女性 13 17.1 21 19.1 19 15.8 17 13.6 70 16.2 
合計 76 100.0 110 100.0 120 100.0 125 100.0 431 100.0 
出所： 一般社団法人日本国際協力センター（以下 JICE）資料 

                                                        
22 JICA 事務所資料提供 
23 総合面接の選考結果において、候補者が同点の場合には、女性候補者を優先的に選抜するという運

用がなされているため、合格者の男女比が、応募者のそれを上回る結果となっている。 
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表-18 男女別合格者数 

出所： JICA 提供資料 

 
女性のJDS事業への応募に対する課題・障害要因等に関し、聞き取りを行ったところ、JDS事

業に応募する年齢（40歳以下）は、女性にとって結婚・出産等と重なる時期であるから、また

女性は家族の世話の担い手である、といった意見が聞かれ、対策として、女性の応募年齢の緩

和といった案や、女性へのエンパワーメントを行うといった意見が挙げられた。一方、女性の

留学に対する考えは家族によっても異なり、女性の応募に支障はないという意見もあった。 

また、複数の聞き取りから、ネパールの文化的視点から男女ともに家族同伴の重要性が強

調された。 

JDS事業第二フェーズでも、女性が応募しやすいようなプログラムを継続実施していくこ

とが大切であるとの考えから、募集段階では、以下の配慮を考えている。 

･ 募集説明会における配偶者の同席 

･ 募集説明会における女性帰国留学生、及び、家族帯同者による体験談の共有 

･ 募集説明会における帰国留学生のコンタクト先の共有を通じた個別の相談システムの実施 

その他の応募者拡大に向けた社会的包摂に関しては、ネパールの旧憲法（1990年に発布）

では、差別禁止要項として、「国家は宗教、人種、性、カースト、部族、イデオロギー的信条

またはそれらのいずれかを理由として、市民を差別してはならない」ことが規定（第11条）

されているが、民主化に伴い成立された2007年の暫定憲法及び2015年の新憲法では、旧憲法

で謡われた国民の平等な権利の保証に加えて、包摂国家（Inclusive Sate）の宣言も盛り込まれ

ている。公務員法でも、女性及び社会的差別を受けてきたダリット、ジャナデャティ、マデ

シ等の人々に対する配慮が言及されおり、公務員の雇用・昇進における特別枠が設けられて

いる。第一フェーズでは、ジェンダー配慮と合わせて募集要項に「Competent women, Dalit, 

Janajatis, Madhesi, and other minority group are encouraged to apply」という記載を行っているが、

第二フェーズでもそれを継続することが望ましいと思われる。 

(5) 帰国留学生のフォローアップ 

MOFAGAでは、行政官の留学中の研究に関するモニタリング、研究へのコンサルテーショ

ン、留学での研究成果の普及と言った留学生の実績に対するフォローアップを行う制度はな

いとしている。一方、公務員法37条4項には、「この条文の規定による外国での研究、トレー

ニング、研修旅行を行った職員は、当該研究、トレーニング、研修旅行を終了した後、その

報告書を作成し、自らの事務所に提出しなければならない」ことが記載されている。帰国留

学生からの聞き取りでは、「帰国後に自主的に研究レポートを提出した。自分が所属する省庁

のジャーナルに投稿するというオプションもある」といった意見や、大学によっては、「留学

年度 2015 2016 2017 2018 総計 
合格者数 % 合格者数 % 合格者数 % 合格者数 % 合格者数 % 

男性 16 80.0 14 70.0 17 85.0 17 85.0 64 80.0 
女性 4 20.0 6 30.0 3 15.0 3 15.0 16 20.0 
合計 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 80 100.0 
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中に論文を大学に提出する前に、論文を配属省庁と共有し、そのコメントを最終的に反映し

た論文を大学に提出するメカニズムがある」と言った情報が共有24された。 

MOFAGAからは、留学の成果を共有出来るようにしたいとのコメントがあり、帰国留学生

も自分達の研究・成果の発表の場を求めている。留学成果の活用の観点からも、帰国留学生

が成果を発表できるようなメカニズムが構築されることが好ましいと思われる。 

留学後の配置に関しては、MOFAGAでは、留学の成果に基づき、本人が配属希望を出すこ

とが可能で、効果的に人材活用ができるように、配置を心がけているとのことである。また、

帰国の3ヶ月前に配属先若しくはMOFAGAに自分の研究テーマを伝え、より適した配置が検

討されることになっているが、今年は、公務員制度の改革（2017年に連邦制移行に関連する

公務員調整法（Employee Adjustment Act）の実施）があり、そのためのコンサルテーションは

なかったことも言及された。 

2018年12月時点では、まだ第一バッチの留学生だけが帰国したところだが、帰国留学生か

らは、「留学中にインド・中国・ネパールの関係について学んだが、インド関連の場所に配属

され、学びを十分に生かしている」というコメントや、帰国留学生と親しい同僚からは、「帰

国留学生が、留学前よりリーダーシップを発揮するようになった」といった意見もあった。

所属省庁でも、留学生の帰国後の活動状況は概ね把握しているとのことだった。 

また、留学で構築された留学生間のネットワークに関しては、帰国後の配属先をお互いに

共有しており、聞き取りを依頼した際にも、帰国留学生同士で連絡を取り、聞き取りに集合

してくれる等、引き続きお互いに連絡を取っていることが確認された。 

ネパールでは、日本留学生の帰国生の代表的なグループとして、日本留学同窓会ネパール

JUAAN（Japanese Universities Alumni Association, Nepal）、ネパールJICA帰国研修同窓会JAAN

（JICA Alumni Association of Nepal）、日本学術振興会ネパール同窓会NJAA（Nepal JSPS - Japan 

Society for the Promotion of Science – Alumni Association）、ネパールAOTS同窓会（Association 

for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships Alumni Society: NAAS）等が存在

している。また、東京大学の卒業生の同窓会や、約70名の会員を抱える政策研究大学院大学

（GRIPS）の同窓会では、これからGRIPSに進学する留学生のオリエンテーション、帰国後の

歓迎会等を実施している。同窓会のネットワークは業務上、個人的にも有益なだけでなく、

指導教諭との関係も続いているという意見も多かった。 

JDS事業の帰国留学生の同窓会の発足については、2018年10月に帰国した第一フェーズの

第一バッチの留学生が、JDSネパール同窓会に関する取り決めや、日本との関係をどのよう

に続けていくか、また、ネパールにどのように貢献していくか等に関しても話し合っている

とのことである。JDS事業では、毎年20名（第二フェーズは毎年22名）が留学するため、将来

的にはかなりの大所帯になるが、2019年4月時点では、JDS事業だけの同窓会の活動に対する

支援は予算的に難しいため、日本側の方策としては、JAANに帰国留学生が参加し、JAANを

通じて支援するという考えが聞かれている。 

                                                        
24 第一バッチ帰国留学生（山口大学） 
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(6) 他ドナー類似案件に関する調査 

1) 韓国 

他ドナーによる類似案件では、韓国（KOICA）が行政官を対象とした修士号取得に向

けた奨学金事業を実施していることが挙げられる。KOICA奨学金プログラムは2000年に

開始され、対象は、経済開発機構の開発委員会（OECD-DAC）リストのODA対象国68ヶ

国である。2019年の応募要項に示されている分野、コース名、大学名は、以下の表のと

おりである。KOICA奨学金プログラムでは、各対象国に奨学金枠が振り分けられていな

い点がJDS事業と大きく異なっている。各大学は、毎年、対象国合わせて15名～20名の

KOICA奨学金プログラムによる留学生を受け入れている。 

表-19 KOICA奨学金プログラムの応募要項（2019年） 

Sector Course Title University 
Governance Urban Development Policy Chung Ang Univ. 

Gender Equality Leadership Ehwa Woman’s Univ. 
Finance and Tax Policy Korea Univ. 
Industry and Trade Policy Kyung Hee Univ. 
Public Management and Public Policy Reforms Seoul National Univ. 
National Development Policy for African Countries Seoul National Univ. 
Public Administration (Local Government) Sungkyunkwan Univ. 
Regulation Management for Economic Development Korea Development Institute School 

Rural 
Development 

Agricultural Engineering Hankyong National Univ. 
Agricultural Economics Kang Won National Univ. 
Agricultural Production Kyung Pook National Univ. 
Development of Fisheries Industry PuKyoung National Univ. 
Community Development Yonsei Univ. (Wonju campus) 

Health Global Health Security Yonsei Univ. 
Technology, 
Environment 
& Energy 

Energy Science and Policy Ajou Univ. 
Techno-Entrepreneurship Competency based on EE 
& ICT Convergence 

Han Dong Univ. 

Water Resources Management Sungkyunkwan Univ. (Suwon campus) 
Education Global Education Leadership Korea National University of Education 

出所： 2019 KOICA Scholarship Program Application Guideline for Master’s Degrees 

 
KOICA奨学金プログラム担当者によると、ネパールからは、毎年17名～20名を送り出

しており、これまでに170名が修士課程を修了している。 

同プログラムの実施では、MOFをカウンターパートとしているが、実施代理機関はな

くKOICA独自で実施に携わっている。募集においては、MOFからMOFAGAを通じて、関

係省庁に情報を共有するが、同時にKOICAでも直接関係する省庁に情報を共有し、情報

共有の迅速化を図っている。また、KOICAからネパール政府には、各大学に対して4名

の推薦を依頼しているが、4名を超える応募がある場合にも応募書類を受け付けている

とのことである。 

募集手続きの開始については、毎年1月（年一回）で、ネパール国内での書類選考・面

接（第一ラウンド）の合格者は、韓国の大学とのインタビュー（第二ラウンド）、及び健

康診断（第三ラウンド）を経て、合格の通知を受ける。また、JDS事業同様にKOICAで
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も、応募勧奨セミナーを実施しているが、現段階ではカトマンズにおいてのみに同セミ

ナーを実施しているJDS事業に対し、KOICAでは、2019年から地方での応募勧奨セミナ

ーを開始予定とのことである。 

応募条件では、応募年齢の上限は40歳となっているが41歳以上の応募者も拒否しない

など、比較的緩やかな運用であり、IELTS（International English Language Testing System）

等の語学資格証明書の提出は不要である。また、留学前の語学研修は実施していないが、

希望者は、今年から各大学が実施している韓国語コース（3ヶ月から6ヶ月）を選択科目

として取得することができるようになったとのことであった。留学期間は18ヶ月から21

ヶ月で、単身赴任となり、家族同伴の滞在は許可していない。受入大学からのネパール

人留学生の評価は高く、研究で賞を受賞している留学生もいる。 

本調査での政府関係者への、他ドナーによる類似案件に関する聞き取りでは、韓国の

受入大学には、世界ランキングの高い大学（多くは、韓国のトップ10大学）が含まれて

いること、及び、奨学金事業の帰国同窓会活動（エッセイコンテストや有識者や大使館

員を招いたセミナー等のイベント）に対する予算措置が高く評価されていたが、KOICA

の担当者と確認したところ、同プログラムの帰国留学生の同窓会があるわけではなく、

KOICAが実施する韓国での研修の帰国研修同窓会に同プログラムの帰国留学生も加わ

り、様々な活動を実施しているとのことであった。 

KOICAプログラムでは、事業評価を2年に1度実施している。 

2) オーストラリア 

Australian Awards Scholarships（元Australian Aid Scholarship）は、Scope Globalが実施代理

機関として実施しているオーストラリア政府の奨学金プログラムである。対象分野は、

JDS事業と同様に、オーストラリアとネパールの国別優先分野に従っている。セクターは、

教育及び保健を含んだ13セクターであるうえ、政府職員のみならず広く一般人を対象とす

るため、女性の応募者も多いとのことである。ガバナンスセクターにおいては、政府の行

政官を対象としており、公務員の割合は同奨学金事業による全留学生の約40%を占める。 

対象人数は、毎年、20名から24名（政府の予算確定によって異なる）で、修士課程に

のみ限られている。以前は、博士課程も対象となっていたが、3年～4年かかる博士課程

の一人分の予算で、1年～2年で取得できる修士課程の二人を支援することができるこ

と、オーストラリアでは、博士号がさほど重視されないこと、さらに、子供の同伴は各

自の自由だが、子供が18歳になると就学ビザが必要となるため、博士課程の応募者の子

供がそれに当てはまることが多い等の理由が聞き取りでは挙げられた。ネパール政府の

一部から博士号は不要との意見があったことも、その背景となっているようであった。 

留学生の選考は17名の委員から構成される委員会によって行われるが、オーストラリ

ア大使館はそこには入っていない。 

応募はオンラインで行われ、オンラインで提出できない場合は、書類でも受け付けて

いるが、それらの書類もエージェントが代理入力し、最終的にはすべての願書がオンラ

インベースで扱われている。JDS事業では、応募手続きが書類提出であるため、作成し
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た研究計画が漏れ、他の応募者に盗用されることを恐れて、応募締め切り日近くまで応

募書類を提出しないということが、しばしば聞かれるが、応募書類のオンラインによる

提出は、そのような懸念が払しょくされ、透明性の確保につながると共に、就学年数の

計算違い、応募書類の記載ミスの減少にもつながるであろう。さらに、交通事情の悪い

ネパールにおいては、天候によって飛行機が飛ばなかったり、自然災害で道路が封鎖さ

れていたりすることが多々あるため、応募書類のオンラインの導入は効率化、信頼性の

増加、平等化にも貢献すると思われる。 

オーストラリアの奨学金事業の最大の特徴としては、女性及び社会的弱者に対して定員

5割の割り当てがあることが挙げられる。ジェンダー配慮の重視から、女性の応募者は全

体で過半数を超えるが、行政官の間では女性の割合は少ないとされる。社会的弱者の包摂

においては、LGBT、差別を受けてきたカーストグループ、障碍者、地方出身者や地方勤

務者等には高配点を与えるシステムがあり、ダイバーシティを保っている。特に、障碍者

に対しては、専門の支援体制（例えば、車いすの応募者への対応）が備えられており、留

学生の中には、毎年、障碍者が含まれており、各個人の抱える状態に対して、柔軟な対応

が取られていること等に関しては、我が国の事業と比べて、社会的弱者に対する配慮が高

いことが伺える。 

応募期間は、毎年2月1日から4月末日までで、毎週金曜日にカトマンズの事務所で説

明会が行われている。地方7ヵ所で、説明会の実施、地方政府機関の訪問を行っている。 

合格者は、進学希望大学を2校まで選ぶことができる。英語力が不足している場合には、

渡航後に10週間から12週間の英語コースの補強が行われる。渡航前には、2日間のオリエ

ンテーションがあり、渡航予定の家族も受講することできる。家族も渡航前のオリエンテ

ーションに同行することで、帯同家族の渡航後の生活の安定を助け、ひいては留学生の負

担軽減に効果的であることから、我が国のJDS事業でも取り入れることを検討する。 

フォローアップとして、Development Impact PlanとAlumni Development Surveyを行って

おり、帰国後12ヶ月から18ヶ月を目安としたオンラインによる追跡調査をしている。留

学生には帰国チケットが渡されることから、帰国率は100%で、その後の進路は、各個人

の決定だと考えられている。 

Scope Globalは、Australian Awardの対象国に拠点を置いており（Kathmandu Post、New 

Delhi Post等）、留学生は、帰国後にはそこに所属することで、他国の拠点に属する帰国

留学生とも交流を行うことができる。また各国の拠点には、帰国生による今後留学をす

る人材へのサポートや、帰国留学生同士のサポートを行う仕組みが存在している。 

家族の呼び寄せに関しては、留学生が新生活に馴染むことを優先としているため、呼

び寄せは留学開始3ヶ月後としているが、乳児のいる女性の留学生に対しては、子供を

連れて渡航する等の特別措置を取っている。家族の査証は、留学生の査証の期間に準じ

ており、留学生より早く帰国させる措置にはなっていない。 

留学期間は決まっているが、例外として、奨学金支給期間の延長がある。2015年の震

災では、多くの留学生が計画していたネパールでのフィールド調査ができなかったり、

家族が被災し、一時帰国が必要となったりしたことで、研究が遅れる留学生が多かった
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ため、延長を承認した事例があった。 

表-20 3ヶ国の奨学金事業の比較 

国名 事業名 人数・対象・分野 

日本 
JDS (The Project for 
Human Resource 
Development Scholarship) 

人数） 22 名（20 名修士、2 名博士） 
対象） 公務員（行政官） 
分野） 経済政策、産業振興政策、行政官運営能力強化、

インフラ行政、国際関係の構築、法制度整備 

オーストラリア Australian Awards 
Scholarships 

人数） 約 20 名から 24 名（予算次第） 
対象） 一般市民と公務員（行政官） 
分野） 教育・保健を含んだ 13 分野、行政官はガバナンス 

韓国 KOICA Scholarship 
Program 

人数） 約 17 名から 20 名（年度ごとに異なる） 
対象） 公務員（行政官）（例外：開発 NGO 職員は政府

と韓国大使館の推薦状） 
分野） ジェンダー、気候変動、社会経済開発まで広範囲 
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第3章 JDS事業の概要と実施体制 

(1) ネパールJDS事業の概要 

ネパールでは、2015年のJDS事業第一フェーズの協力準備調査を経て、2016年より留学生の

受け入れが開始され、毎年20名ずつ、2019年5月末までに60名（20名×3バッチ）が来日して

いる。 

第一フェーズの終了にあたり、ネパールの開発課題の状況ならびに我が国の開発協力の再

確認が行われた。2019年度から2023年度に実施される第二フェーズでは、2名の博士課程を加

えた最大22名（修士：20名、博士2名）の留学生を毎年受け入れること、また、新たなコンポ

ーネントとしてインフラ開発分野の導入が提案された。事業実施方式においても、従来の3年

型国債25による事業方式から、5年型国債による事業方式へと変更されることになった。 

博士課程の導入、5年型国債による新規事業方式、インフラ開発分野の導入に関しては、2018

年12月に実施した第一次現地調査におけるMOF及びMOFAとの協議において承認を得た。 

本調査の聞き取りでは、ネパールの全就業人口の6割以上が従事する農業が、コンポーネン

トとして対象となっていないことに対して、複数の機関から疑問が挙がったが、農業政策に

関しては、経済政策や産業振興のコンポーネントで研究できることを説明した。 

表-21 サブプログラム及びコンポーネント（第一フェーズと第二フェーズの比較） 

第一フェーズ 第二フェーズ 
サブプログラム 

（援助重点分野） 
コンポーネント 
（開発課題） 

サブプログラム 
（援助重点分野） 

コンポーネント 
（開発課題） 

1. 持続可能で均衡の
とれた経済成長の
ための社会基盤・制
度整備 

1-1. 経済政策 
1-2. 産業振興政策 

1. 経済成長や国民生
活の改善に直結す
る社会・経済基盤 

1-1. 経済政策 
1-2. 産業振興政策 
1-3. インフラ開発 

（新設） 
2. 平和の定着と民主

国家への着実な移
行 

2-1. 行政運営能力 
強化支援 

2-2. 国際関係の構築 
2-3. 法制度整備支援 

2. ガバナンス強化及
び民主主義の基盤
制度づくり 

2-1. 行政運営能力 
強化支援 

2-2. 国際関係の構築 
2-3. 法制度整備支援 

 
(2) JDS重点分野ごとの基本計画 

本調査中には、運営委員会に承認された2つのサブプログラム、及び6つのコンポーネント

について、関連機関からの補足調査や、大学から提出された受入提案書を基に、JDS重点分野

ごとの基本計画（目標、指標、受入大学、カリキュラム等）案を取りまとめ、JICA本部に確

認を経て、2019年3月の第二次現地調査にて、英語版の基本計画（Basic Plan for the Priority Target 

Area）の説明を行い、運営委員会の承諾を得た。（添付8「対象重点分野（サブプログラム）

の基本計画」） 

                                                        
25 3 年型（修士課程のみ）：E/N 締結年度に来日留学生の派遣前手続きから帰国プログラム実施及び報

告書作成に要する期間。5 年型：原則として交換公文（E/N）締結の翌年度来日の修士・博士課程の
留学生募集選考に係る諸手続きから帰国プログラム実施及び報告書作成に要する期間。（出所：「無
償資金協力、人材育成奨学計画（JDS）積算マニュアル」10 頁。） 
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表-22 対象分野課題 

サブプログラム 
（援助重点分野） 

コンポーネント 
（開発課題） 想定対象分野課題 

1. 経済成長や国民生活
の改善に直結する社
会・経済基盤整備 

1-1. 経済政策 国家開発政策、マクロ経済政策、財政政策、金
融政策、租税政策等 

1-2. 産業振興政策 投資環境整備、産業振興政策、海外投資促進政
策、ビジネス環境整備等 

1-3. インフラ開発 土木（鉄道工学・トンネル工学・橋梁工学・山
岳道路整備）、交通管理、灌漑管理等 
上下水道整備、都市計画 

2. ガバナンス強化及び
民主主義の基盤制度
づくり 

2-1. 行政運営能力 
強化支援 

地方分権、地方行政、行政管理、人事管理政策、
行財政管理、地方自治、労働政策、公共政策等 

2-2. 国際関係の構築 国際政治、国際経済、外交政策、南アジア地域
統合等 

2-3. 法制度整備支援 民法、刑法、会社法・商法、貿易・投資促進の
ための法整備等 

 
(3) 受入計画 

1) 大学の選定と受入人数 

受入大学の決定に関しては、第一フェーズでは、JICAがこれまでJDS留学生の受入実

績のある大学、及び新たに受け入れを希望する大学に対して、ネパールJDS事業におけ

る想定対象分野・開発課題を提示し、各大学から受け入れを希望する課題に関して受入

提案書の提出を募った。その結果に基づき、JICA本部及びネパール事務所は、評価要領

に基づき受入提案書の評価を実施し、2015年に実施された協力準備調査の協議で、大学

配置案がネパール政府に提示され、両国事業関係者間で協議を行い、最終的には以下の

受入大学を選定した。26 

表-23 ネパールJDS事業 第一フェーズ 受入大学 

サブプログラム 
（援助重点分野） 

コンポーネント 
（開発課題） 大学 研究科 受入予定人数 

20 名 
1. 持続可能で均衡のと

れた経済成長のため
の社会基盤・制度 

1-1. 経済政策 国際大学 国際関係学研究科 3 
広島大学 
大学院 国際協力研究科 2 

1-2. 産業振興政策 国際大学 国際経営学研究科 2 
立教大学 
大学院 経営学研究科 2 

2. 平和の定着と民主国
家への着実な移行 

2-1. 行政運営能力 
強化支援 

明治大学専
門職大学院 ガバナンス研究科 2 

国際基督教
大学大学院 

アーツ・サイエンス
研究科 2 

山口大学 経済学研究科 2 
2-2. 国際関係の構築 立命館大学 

大学院 国際関係研究科 3 

2-3. 法制度整備支援 九州大学 
大学院 法学研究院 2 

  

                                                        
26 ネパール連邦民主共和国人材育成奨学計画準備調査報告書（JICA/JICE, 2016 年） 
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第二フェーズにおいても、第一フェーズ同様に、受入を希望する大学から受入提案書

の提出を受けJICA本部及びネパール事務所でショートリストが作成された。それを基

に、調査団は、各大学の対象分野課題、受入留学生人数、受入大学、運営体制等を精査

し、各大学の特徴を踏まえた資料を作成した。 

2018年12月の第一次現地調査中にMOFとMOFAGAとの協議が実施され、受入大学と

各大学の受入人数が決定された。受入大学の決定では、第一バッチの帰国留学生のコメ

ントも参考意見として共有された。一方、第一次現地調査では、受入大学と受入人数に

ついて一応の合意が得られたが、新たに加わったインフラ開発コンポーネントに関して

は、調査団が追加調査を実施し、2019年3月に開催した運営委員会において、その結果を

共有した。運営委員会は、今後実施されるJICA事業との相乗効果と関連の高い研究分野

を考慮し、受入大学の最終決定を行った。 

受入大学からは、既存のカリキュラムやプログラムに基づいた指導を行うことに加

え、学生の研究を支える特別プログラムが提供される。 

表-24 ネパールJDS事業 第二フェーズ 受入大学27 

サブプログラム 
（援助重点分野） 

コンポーネント 
（開発課題） 大学 研究科 受入予定人数 

20 名 
1. 経済成長や国民生活

の改善に直結する社
会・経済基盤整備 

1-1. 経済政策 広島大学 
大学院 国際協力研究科 3 

早稲田大学 
大学院 アジア太平洋研究科 2 

1-2. 産業振興政策 国際大学 国際経営学研究科 3 
1-3. インフラ開発 埼玉大学 理工学研究科 2 

2. ガバナンス強化及び
民主主義の基盤制度
づくり 

2-1. 行政運営能力 
強化支援 

国際大学 国際関係学研究科 2 
明治大学 
専門職 
大学院 

ガバナンス研究科 2 

山口大学 経済学研究科 2 
2-2. 国際関係の構築 立命館大学 

大学院 国際関係研究科 2 

2-3. 法制度整備支援 九州大学 
大学院 法学研究院 2 

 
2) JDS留学生応募者の資格要件（修士課程） 

JDS重点分野ごとの基本計画に記載される「JDS留学生応募者の資格要件（修士）」は

以下の通り設定され、2019年3月の第二次現地調査にて承認された。 

  

                                                        
27 第二フェーズ全体（4 期分）の受入計画、添付 8「対象重点分野（サブプログラム）の基本計画」参照 
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修士課程の資格要件 

職務経験等： 
･ 3 年以上の専門的な実務経験を有すること 

その他： 
･ ネパール国籍を有すること 
･ 3 年以上政府機関で勤務した経験を有し、官報職員（Gazetted Officer）として勤務して
いる者 

･ 来日年度 4 月 1 日時点で、25 歳以上、40 歳以下の者 
･ ネパール政府または外国政府が認める高等教育機関からの学士号を有する者 
･ 修士課程の就学に足る英語力を有する者 
･ 他ドナーの奨学金を受けて海外の大学で修士号を取得していない者、または受ける予
定のない者 

･ JDS 事業の目的を理解し、帰国後ネパールの発展のために貢献する意思を有する者 
･ 健康である者 
･ 現在、軍籍に属しない者 

 

3) 博士課程への受入検討 

第2章に記載したように、本調査では博士課程枠の追加のための調査を実施し、2018年

12月に実施された第一次現地調査におけるMOF及びMOFAGAとの協議において、博士

課程の追加の承諾を得た。また、本調査の結果を基に作成した博士課程の受入計画（案）

については、2019年3月の第二次現地調査にて、運営委員会で協議され、以下が合意され

た。協議中、応募資格をUnder Secretary以上の役職員とするか、あるいはSection Officer

も含めるかという点で議論がなされたが結論には至らず、ネパール側の省庁内で再検討

することとなった。博士課程のすべての受け入れ計画については、2019年8月に実施する

運営委員会で決定することとなった。 

博士課程の受け入れ計画（案） 
目的： 
ネパールの開発課題に対し、特に高度な知識・研究能力に基づき、大局的な意思決定・政
策判断ができることに加え、グローバルな視野及び人材ネットワークの構築を通じて、ネ
パールの代表として国内外に影響力を発揮できる人材の育成 
資格要件： 
･ ネパール国籍を有すること 
･ 官報職員（Gazetted Officer）として勤務している者 
･ 来日年度 4 月 1 日時点で、25 歳以上、45 歳以下の者 
･ ネパール政府または外国政府が認める高等教育機関からの修士号を有する者 
･ 修士号取得後に復職し、配属先が定める一定期間（職務貢献・研究準備）を経た者 
･ 希望する研究内容が JDS のコンポーネントに合致する者 
･ 配属先上長が推薦する者 
･ 進学を希望する大学院の指導教官から受け入れの合意を取り付けている者 
･ 博士課程の就学に足る英語力を有する者 
･ 他ドナーの奨学金を受けて海外の大学で博士号を取得していない者、または受ける予
定のない者 

･ JDS 事業の目的を理解し、帰国後ネパールの発展のために貢献する意思を有する者 
･ 健康である者 
･ 現在、軍籍に属しない者 
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応募・選考方法等： 
･ 応募者が指導教諭から博士課程への受け入れの合意を取り付け、配属先の推薦状を含
む応募書類一式と研究計画書を提出する。（日本で修士号を取得したものは、同じ大学
の研究科（あるいは指導教諭）への進学を想定） 

･ 修士枠とは別で募集・選考を実施する。 
･ 選考は運営委員会で決定した選考基準に基づき実施する。 
･ 留学期間は最長で 3 年とする 
･ 人数は毎年 2 名を上限とする 

 
なお、調査団では当初、博士課程の資格要件を「45歳以下、日本での修士取得者、Under 

Secretary以上の役職員、帰国後一定期間の勤務を終えている」と提案した。既述の通り、

Under Secretary以上の役職者に限定するか、あるいはSection Officerまで応募者要件を広

げるかの議論は持ち越されたが、より多くの応募者を集め、より優秀な人材の確保につ

なげるために、修士号の取得国を日本に限定しないこととした。 

潜在応募者数に関しては、当初の提案である、「45歳以下、日本での修士取得者、Under 

Secretary以上の役職員、帰国後一定期間の勤務を終えている」という資格要件で人数の

割り出しを試みた。各省庁、MOFAGAからの聞き取りからは具体的な人数の把握は困難

であったが、個人の留学の意思を考慮しないとして、文系では20名から25名程度、技術

系でも同数かそれ以上が存在すると思われるとの意見を政府職員から得た。2019年3月

の運営委員会で修士号の取得国を日本に限らないとの決定がなされたこともあり、応募

者の確保は難しくないと思われる。 

(4) JDS事業の積算事業費 

ネパールJDS事業第二フェーズを実施するための事業費総額は3.76億円となる。日本とネパ

ールの負担区分に基づく双方の経費内訳は、以下の通り見積もられる。 

（日本側負担経費） 

2019年度 ネパール国人材育成奨学計画（5ヵ年国債） 

概略総事業費 375,520千円 
（単位：千円） 

年度 費目 概略事業費 

2019 年度 
Term-1 

実施経費 大学直接経費（入学金、授業料、他） 660 

役務経費 

現地事務所運営経費（旅費、ナショナルスタッフ人件費、事
務所関連費、車両費、他） 

34,683 運営委員会経費 
募集・選考関連経費（旅費、会場費、資料費、他） 
訪日モニタリングミッション経費 

実施代理機関人件費 直接人件費／管理費 25,778 
2019 年度 事業費 計 61,121 

2020 年度 
Term-2 

実施経費 
大学直接経費（入学金、授業料、他） 

80,697 留学生受入直接経費（航空運賃、支度料、奨学金、他） 
特別プログラム経費 

役務経費 

現地事務所運営経費（旅費、ナショナルスタッフ人件費、事
務所関連費、車両費、他） 

26,154 来日前・来日後研修経費（会場費、講師謝金、資料費、他） 
引越支援経費 
モニタリング・突発対応経費 

実施代理機関人件費 直接人件費／管理費 26,563 
2020 年度 事業費 計 133,414 
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年度 費目 概略事業費 

2021 年度 
Term-3 

実施経費 

大学直接経費（入学金、授業料、他） 

83,841 留学生受入直接経費 
（航空運賃、支度料、奨学金、他） 
特別プログラム経費 

役務経費 

現地事務所運営経費（ナショナルスタッフ人件費、事務所関
連費、他） 8,983 
中間研修、付加価値プログラム経費 
モニタリング・突発対応経費 

実施代理機関人件費 直接人件費／管理費 15,538 
2021 年度 事業費 計 108,362 

2022 年度 
Term-4 

実施経費 
大学直接経費（入学金、授業料、他） 

50,419 留学生受入直接経費（航空運賃、支度料、奨学金、他） 
特別プログラム経費 

役務経費 

現地事務所運営経費（旅費、ナショナルスタッフ人件費、事
務所関連費、車両費、他） 

8,276 帰国関連経費（会場費、講師謝金、資料費、他） 
引越支援経費 
モニタリング・突発対応経費 

実施代理機関人件費 直接人件費／管理費 8,250 
2022 年度 事業費 計 66,945 

2023 年度 
Term-5 

実施経費 
大学直接経費（入学金、授業料、他） 

3,198 留学生受入直接経費（航空運賃、支度料、奨学金、他） 
特別プログラム経費 

役務経費 
帰国関連経費（会場費、講師謝金、資料費、他） 

1,137 引越支援経費 
モニタリング・突発対応経費 

実施代理機関人件費 直接人件費／管理費 1,343 
2023 年度 事業費 計 5,678 

事業費 総額 合計 375,520 

 
（ネパール側負担経費） 

なし 

（積算条件） 

 積算時点 ： 2019年3月 

 為替交換レート ： 1 USD = 111.62円 

  ： 1 NPL = 0.987円 

 業務実施期間 ： JDS事業第二フェーズ本体事業4期分の流れ（2019年から2022年）に

示すとおり 

 その他 ： 積算は日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。 

(5) ネパール側負担事業の概要 

第一フェーズに引き続き、JDS事業運営委員会は、ネパール側委員（MOF、MOFAGA）及

び日本側委員（在ネパール日本国大使館、JICAネパール事務所）から構成される。なお、JDS

事業運営ガイドラインに基づく運営委員会の機能･役割は以下の通りである。 

 協力準備調査における本事業計画策定協議への参加 

 留学生最終候補者の決定 

 帰国留学生の有効活用の促進及びフォローアップ 

 その他本事業の運営管理に関する検討 
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JDS事業の流れにおけるネパール政府の役割は、応募書類の配布促進等を通じた応募勧奨

への協力、及び各省庁へのJDS事業協力への働きかけ、留学生の休暇の承認、エージェントを

通じた留学生の定期的なモニタリング、及びJICAへの報告である。また、エージェントから

提出される定期報告書を通じて、JDS事業の進捗や懸案事項についての確認や必要に応じた

対応、さらには、留学生の修士論文作成上で必要なデータの提供等もある。 

また、留学生の帰国にあたっては、MOFAGAには留学前と同じ職務もしくは行政府等の中枢

で活躍できるような職務が与えられるよう関係省庁へ働きかけ、事業効果が発現するような対応

が求められる。既述の通り、本調査では、ネパール政府においては組織間の異動が頻繁に行われ

るため、実際には同じ職務への復帰は難しい事が分かったが、MOFAGAはJDS事業の目的をよく

理解しており、留学生の効果的な配置や留学成果の共有についての積極的な言及もあった。 

本事業の目的は、ネパールの開発課題解決に貢献する若手人材の育成、及び、我が国とネ

パール政府との人的ネットワークの構築である。ネパール政府には、本事業で育成された行

政官の有効な配置による活用、留学生が留学で得た知識の活用、及び、共有の機会の提供、

留学生を通じた人的ネットワークの活用促進等も期待されるところである。 

(6) JDS事業の本体スケジュール 

本調査終了後に実施されるJDS事業第二フェーズ本体事業の4期分（2019年から2022年：博

士課程留学生の最終バッチ終了時期は、2027年）の流れは、以下の図-4の通りである 

 

図-4 JDS事業第二フェーズ本体事業4期分の流れ（2019年から2022年） 

 
本体事業については、今後4年間に渡り毎年、ネパール政府と日本政府の間でE/N（交換公

文）及びG/A（贈与契約）が締結される。JICAは協力準備調査を委託したコンサルタントを

実施代理機関（エージェント）としてネパール政府に対し推薦する。コンサルタントはネパ

ール政府との間にJDS事業のエージェントとしての契約を締結し、ネパール政府に代わり事

業の実施を担うこととなる。なお、エージェント側による主なJDS事業の実施事項は、1.募集・

選考・出願支援業務、2.来日に係る支援業務、3.来日中の支援業務、4.帰国留学生のフォロー

アップ活動である。 

2025 2026 20272019 2020 2021 2022 2023 2024

募集・選考

第1バッチ

エージェント契約 留学生来日 留学生帰国（修士） 留学生帰国（博士）

第2バッチ

エージェント契約 留学生来日 留学生帰国（修士） 留学生帰国（博士）

第3バッチ

エージェント契約 留学生来日 留学生帰国（修士） 留学生帰国（博士）

第4バッチ

エージェント契約 留学生来日 留学生帰国（修士） 留学生帰国（博士）

協
力
準
備
調
査

募集・選考

募集・選考

募集・選考

募集・選考
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本体事業の年間スケジュールとそれぞれの活動の留意点を、以下に示す。 

表-25 JDS事業の工程概要 

流れ 作業 時期 
1. 募集・選考・出願  募集要項の作成と配布 8 月～12 月 

 募集説明会と応募勧奨 
 応募希望者への技術指導・質問への対応 
 書類選考の実施 11 月～3 月 
 試験・面談の実施 

2. 来日前後  来日前ロジ支援 4 月～8 月 
 来日オリエンテーションの実施 7 月～8 月 
 入居支援 9 月～10 月 

3. 来日中  留学生への支援 来日中 
 大学への支援 

4. 帰国留学生のフォローアップ  帰国報告会の実施・ネットワーク構築 帰国後 

 
1) 募集・選考・出願 

 応募要項の作成と配布 

募集に係る要項、広報資料作成では、西暦及びネパールの公式暦であるビクラム歴を

併記する。募集要項の配布では、ポスター、リーフレット、省庁、及び、日本開発サー

ビスのウェブサイト、ウェブ広告、SMSやEフライヤー、行政官同士のSNSグループ、新

聞広告等、複数のメディアを利用する。 

 募集説明会と応募勧奨 

募集説明会の開催に関し、現地聞き取り調査では、地方での募集説明会に関して、国

家の平等性という意味合いからも、ぜひとも7州で開催して欲しいという依頼が多くの

政府職員からあった。また、MOFAGAからは、地方でのセミナー開催について、MOFAGA

が開催の準備を取り仕切る用意があるとの申し出もあった。 

一方、JICAネパール事務所からは、現時点では、連邦制度がまだ導入中の段階である

ことや、第一フェーズでは、ネパール中部のポカラ市で募集説明会を実施したが、参加

数が少なく、英語の能力も不十分であったと言った状況が共有された。また、カトマン

ズにおける募集説明会の開催だけで、全体の応募者数が伸びていることなどからも、現

時点では、地方での説明会開催は、不要であるとの意見もあった。よって、地方におけ

る募集説明会については、現時点では連邦制度の進捗状況をモニタリングしつつ、将来

的なタイミングを計ることが適切であろうと思われる。 

応募勧奨に関しては、JDS新方式では、サブプログラム毎に各開発課題に最も関連が

深い行政機関の人材を集中的に育成するために、それらの機関をターゲットとして対象

を定めることが提案されているが、ネパールにおいてはJDS事業の対象となるGazetted 

Officerが省庁間を数年で異動するため、第二フェーズでも第一フェーズ同様に対象機関

を定めず、全省庁を対象とすることが適切であるという意見がほとんどであった。 

第2章で述べたキャリアパス調査の目的は、上級行政官が今までに勤務してきた省庁
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を特定し、そこに集中的に応募勧奨をかけるというアイディアを検証するものであった

が、調査結果からは、特定の昇進ルートは特定できなかった。一方、JDS事業第一フェ

ーズ第4バッチにおける組織ごとの応募総数のトップ5は、連邦総務省（26名）、内務省

（19名）、首相府（9名）、Commission for the Investigation of Abuse of Authority（7名）とい

う統計28があることから、第二フェーズの実施でも、効率的・効果的な公募の戦略を取

り、多くの応募者を募ることが重要である。また、以下に示した「表-26 第一フェーズ

応募者数の推移」からも、応募者総数については毎年増加していること分かる。 

第一フェーズでは、JICAプロジェクトとの連携を通じて、専門家やJOCVの配属先の同

僚、上司、研修担当者への情報提供も行われている。JAAN、JUAAN、NJAA等の協力を図

り、オールジャパンでの取り組みを行うことも大切である。また、第二フェーズでは、第

一バッチのJDS帰国留学生を活用した応募勧奨も可能となるため、帰国留学生の有効活用

を図ることを想定している。さらに、エージェントが現地事務所に配置する、カントリー

プログラムマネージャー及びカントリープログラムアシスタントと各省の研修（奨学金）

担当者との連携を密にして、潜在応募者層への効果的な応募勧奨を実施したい。 

表-26 第一フェーズ応募者数の推移 

（人） 
年度 2015 2016 2017 2018 
男性 63 89 101 108 
女性 13 21 19 17 

合計 76 110 120 125 
出所： JICE 資料 

 
募集説明会の日時の設定は、政府機関の開庁日や時間等に注意を払うことも重要であ

る。特に9月下旬から11月中旬の、ネパール最大の祭りダサインやティハールの開催が続

く期間には日程に留意する。募集や募集説明会の伝達にあたり、時間に余裕を持って応

募・参加できるように、情報の伝達をタイムリーに行うことにも留意が必要である。 

募集説明会における提案としては、本調査では、ある潜在応募者から家族の世話の同

意を得られず第一フェーズでの応募を断念したとの声が聞かれたことを踏まえ、性別を

問わず家族からの理解や支援が得られないことが応募の障害とならないよう、募集説明

会では、JDS事業の帰国留学生とその家族からも経験談の共有を依頼し、家族による留

学の同意やサポートを得られる一助としたい。さらに、留学後の日本での生活を含めた

質問、不安に対するコンサルテーションを、帰国留学生に依頼することを想定している。

ネパール人同士による不安解消を促進することにより、応募勧奨につなげる。 

専門面接と同時期には、専門面接の為にネパールに渡航する大学教員が、省庁の人材

育成担当官を集めて対象機関協議を実施するが、今後、応募を検討している行政官がオ

ブザーバー参加できるようにし、応募勧奨につなげることを検討する。 

                                                        
28 JICE 資料より 
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 応募希望者への技術指導・質問への対応 

帰国留学生を対象とした事前調査によると、応募書類作成前の段階で日本の大学で求

められている研究計画書作成の指導が欲しいとの要望が多かった。研究計画書の基本的

な要点は、これまで通り実施代理機関が募集説明会等で説明をするが、日本の大学の修

士課程について精通しているネパールの大学教授や研究者による研究計画書作成に関

する技術的な講義を実施することを検討している。また帰国留学生、現役留学生による

研究計画案へのアドバイスを行うことも考えられる。 

加えて、希望者を対象に、専門面接、総合面接に向けた模擬面接をエージェントが実

施することも想定している。 

 書類選考の実施 

応募受付の締め切り後には、エージェントが書類に不備がないかを確認した上で、大

学に提出する。各大学の選考を経て、合格者に専門面接の通知を実施する。 

 試験・面接の実施 

総合面接で使用する各国共通の評価票については、ネパールの公務員制度、人材育成

ニーズに合った評価項目、及び配点になっているかを、運営委員会で再検討し、必要に

応じて変更を加える。 

2) 来日前後 

 来日オリエンテーション及び来日後研修の実施 

本調査における帰国留学生へのヒアリングからは、来日前オリエンテーションでのサ

バイバル日本語研修が必要であることが確認されたことから、日本開発サービスがエー

ジェントを務める他国同様に、来日後のみならず来日前に日本語研修を導入することを

検討している。 

また、自然災害が多い日本での予防対策として、来日後のオリエンテーションでは、

防災センターを訪問し、災害発生時の対応や身の守り方等を体験し、留学生自身での身

の守り方を紹介し、災害に備えた自己管理だけでなく、日本の防災対策技術や意識等、

日本に関する知見拡大の機会となることも狙う。留学生が日本滞在中に、ネパールと日

本の生活習慣の違いから騒音やごみなどの問題を意図せずとも起こすことがないよう、

日本での生活習慣についての講習を実施する。また、様々なハラスメントの加害者、及

び、被害者とならないよう、ハラスメントに関する啓発を実施する。 

 入居支援 

留学生の在学中の支援のための監理員を、大学のある地域ごとに配置する。エージェ

ントで取り纏めた大学寮や宿舎の情報を留学生に提供するとともに、監理員を通じ物件

探しや契約等の支援を行う。留学生が孤立しないよう、他のネパール留学生と同じ地域、

同じアパート等へ入居できるよう配慮し支援を実施する。 



 

– 40 – 

3) 来日中 

 留学生への支援 

エージェントによる四半期ごとのモニタリングでは、学業面の確認をはじめ、留学生

が学業に集中できる環境にあるかを精神面・生活面から確認することとし、必要に応じ

て監理員による追加の支援やエージェントによる指導を迅速に実施できる仕組みを整

える。突発対応に際しては、監理員が留学生の直接の窓口となり、緊急事態へも迅速に

対応する。 

 大学への支援 

大学への支払い代行等について、複数のJICA留学生事業及び研修員の受入をしている

大学から、エージェントごとに必要な書類の提出情報や書類のフォーマットが違うため

煩雑である等のコメントがあった。エージェント同士での意見交換を提案し、業務軽量

化（面接・書類審査・入学の際の書類、特プロ実施関連書類等の提出書類の使用フォー

ムの統一等）に関して連携するように働きかける。 

 JDS事業の付加価値化 

他国の留学生事業との比較優位性を確保し、より魅力的な留学事業とすることで、将

来指導者層となることが期待される優秀な若手行政官をJDS事業に勧奨し、両国の相互

理解及び友好親善関係が構築されることを目指すためには、大学での研究に加え、知的

ネットワーク強化のためにJICAが実施する国別・課題別研修への参加促進、在日ネパー

ル人ビジネスコミュニティとの交流支援などの付加価値化支援が考えられる。また、「地

域振興」「観光開発」「環境・廃棄物処理」等の先方政府からのヒアリングで言及された課題

について、短期研修を提供し、日本の事例を学ぶ機会提供なども効果的である。さらに、

リーダーシップ研修を実施し、ネパールをけん引するリーダーとしてのあるべき姿につ

いて考える機会の提供や、インターンシップや日本側関係省庁との意見交換会に参加

し、日本とネパールの組織比較、意思決定の仕組みと権限、人材育成制度等についての

意見交換を通して、日本の行政組織、行政官の人材育成について学ぶとともに、日本の

行政官との関係構築も支援すること等、JDS事業の高付加価値化を意識することが重要

である。 

4) 帰国後のフォローアップ 

 研究成果の共有 

各バッチの留学生の帰国時期は、次期バッチの留学応募者の専門面接開催時期と重な

ることから、帰国留学生の帰国報告会の開催のタイミングを大学教員が専門面接でネパ

ールに渡航する時期と合わせて、帰国報告会にも参加できるように調整する。それによ

り、留学生の研究成果の共有の機会提供、受入大学の国際競争力の強化、国際的な知的

ネットワークの強化にも貢献できると思料される。また、帰国留学生の知識や経験の共
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有を図るためは、留学生の修士論文やその他研究内容を政府機関が発行しているジャー

ナルに寄稿することを奨励する。加えて、研究成果と共有と共にJDS事業の広報につな

がるよう、各配属省庁や関係省庁での個別の報告会を奨励する。 

 同窓会支援 

上記帰国報告会の実施に合わせ、JDS帰国同窓会が組織されるようであれば、その総

会や同窓会による帰国留学生歓迎会の開催を検討し、帰国留学生同士のネットワーク構

築の機会とする。ネパールにある日本からの帰国研修生・留学生の組織としては既述の

以下の組織がある。 

表-27 日本からの帰国研修生・留学生組織 

名称 日本語名 
JUAAN: 

Japanese Universities Alumni Association, Nepal 
日本留学同窓会 
ネパール 

JAAN: 
JICA Alumni Association of Nepal 

ネパール JICA 
帰国研修同窓会 

NJAA: 
Nepal JSPS - Japan Society for the Promotion of Science – Alumni Association 

日本学術振興会 
ネパール同窓会 

NAAS: 
Nepal AOTS (Association for Overseas Technical Cooperation  
and Sustainable Partnerships) Alumni Society 

ネパール AOTS 
同窓会 

 
帰国報告会にはこれらの同窓会の役員を招待し、帰国留学生がこれら同窓会への加入

の機会とする。在ネパール日本大使館はJUAANに対して様々な事業を案内しており、強

い繋がりがある。JICAでは、JAANの活動に予算措置を取ることが可能であり、継続的

にJAANの活動を支援している。在ネパール日本人会商工部会についても、何らかの行

事を開催する際には、これらの団体に案内しているとのことであった。また商工部会が

開催する会員向けの勉強会についても、これらの団体から講師を招くことが多いとのこ

とである。JDS帰国留学生が、これらの組織にまずは所属することにより、JDS事業の目

的である、ネパールと日本のパートナーシップ強化につなげることが可能となる。 
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第4章 JDS事業の妥当性及び効果の検証 

(1) ネパールの開発課題とJDS事業との整合性 

2019年3月現在に採択されている第14次3ヶ年国家開発計画（2016/1017～2019/2020）では、

課題に取り組むための優先的な戦略を以下のように掲げており、ネパールJDS第二フェーズ

のサブプログラムとの関係性は以下の図のように整理できる。JDS事業はネパールの開発課

題に対する戦略と高い整合性を示していると言える。 

 

図-5 第14次3ヶ年国家開発計画の戦略とJDS事業サブプログラムの関連性 
 

(2) JDS事業の重点分野と我が国の国別開発協力方針との整合性 

我が国の対ネパール国別開発協力方針では、「後発開発途上国からの脱却を目指した持続

的かつ均衡のとれた経済成長への支援」を基本方針（大目標）とし、その下の重点分野（中

目標）として、「1.ハード及びソフト両面にわたる震災復興及び災害に強い国づくり」「2.経済

成長や国民生活の改善に直結する社会・経済基盤整備」、「3.貧困削減及び生活の質の向上」、

「4.ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり」が挙げられている。 

我が国の対ネパール国別開発協力方針との関係性は、以下の図に示される通りである。ネパー

ルJDS事業の二つのサブプログラムは、重点分野の中で「経済成長や国民生活の改善に直結する

社会・経済基盤整備」と「ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり」における実施プロジ

ェクトとして位置づけられており、我が国の国別開発協力方針は高い整合性を保持している。 

 

図-6 対ネパール国別開発協力方針の重点分野とJDS事業サブプログラムの関連性 

1) 経済成長や国民生活の改善に直結する社会・経済基盤整備 2) ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり 

＜JDS 事業のサブプログラム＞ 

アウトプットの 
拡大 

（農業の転換、 
観光の拡大、 

産業と中小企業 
振興等） 

インフラ開発 
（エネルギー、道路と
空路輸送、情報と 

コミュニケーション、 
都市部と農村部の 
国家の横断的な 
結びつきの強化） 

良い統治 
（経済・社会・ガバナ
ンスの改革、効率的で
信頼のある公共財政、
透明性があり人々にや
さしい公共サービス、 
人権の保護と促進等） 

社会開発 
（社会開発・社会 
保障・社会保護に 
着手した人的開発 

における 
高・持続的改善） 

横断的な 
セクターの促進 
（ジェンダーの 
平等、包摂、環境 
保護、科学・技術・
組織能力の活用） 

＜第 14 次国家開発計画の戦略＞ 

サブプログラム 1： 
経済成長や国民生活の改善に直結する社会・経済基盤整備 

サブプログラム 2： 
ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり 

＜JDS 事業のサブプログラム＞ 

重点分野 1： 
ハード及びソフト両面に
わたる震災復興及び 
災害に強い国づくり 

重点分野 2： 
経済成長や国民生活の 
改善に直結する社会・ 

経済基盤整備 

重点分野 3： 
貧困削減及び 
生活の質の向上 

重点分野 4： 
ガバナンス強化及び 

民主主義の基盤 
制度づくり 

＜対ネパール国別開発協力方針＞ 
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(3) 他ドナー奨学金制度との比較優位性 

JDS事業は、不定期な支援ではなく、4期分をまとめたプログラムとして受入人数を固定し、

行政官だけを対象としていることが、まずは、他ドナーとの比較優位性を高めていることと

して挙げられる。 

受入大学に関しては、本調査の聞き取りでは日本の大学の世界ランキングについてコメント

もあったが、他の省庁の職員及び帰国留学生からは、大学独自の多様性、留学生の受入れ態勢、

特別プログラム等によってランキングに関わりなく大学の評価が高いことが確認された。 

また、渡航の条件として、韓国のように家族同伴での留学が許可されていない国もあるな

か、家族同伴が可能であることは、比較優位として挙げられる。 

さらに、事業をスムーズに行うために、代理機関が候補者の募集・選考と日本への送り出

し、モニタリング、留学生へのサポート等のきめの細かい支援を行っていることも比較優位

となっている。 

一方、生活費では、他国の奨学金の方が良いと言ったコメントもあったが、今後、付加価

値プログラムや帰国後の支援を丁寧に実施することができれば、JDS事業の比較優位性はさ

らに上昇するであろう。 

表-28 奨学金制度比較表 

国名 日本 オーストラリア 韓国 
事業名 JDS  

(The Project for Human Resource 
Development Scholarship) 

Australian Awards 
Scholarships 

KOICA Scholarship 
Program 

ネパールへの一定数の
奨学金枠の割り当て 〇 × × 

行政官に限定 〇 × 〇 
大学のランキング △ 〇 〇 
代理機関による各種の
サポート ◎ 〇 

（派遣前に限定） × 

家族の帯同 〇 〇 × 
付加価値プログラム （今後、実施されれば〇） × × 
帰国後のサポート （今後、実施されれば〇） △ 〇 

出所： 現地調査の結果から日本開発サービスが作成 

 
(4) JDS事業で期待される効果の検証 

JDS事業では、プロジェクト成果は、以下のように期待されている。 

･ 若手行政官が我が国において学位（修士・博士）を取得し、各対象分野の課題解決に資

する専門知識等を習得する。 

･ これら若手行政官等が帰国後、課題解決のための計画策定、政策立案に貢献し、所属組

織などにおいてリーダーシップを発揮することで当該組織が機能強化される。 

･ 留学生受入による、二国間の相互理解及び友好親善関係の構築、受入大学の国際競争力

の強化、国際的な知的ネットワークが強化される。 
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人材育成事業であることから、その効果は長期的に発現されると考えられるため、「政策立

案に関する関係行政機関の能力が、本事業を通じた人材育成により向上する」をプロジェク

トの上位目標、短期的な目標として「ネパールの政府の中枢において活躍し得る若手行政官

等が本邦大学院において学位（修士・博士）を取得することを支援することにより、ネパー

ルの開発課題解決のための人材の育成及び我が国とネパール政府との人的ネットワークが構

築される」がプロジェクト目標として掲げられている。 

(5) 第一フェーズの成果と課題 

第一フェーズでは、2019 年 3 月の時点までに 60 名（20 名×3 年）の JDS 留学生が日本に

派遣され、第一バッチの 20 名全員が学位を取得し、帰国していることが、定量的な成果とし

て挙げられる。 

また、定性的な成果を把握するために、本調査では、第一バッチの帰国留学生に対して、

帰国後の配置状況、留学によって得た知識の配属先の裨益度、若しくは活用度、留学で構築

したネットワークの活用度、日本との関わり等に関する質問を行った。 

帰国後の配置状況に関しては、留学生は、帰国 3 ヶ月前に MOFAGA に自分の研究テーマを

送り、より適した配属先への配置が検討されることになっているが、現在、ネパールでは連邦

制度に移行中であり、公務員制度の大幅な改変による不安定な状態にあるため、第一バッチの

留学生については、帰国後の配置に関するコンサルテーションは行われなかったことが確認さ

れた。帰国留学生からは、コンサルテーションがあれば良かったという意見が聞かれた。 

研究テーマと帰国後の配置との関係性では、インド・中国とネパールの関係について研究

を行った帰国留学生がインド関連部署に配置され、学びを十分に活かして業務を実施してい

るとの証言を得た。また、国家計画委員会に配属された帰国留学生からは、留学で学んだこ

とを活かし、政策ペーパーを自ら作成・提出し、上司も自分のパフォーマンスに満足してい

ると言ったコメントが共有された。一方、自分が日本で学んだことや、経験をどのように活

かしたらよいか、試行錯誤中であると言った意見や、自分は国際関係学を専攻したが、公共

経営・政策分析プログラムの方が自分には適切だったと思うという意見も聞かれた。また、

留学で得た知識だけに限らず、上司から留学によって自分のリーダーシップが高まったと評

価されたというコメントも共有され、留学で得た知識以外にも留学が組織に貢献しているこ

とも確認された。 

留学で構築したネットワークの活用に関しては、第一バッチの帰国留学生が、まだ、帰国

したばかりであったため、具体的な事例の抽出は難しかったが、留学中に国際会議に出席し

たり、他国の事例に触れたりしたことは有意義であったとの意見が共有された。大学の先生

や、他国の同級生等との国際的なネットワークは維持しているという意見も多かった。 

さらに、業務における日本との関わりは、担当業務の内容次第であるが、日本との関わり

に関しては、今後、帰国留学生が既存の同窓会組織に加入したり、新たな JDS 同窓会が形成

されたりすることにより、公的・私的レベルで、日本大使館、JICA、在ネパール日本人会商

工部会等との結びつきや、日本の大学等との関係（国際的な知的ネットワーク）が強化され

ることが期待される。 
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第一フェーズの課題としては、対象となるネパールの官報公示職の行政官が省庁間で頻繁

に異動するにも関わらず、当初はコンポーネント毎に対象機関を絞って応募を受け付けてお

り、「産業振興」「国際関係の構築」のコンポーネントについては応募要件を満たす潜在応募

者が少なく、他のコンポーネントと比較して応募者が少ないという課題に直面した。しかし、

対象となる行政官のキャリアパスを反映し、後に対象機関を絞らず全省庁を対象とすること

で、当該の課題を克服したことが確認された。また、応募者数についても、メディアによる

広報、関係者による情報の伝達や、地方でのセミナーの実施等、異なる方法による積極的な

普及活動をもって、応募者数を増加させることに成功している。これらの課題は解決された

ものの、第一バッチ帰国留学生については、適所への配属を可能とする仕組みが機能しなか

った点は、今後の改善すべき課題と言えよう。留学生が帰国後に、課題解決のための計画策

定、政策立案に貢献し、所属組織などにおいてリーダーシップを発揮し、配属先がその結果、

機能強化されるためには、帰国留学生の適所への配属は重要であり、今後、帰国する留学生

については適所への配属を可能とする仕組みを構築できるよう、働きかける必要がある。 

本調査は第一バッチが帰国後間もないため、日本とネパールの間の相互理解及び友好親善

関係の構築や国際的な知的ネットワークの強化に、本事業が成果を発揮したかを判断するこ

とは困難である。これらは、帰国後のフォローアップにより成果が左右されるため、既存の

同窓会への帰国留学生の参加奨励や、それら同窓会を通じた継続的な交流の促進等、帰国後

のフォローアップ活動の拡充も課題と言えよう。 

(6) プロジェクト評価指標関連データ 

上述の期待される成果の達成度を多面的に評価するために、ネパールJDS事業第二フェーズを

評価する評価指標案を策定した。指標の性質により調査時期は、来日時、帰国時、帰国1年半後、

事業修了時とした。第二次現地調査時の運営委員会においてプロジェクト指標と調査方法につい

て説明を行い、指標については更に期間等を加える必要性が指摘されたものの、概ね了承を得た。 

表-29 評価指標データと調査方法（案） 

期待される効果 指標 入手手段 入手元 入手時期 
若手行政官等が我が国
において学位（修士・博
士）を取得する 

JDS 事業留学生中の学位取得者数 学位証 
写し 

帰国留学生 帰国時 

留学生が専門分野の課
題解決に資する専門知
識を習得する 

留学により課題解決に資する専門知識を
習得の有無 

質問票 帰国留学生 来日時 
及び 
帰国後 1 年半 日本で得た専門知識の帰国後の活用例 

留学生が帰国後、課題解
決のための計画策定・政
策立案に貢献する 

留学生の分析能力・政策立案能力・事業運
営管理能力の向上 

帰国留学生 
上司 

課題解決のための計画策定・政策立案の
具体例 

所属組織等において留学
生がリーダーシップを発
揮したことにより、当該
組織が機能強化される 

帰国後、配属先におけるリーダーシップ発
揮の機会の有無と具体例 
留学生の日本で得た知見と経験による配
属先の機能強化への貢献の有無と具体例 

二国間の相互理解及び
友好親善関係の構築 

（帰国後に・半年以内に等）日本に関するイベ
ントへの参加の有無と具体例 

帰国留学生 

日本関連組織、若しくは日本人との定期
的な連絡の有無。又は 1 か月以内の連絡
の有無と具体例 
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期待される効果 指標 入手手段 入手元 入手時期 
国際的な知的ネットワ
ークの強化 

JDS 留学生受け入れによる、国際的な研究
者のネットワーク強化の有無と具体例
（大学：帰国留学生を通じてネパールを
フィールドとした研究が継続されている
等、帰国留学生：学会・大学ベースの同窓
会への参加、国際的学会誌への寄稿、国際
会議での発表等） 

帰国留学生 
受入大学 

2026年9月 
（第4バッチ 
修了時） 

 
(7) 課題・提言 

1) 課題 

本調査を通じて、第一フェーズではターゲット人材のキャリアパスに対応するため

に、対象を全省庁に拡大したり、応募者数の増加のために、メディアによる広報だけに

限らず、関係者による情報の伝達や地方でのセミナーの実施等、異なる方法による積極

的な普及活動を導入したり、様々な試行錯誤を行い、課題を乗り越えてきたことを確認

した。第二フェーズでも、事業の実施面において、何かしら課題が発生した場合には、

積極的な対応を継続したい意向であるが、期待される成果に挙げられている二国間の相

互理解及び友好親善関係の構築に関しては、今後、付加価値化プログラム、及び、帰国

後のフォローアップの拡充が必要であると思われる。本調査中に実施した第一バッチの

帰国留学生からの聞き取りから得た印象では、留学生活の中心は大学生活であり、多く

の留学生が得られた人間関係は、大学内でのものに限定されているようであった。また、

ある留学生からは、休暇は何もすることがないのでネパールに帰国していたということ

も共有された。一方、JUAANのメンバーや、世界銀行やアジア開発銀行の奨学金で日本

に留学したネパール人帰国留学生からは、日本を知るには、ホストファミリーとの関係

が重要であることが強調された。また、世界銀行の奨学金で日本に留学し、税金につい

て勉強したある上級行政官からは、税務署での視察が役に立ったとのコメントがあっ

た。今後、二国間の相互理解及び友好親善関係を構築するためには、留学中にキャンパ

スの生活だけでなく、日本にもっと親しんでもらう機会を増やすことが必要であろう。

そうでないと、真の日本ファンは育成されないのではないかという懸念が感じられた。

加えて、その関係の継続のためには、既存の同窓会への帰国留学生の参加奨励や同窓会

を通じた継続的な交流の促進等、帰国後のフォローアップ活動の拡充も課題である。 

本調査において、オーストラリア、及び韓国のプログラムと比較すると、我が国のJDS

事業には優位点が多いことが確認できたが、その優位性をさらに高めるためにも、付加

価値化プログラム、及び、帰国後の支援強化が必要であると思われる。 

もう一つの課題としては、ネパールの連邦制度の導入が挙げられる。ネパールでは、

2015年の新憲法に基づく連邦制国家の建設に向けて、すでに、歩み始めており、多くの

課題は存在しているが、州政府制度が新たに導入され、地方政府の再編が行われている。

本調査の聞き取りにおいても、行政官育成のテーマの中には、地方行政に関する高いニ

ーズがあり、2つのサブプログラムで謳われている「経済成長や国民生活の改善に直結

する社会・経済基盤整備」及び「ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり」は、

地方政府の課題でもあることは疑う余地もない。第一フェーズの経験では、地方におけ



 

– 47 – 

る人材確保が困難なことを挙げているが、州政府、地方自治体での人材育成が今後、急

務となることは確実であろう。 

現時点では公務員制度の移行期にあるため、JDS事業も連邦政府を対象とすることに

なるが、今後も引き続き、連邦制度への移行についてモニタリングを行うことが重要だ

と思われる。 

2) 提言 

本調査報告書では、JDS事業に関する既存の報告書及び現地での調査結果を踏まえ、

本体事業の実施における多くの提言をしているが、第一バッチの帰国留学生からの聞き

取りは、JDS事業の目的、期待する成果を達成するための提言を引き出すために有益で

あった。今後は、これらの帰国留学生と連携し、JDS事業実施の異なる工程において、

応募の段階では帰国留学生からの協力を求めると共に、来日前後及び来日中の支援を見

直すなど、JDS事業の本体がさらに充実した内容になるように工夫を続けるようにする

ことが、本事業の目的につながると思われる。 

また、JDS事業には、大学からの特別プログラムが付帯されており、それが本事業の付

加価値となっているが、その内容は大学によって異なるため、平等性という意味合いにお

いても、エージェントによる付加価値プログラムの実施は必要性が高いと思われる。 

さらに、今後、帰国留学生がどのように二国間の相互理解及び友好親善関係の構築に関

わるかについては、帰国留学生の同窓会結成のみにならず、近年拡大をたどっているネパ

ールの日系企業及び日系NGO等との関係の構築という視点からも促進していきたい。 

(8) 結論 

本調査ではJDS事業の目的及び特徴を念頭に置き、ネパールの経済・社会・政治的な状況の確

認と行政制度の見直しをしつつ、国家開発計画や我が国の開発協力指針との整合性に基づいた

JDS事業のサブプログラム、及びそれに沿った6コンポーネントについて先方政府から合意を得

た。さらにはコンポーネント毎に基本計画を策定し、本体事業の実施体制案についても示した。 

本調査を通じて、ネパールJDS事業はネパール政府の国家開発計画、及び我が国の開発協

力方針との整合性が高く、国家の開発課題解決のための人材の育成に向けた本案件の実施の

意義が極めて高いことを再認識できたことは意味が大きい。しかし、人材育成という事業の

性質上、成果の発現を把握できるようになるためには、ある程度の時間が必要である。帰国

後の人材の適切な配置やフォローアップ支援を通じ、留学の成果が効率的に発現されるよう

支援することで、成果が徐々に発揮され、事業の評価も高まることになるであろう。まずは、

本体事業における報告書においては、数量的な報告だけに限らず、好事例や教訓を抽出し、

得られた教訓をもとに、年ごとに事業の改善を図っていきたいと考える。 

従来ネパールは親日国である。今後、ネパールでのJDS事業をさらに、魅力的、かつ効果的

な事業として実施することで、JDSモデルを形成することができれば、両国にとってさらに

喜ばしいことである。 

以上 
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添付1 調査団員・氏名（第一次、第二次調査） 

(1) 第一次現地調査（JICA官団員調査団） 

氏名 担当 所属･役職 
林 宏之 総括 団長 JICA 資金協力業務部 

次長 
松原 真穂 協力計画 JICA 資金協力業務部 

実施監理第二課 職員 
石田 美奈子 業務主任／人材育成計画 株式会社日本開発サービス 

調査部 研究員 
小椋 知子 留学計画 株式会社日本開発サービス 

調査部 主任研究員 
羽田 由紀子 受入計画 株式会社日本開発サービス 

調査部 主任研究員 

 
(2) 第二次現地調査 

氏名 担当 所属･役職 
石田 美奈子 業務主任／人材育成計画 株式会社日本開発サービス 

調査部 研究員 
小椋 知子 留学計画 株式会社日本開発サービス 

調査部 主任研究員 
羽田 由紀子 受入計画 株式会社日本開発サービス 

調査部 主任研究員 
林 真帆 業務調整 株式会社日本開発サービス 

調査部 研究員 
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添付2 協力準備調査フロー図 

 

現地調査 国内作業 受入大学
2018年

8月

9月

10月

11月

12月

2019年
1月
2月

3月

4月

5月

6月

7月

2020年

12月【受入計画合意】

（OC／JICA調査団）

･ 概要／実施体制の合意

･ 対象開発課題の合意

･ 募集対象機関・対象層の選定／合意

･ 受入大学案の協議／選定
･ 募集選考方法等にかかる確認等

現地日本側OCメンバーによる

受入提案書の評価・検討

2020年9月～

入学

3～8月（JICA／大使館／外務省）

･ 対象分野課題（サププログラム／コンポーネント）表の作成

･ 先方政府へのJDS事業概要説明

7月
･ 交換公文【E/N】
･ 贈与締結【G/A】
･ エージェント契約

9月～10月
留学生受入提案書（調査票）
作成、提出

4月 選定結果通知受領、受入準備

8月～11月
第1バッチ 留学生募集

11月
数学・英語テスト

12月～2020年1月
第1バッチ 書類選考

2月
第1バッチ 現地専門面接

3月
第1バッチ 総合面接

留学生の承認

12月～

コンサルタントによるニーズ調査、

成果確認調査

3月末～４月初旬

先方政府への基本計画案説明

以降、調査後の流れ

7月 来日前オリエンテーション

4月 大学に選定結果通知（JICA）

2月 概略設計の作成

2月 外務省へ資料提出

9月 大学への要望調査（JICA）

6月下旬

日本政府による平成31年度JDS事
業の実施決定【閣議】

6月下旬 準備調査報告書完成

11月 大学検討（JICA）
- 受入提案書の評価

- 受入大学案の検討

2020年8月 留学生来日

来日後ブリーフィング・

オリエンテーション

11月末～

コンサルタント業務実施契約

- 大学に対する調査

- 現地調査準備

- 付加価値化プログラム調査

2月 重点分野基本計画案作成
（受入大学との協議調整）

5月 準備調査報告書ドラフト作成
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添付3 面会者リスト 

(1) 第一次現地調査 

1) ミニッツ協議関連 

日時 面会者 
2018年 
12月3日（月） 

JICAネパール事務所 
- 三木俊伸 企画調査員 
在ネパール日本国大使館 
- 吉岡雄三 参事官 
- 三道義己 二等書記官 

12月10日（月） Ministry of Finance (MOF)  
- Mr. Shreekrishna Nepal, Joint Secretary, International Economic Cooperation 

Coordination Division (IECCD) 
- Dr. Narayan Dhakal, Under Secretary 
- Mr. Krishna Chandra Kafley, Section Officer 

12月11日（火） Ministry of Federal Affairs and General Administration (MOFAGA) 
- Mr.Bhupal Baral, Joint Secretary 
- Mr. Kiran Tapa, Section Officer 

12月13日（木） Ministry of Finance（ミニッツ署名） 
- Mr. Shreekrishna Nepal, Joint Secretary (IECCD) 
- Mr. Krishna Chandra Kafley, Section Officer  

 

2) 主要対象機関等への訪問 

日時 面会者 
2018 年 
12 月 2 日（日） 

Ministry of Federal Affaires and General Affairs 
- Mr. Bandhu Bastola, Under Secretary, Human Resource Planning and Development Section 

12 月 3 日（月） Ministry of Finance  
- Mr. Suman Dahal, Joint Secretary, Personnel Administration Division 
- Mr. Ram Ram Bhandari, Under Secretary, Administration Division  

12 月 4 日（火） Ministry of Physical Infrastructure and Transportation 
- Mr. Pashpati Babu Puri, Under Secretary 
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs 
- Mr. Binod Kumar Bhattarai, Under Secretary  
- Ms. Rampyari Sunuwar, Under Secretary  
- Mr. Babu Ram Pandit, Section Officer, Administration Division 

12 月 5 日（水） Ministry of Water Supply  
- Mr. Dol Raj Upadhyaya, Under Secretary 
Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation  
- Mr. Pramod Nepal, Under Secretary 

12 月 6 日（金） Ministry of Foreign Affairs 
- Mr. Mani Prasad Bhattarai, Joint Secretary 
Ministry of Urban Development  
- Mr. Krishna Prasad Dawadi, Joint Secretary 
- Mr. Prakina Tuladhar（GRIPS帰国留学生） 
Public Service Commission 
- Mr. Khagendra Subedi, Joint Secretary 

12 月 9 日（日） Ministry of Commerce, Industry and Supplies 
- Mr. Durga Prasad Bhusal, Under Secretary 
Ministry of Foreign Affairs 
- Dr. Damaru B. Paude, Under Secretary 

12 月 11 日（火） Office of the Priminister  
- Mr. Yam Lal Boosal, Joint Secretary  

12 月 12 日（水） Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation  
- Mr. Saar Raj Goutam, Senior Divisional Engineer 
- Mr. Babu Adikari, Senior Divisional Engineer 
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3) その他の機関への訪問 

日時 面会者 
2018年 
12月4日（火） 

Japan Development Cooperation Center (JICE) 
ネパール事務所 
- 笠木久美子、カントリーオフィサー 

12月11日（火） Australian Embassey Nepal 
- Ms. Sunita Gurung, Program Manager  
Australia Awards (Scope Global) 
- Mr. Gaurav Katwal, Country Program Manager 

 

(2) 第二次現地調査 

1) 現地運営委員会とのミニッツ協議関連 

日時 面会者 
2019年 
3月21日（木） 

JICAネパール事務所 
- 朝熊由美子 事務所長 
- 三木俊伸 企画調査員 
在ネパール日本国大使館 
- 吉岡雄三 参事官 
- 三道義己 二等書記官 
Ministry of Finance  
- Dr. Narayan Dhakal, Under Secretary (IECCD) 
- Mr. Krishna Chandra Kafley, Section Officer 
Ministry of Federal Affairs and General Administration 
- Mr. Bhupal Baral, Joint Secretary 
- Mr. Bandhu Bastla, Under Secretary 

3月22日（金） 現地運営委員会（場所：Ministry of Finance） 
- Dr. Narayan Dhakal, Under Secretary (IECCD), MOF 
- Mr. Bandhu Prasad Bastola, Under Secretary, MOFAGA 
- Mr. Yuzo Yoshioka, Counselor, Embassy of Japan (EOJ) 
- Ms. Yumiko Asakuma, Chief Representative, JICA  
- Mr. Krishna Chandra Kafley, Section Officer, MOF 
- Mr. Yoshiki Sando, Second Secretary, EOJ 
- Mr. Siddhartha Shrestha, National Staff, EOJ 
- Mr. Toshinobu Miki, Project Formulation Specialist, JICA 
- Mr. Krishna Prasad Lamsal, Program Manager, JICA 

 

2) その他の機関への訪問 

日時 面会者 
2019 年 
3 月 24 日（日） 

Ministry of Communication and Information Technology 
- Ms. Radhika Aryal Lammichhane, Joint Secretary  
Ministry of Home Affairs 
- Dr. Dijan Bhattarai (Under Secretary) 
Ministry of Labour, Employment and Social Security 
- Mr. Prem Prasad Upadhyay (Section Officer)  

3 月 25 日（月） Investment Board of Nepal  
- Mr. Ratnesh Shashi (Section Officer) 
日本人会商工部会 
- 猪狩哲夫 部会長 
- 高田英明 副部会長 

 
- 今井香織里 事務局 
- 伊賀麻衣子 

 
- 中島 望 

KOICA ネパール事務所  
- Ms. Roshi Mool (Senior Program Officer) 

3 月 26 日（火） JICA ネパール事務所 
- ティミルシナ祐加 JICA/NGO Desk担当職員 
- 三木俊伸 企画調査員 
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添付4 第一次JDS帰国留学生リスト 

No. 論文テーマ 留学前の所属先 帰国後の所属先 職位 

1 Spontaneous Provision of Local Public Goods in Rural Nepal: A Randomized 
Conjoint Experiment 

Office of Prime Minister and council 
of Ministers 

Ministry of Federal Affairs and General 
Administration 

Section 
Officer 

2 Migration and Education in Nepal: Internal or International Migration? Ministry of Federal Affairs and Local 
Development 

Department of Commerce, Supply and Consumer 
Protection 

Section 
Officer 

3 People's Participation in Local Development in Nepal Ministry of Federal Affairs and Local 
Development 

Ministry of Land Management, Cooperatives and 
Poverty Alleviation 

Section 
Officer 

4 An inter-linkage between planning and budgeting to ensure development in 
results: a good reform strategy but much work remains 

Office of Prime Minister and council 
of Ministers Office of the President Under 

Secretary  

5 Comparative Study on Mediation in Nepal and Japan Supreme Court of Nepal Supreme Court of Nepal Under 
Secretary 

6 Access to Justice in Nepal and Small Claims Cases Ministry of Law, Justice  Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Section 
Officer 

7 Reservation Policy in Civil Service of Nepal: Comparing Civil Servants’ 
Perspectives for Achievement of Representative Bureaucracy Ministry of Home Affairs Ministry of Home Affairs (Department of 

Immigration) 
Section 
Officer 

8 Investigating the collaborative governance approach in post-disaster 
reconstruction: A case study of Gorkha district after 4/25 earthquake in Nepal 

Ministry of Federal Affairs and Local 
Development 

Office of the Prime Minister and Council of Ministries 
(OPMCM) 

Section 
Officer 

9 Human Resource Management in the Nepalese Local Governments: Focusing 
on Capacity Development Ministry of Home Affairs 

Ministry of Land Management, Cooperatives and 
Poverty Alleviation (Department of Land 
Management and Archive) 

Director 
General 

10 Strengthening Human Resource Development of Civil Servants in Nepal Ministry of Federal Affairs and Local 
Development National Planning Commission Program 

Director 

11 Panel Data Analysis of Economic growth and Foreign Direct Investment 
Policy Implication for Nepal Ministry of Industry (Ministry of Industry, Commerce and Supply, 

Department of Company Registration 
Section 
Officer 

12 Efficiency analysis of dairy product sector in Nepal National Planning Commission Ministry of Finance Accountan
t Officer 

13 Rural Tourism in Nepal: Strengths and Challenges: A Case Study of Panauti, 
Kavrepalanchok, Nepal 

Ministry of Culture, Tourism and 
Civil Aviation Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation  Under 

Secretary 

14 Relevance of Public Export Promotion Policies in Export Performance. A 
case study on Export of Nepalese Handicraft Products Ministry of Finance Ministry of Finance (Inland Revenue Department) Section 

Officer 

15 The Perceived Impact of India-China Competition on the Political Instability 
of Nepal: An Analysis of the Post-Monarchy Political Situation of 2008-2016 Ministry of Commerce  Ministry of Industry Commerce and Supplies Section 

Officer 

16 Sustainability of Trade Deficit and Remittances in Nepal Ministry of General Administration National Planning Commission Program 
Director 

17 Budgetary Dynamics: Following Incrementalism or Punctuated Equilibrium? Ministry of Federal Affairs and Local 
Development 

Ministry of Federal Affairs and General 
Administration 

Section 
Officer 

18 Aid-Growth Relations in Nepal: An Econometric Analysis Office of Prime Minister and council 
of Ministers Ministry of Labour, Employment and Social Security Section 

Officer 

19 The Share of Manufacturing Industries are Decreasing in Nepalese Economy: 
Causes and Solutions 

Office of Prime Minister and council 
of Ministers Ministry of Youth and Sports Section 

Officer 

20 Trademark Awareness and Country Image of Nepali Customers Ministry of Industry Ministry of Industry, Commerce and Supplies Section 
Officer   
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添付5 協議議事録（MD） 

(1) 第一次現地調査 
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(2) 第二次現地調査（現地運営会議議事録） 
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添付6 第二フェーズ 重点分野 開発課題ごとの受け入れ人数 

対象重点分野 
（サブ・プログラム） 

開発課題 
（コンポーネント） 大学 研究科 4 年間の受入人数 

第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 計 

1. 
経済成長や国民生活
の改善に直結する社
会.経済基盤整備 

1-1. 
経済政策 

広島大学大学院 国際協力研究科 3 3 3 3 12 
早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 2 2 2 2 8 

1-2. 
産業振興政策 国際大学 国際経営学研究科 3 3 3 3 9 

1-3. 
インフラ開発 埼玉大学 理工学研究科 2 2 2 2 8 

2. 
ガバナンス強化及び
民主主義の基盤制度
づくり 

2-1. 
行政運営能力強化支援 

国際大学 国際関係学研究科 2 2 2 2 8 
明治大学専門職大学院 ガバナンス研究科 2 2 2 2 8 
山口大学 経済学研究科 2 2 2 2 8 

2-2. 
国際関係の構築 立命館大学大学院 国際関係研究科 2 2 2 2 8 

2-3. 
法制度整備支援 九州大学大学院 法学研究院 2 2 2 2 8 

計 20 20 20 20 80 
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添付7 組織図

(1) 連邦 務省（MOFAGA）

 

Minister
Personal Secretary - Under Secretary Gaz II Class 1

Section Officer Gaz III Admin 1

Secretary (Federal Affairs)
Personal Secretary

Srction officer Gaz III Admin - 1

Federal AffiarsDIvision
JS/Gaz I class Admin-1

Federal Affairs Section
US/Gazetted II class 

Admin-1
SO/Gazetted III class 

Admin-2

Local Level Coordination 
Section

US/ Gaz II Class Admin-1
SO/ Gaz III Class Admin-2

Social Inclusion and Social 
Security Section

US/Gaz II Class Admin-1
SO/Gaz III class Admin-2

Planning and 
Development Assistance 

Coordination Division
JS/Gaz I class Admin-1

Planning and Monitoring 
Section

US/Gaz II Class Admin-1
SO/ Gaz III Class Admin-2

Development Assistance 
Coordination Section

US/ Gaz II Class Admin-1
SO/ Gaz III Class Admin-2

Environment and Disaster 
management Section

US/ Gaz II Class Admin-1
SO/ Gaz III Class Admin-2

Local Level Capacity 
Development Division
JS/Gaz I class admin-1

Local Level Capacity 
Development Section

US/ Gaz II Class Admin-1
SO/ Gaz III Class Admin-2

Resource Mobilization 
Coordination Section

US/ Gaz II Class Admin-1
SO/ Gaz III Class Admin-2

Information and 
Technology Section

US/ Gaz II Class Admin-1
SO/ Gaz III Class Admin-1

Computer Officer, Gaz III-1
Computer Engineer, Gaz III 

Tech-1

Sevretary
(General Administration)

Personal Secretary
Section Officer Gaz III Admin-1

Personnel Administration 
Division

JS/Gaz I class Admin-1

Promotion Section
US/ Gaz II Class Admin-1
SO/ Gaz III Class Admin-3

Law and Judicial Decision 
Implementation Section
US/ Gaz II Class Legal-1
LO/ Gaz III Class Legal-1

Federal and Provincial 
Personnel Administration 

Section
US/ Gaz II Class Admin-1

SO/ Gaz I1I Class Admin-3

Local Level Personnel 
Administration Section

US/ Gaz II Class Admin-1
SO/ Gaz II Class Admin-2

Account Section
US/ Gaz II Class Account-1
AO/ Gaz II Class Account-2

Accountant, Non Gaz I 
class-2

Internal Administration Section 
US/Gaz II class Admini - 1, SO / Gaz III class Admin -2

Nayab Aubba (Clerk)- 3. Typist Nayab Subba - 4
Computer Operator 10, Library Assistant - 1, Driver - 12 Peon - 26

Personnel Adjustment 
and Organization 

Development Division
JS/ Gaz I class Admin-1

Personnel Adjustment 
Section (A)

US/Gazetted II class 
Admin-1

SO/Gazetted III class 
Admin-3

Personnel Adjustment 
Section (B)

US/Gazetted II class 
Admin-1

SO/Gazetted III class 
Admin-3

Organization and 
Management Section
US/Gazetted II class 

Admin-1
SO/Gazetted III class 

Admin-3

Administrative Reform, 
Human Resource 

Planning and 
Development Division
JS/Gaz I class Admin-1

Human Resources and 
Development Section
US/Gazetted II class 

Admin-1
SO/Gazetted III class 

Admin-2

Administrative Reform and 
management Audit 

Section
US/Gazetted II class 

Admin-1
SO/Gazetted III class 

Admin-3

Personnel Welfare Section
US/Gazetted II class 

Admin-1
SO/Gazetted III class 

Admin-2
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(2) 公共事業運輸省（Ministry of Infrastructure and Transport） 

 
出典： http://www.mopit.gov.np/OrganizationChart（2019年4月25日現在） 

 

Minister

Secretary

Administrative 
Division

Internet Management 
Section

Personal Admin 
Section

Finance Admin 
Section

Legal and Decision 
Execution Section

Works and Transport 
Division

Land Transportation 
Section

Transportation 
Management Section

Planning, Monitoring, 
and Evaluation Division

Planning Section

Monitoring & 
Evaluation Section

Environment 
and Social Section

Foreign Aid and 
Standard Division

Standar, Public and Private 
Partnership and Foreign Aid Section

Construction Business 
and Promotion Section
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添付8 対象重点分野（サブ・プログラム）の基本計画 

1-1. 経済政策 

JDS事業 重点分野基本計画 

重点分野の基本情報 

1. 国名：ネパール連邦民主共和国 
2. 重点分野（サブ・プログラム）名：経済成長や国民生活の改善に直結する社会・経

済基盤整備 
3. 運営委員会：財務省、連邦総務省、在ネパール日本大使館、JICA ネパール事務所 

 
個表1 

1. サブ・プログラム／コンポーネントの概要 

(1) 基本情報 

1. 重点分野（サブ・プログラム）名：経済成長や国民生活の改善に直結する社会・経

済基盤整備 
2. 開発課題（コンポーネント）名：経済政策 
3. 主管官庁：財務省国際経済協力調整局 
4. 対象機関：全省庁 

 
(2) 背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

ネパールは一人当たりの GDP が約 848 ドル（ネパール財務省 16/17）の内陸開発途

上国（LLDC）である。同国の過去 20 年の GDP 成長率は年間平均 4％であったが、15/16
年には地震の影響等で 0.56％に低下、しかし、16/17 年には 6.9％（ネパール中央銀行）

に回復し、経済回復の兆しを見せている。ただし、同国の経済成長のスピードは域内

諸国との比較においては遅い。 
経済構造では、ネパールの就労人口の 67％が農業部門に依存しているが、GDP を占

める割合は 3 割と限られている。サービス部門は GDP の 5 割を占めるが、ほとんどが

インフォーマルである。製造部門も減少傾向にある。 
一方、ネパール政府では、2022 年には後発途上国（LDC）を卒業し、2030 年には中

所得国へと飛躍する構想を示している。 
また、ネパールでは各開発課題を取扱う政府機関・関係省庁の職員・組織・制度・

財政等の能力・体制が、取り組むべき課題に比べて総じて不足しているという現状が

あり、いずれの開発課題においても、行政能力の向上と制度構築が課題となっている。 
ネパールに対しては、2016 年から JDS 事業での受け入れを開始し、2017 年度末まで

に修士 40 名を受入れている。JDS 事業ではネパールの国家開発計画で優先的に対応が

必要とされる公的財政（税制、国際融資、負債の管理、公的支出の効果的使用等）、国

際貿易、消費者インフレ、支払いバランス状況、銀行のクレジット、保険、資本市場

等の分野の課題解決に対応する行政官の政策立案能力向上に資する人材育成の支援を

行う。 
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(3) 我が国及びJICAの援助方針とその実績（これまでのJDS留学生の成果含む） 

我が国政府の「対ネパール連邦民主共和国 国別開発協力方針」（2016 年 9 月）及び

JICA 対ネパール連邦民主共和国事業展開計画（2018 年 4 月）にて、「経済成長や国民

生活の改善に直結する社会・経済基盤整備」及び「ガバナンス強化及び民主主義の基

盤制度づくり」が重点分野となっており、支援を行っている。JICA では、「民間セクタ

ー開発プログラム」、「行政能力の強化プログラム」、「民主化プロセスの促進プログラ

ム」において、政府が有効かつ実効性のある政策を安定的に立案及び実施するために

必要な政府職員の人材育成を支援している。 

【関連する JICA 事業】 
技術協力プロジェクト 
調査分析能力の強化を通じた地方行政研修の品質向上プロジェクト 
2018 年経済センサス実施に向けた中央統計局能力強化プロジェクト 

無償 
人材育成奨学計画 

個別専門家 
外国投資アドバイザー 
公共政策実施能力強化アドバイザー 

 

2. 協力の枠組み 

(1) 事業の目的 

本邦大学院での学位取得（修士、博士）を通じ、当該国の社会・経済開発に係り、

将来的な役割を果たすことが期待される若手行政官などを育成することを目的とす

る。また、人的ネットワーク構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化

に資するものとする。 

 
(2) 案件目標 

1) 上位目標 
政策立案に関する関係行政機関の能力が、本事業を通じた人材育成により向上す

る。 

2) プロジェクト目標 
ネパールの政府の中枢において活躍し得る若手行政官等が本邦大学院において学

位（修士・博士）を取得することを支援することにより、当国の開発課題解決のた

めの人材の育成および我が国と当国政府との人的ネットワークが構築される。 

 
(3) 目標の指標 

1) 帰国留学生の修士号・博士号取得 
2) 帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 
3) 日本とネパール政府との人的ネットワークの構築 
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(4) 受入計画人数及び受入大学 

3 名／年 広島大学大学院 国際協力研究科 ▲12 名／4 年 
2 名／年 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 ▲8 名／4 年 

 
(5) 活動 

1) 広島大学大学院 国際協力研究科（IDEC）開発科学専攻 開発政策コース 

目標 内容・目標達成手段 
1) 来日前 

入学後の研究を円滑に進める

ための体制づくり 
･ 特別プログラムにおいて、ミクロ経済学・マクロ

経済学のテキストを入学予定者に提供し、本講座

の教員および博士課程の学生の指示のもと、来日

前に経済学の基本的知識を習得する。 
･ 入学予定者には、学習進捗状況の確認のため、定

期的な小テストが行われる。 
･ また英語力が不足している場合には、事前英語研

修が行われる。 
2) 留学中 

実践的かつ有効な政策提言 
能力の向上 

･ 入学後 1 年間は、開発ミクロ経済学、開発マクロ

経済学、計量経済学を中心とした経済学の基礎科

目を履修する。 
･ さらに、個々の学生の関心に応じて、環境資源経

済学（環境外部性、最適な資源開発）、開発経済学

（経済開発論、比較経済発展論、経済開発政策特

論）、貿易投資（国際経済論、国際貿易論、国際経

済政策論）、経営学関連（産業発展、SME 開発、多

国籍企業論）等から構成される応用科目（選択科

目）を履修し、より専門的な知識を習得する。 
･ また国際問題や地域研究など他講座や他研究科の

科目を履修できる体制を整えており、分野横断

型・学術的な知識・分析方法について習得する。 
論文作成に係る基本的技術の

習得 
･ 全ての学生は指導教員が担当する演習に参加する

ことが義務付けられており、研究計画の作成から

文献のレビュー、分析手法、分析結果の解釈及び

政策的含意に至るまで論文作成に関わる基本的技

術を自身の研究を通じて習得する。 
実践的な知識の習得 ･ 特別プログラムによる、各種セミナーでは、JDS 留

学生が他大学や研究所で研究する専門家と議論し、

政府・国際機関の実務家からの実践的な知識を習得

するための機会が設けられる。年 4 回開催される

JDS セミナーでは、学生の研究関心に合ったテーマ

に沿った国内外の専門家や実務家の招聘が行われ

る。更に国内で開催される学術会議や国際会議への

積極的な参加に対して資金援助が行われる。 
･ 学生の研究分野に最低限必要となる研究資料、関

連図書あるいはデーターベースが学生に支給され

る。統計分析ソフトフェア（Stata）も全ての学生

に支給される。 
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･ JDS 留学生が、博士後期課程の学生から研究推進上

のアドバイスが受けられるメンター制度がある。 
･ 特別英作文講座「英語論文作法 I」「英語論文作法

II」を通じて、英語での修士論文作成のために必要

不可欠な知識と技術を習得する。 
･ 学生自身が計画・立案する研究活動に対しては、

渡航費や研究費が補助される。 
3) 帰国後 

フォローアップの実施 ･ 留学生の帰国後（1～2 年以内）にフィードバック

セミナーを行い、JDS 留学生が帰国後に本研究科で

得た知識をどのように活かしているのか、また今

後 JDS のプログラムをどのように改善していくべ

きかについての意見を得る。また学術的な見地か

らのアドバイス・評価も行う。 
 

2) 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科、国際関係学専攻 

目標 内容・目標達成手段 
1) 来日前 

入学後の学修・研究への円滑な

接続 
･ 特別プログラムにおいて、入学の 2～3 ヶ月前にカ

トマンズにおいて、数日間の集中的な事前研修を行

い、入学後の学習・研究への円滑な接続を図る。ま

た各学生の学力の水準や偏りを確認し、事前学習プ

ログラムを用意し、メール等を通じ指導を行う。 
2) 留学中 

実践的な調査能力・分析能力・

政策提言能力の習得 
･ 国際関係、国際協力・政策研究、地域研究をカリキ

ュラムの三本柱とする国際的な教育を行っている。 
･ カリキュラムには、ネパールの現状に対応可能な、

国際経済学・自由貿易協定、開発経済学・開発発

展論、国際的な労働移動や移民政策、国際協力、

災害と開発等の関連科目が複数設置されている。 
実践的な分析能力の効率的な

習得 
･ 専門基礎科目、発展科目、共通基礎科目から効率的

に実践的な分析能力を習得する。専門基礎科目は、

学部時代に経済学を専攻しなかった学生を対象に、

国際経済学・開発経済学等の大学院レベルで必要と

される基礎学力を身に着ける。一方、十分な経済学

の知識を習得している学生は、発展科目からの履修

を促してより高度な内容の学習に取り組む。また共

通基礎科目では、研究や実務で有用な社会調査方

法、質的・量的研究方法、統計分析の手法等の履修

や、論文執筆に必須となるライティングスキルに特

化した授業を履修することが可能である。 
･ 入学時点から自分のテーマに即したゼミに配属さ

れ、専任教員による個別的指導を受ける。また研

究発表を通じて、プレゼンテーションやディベー

トの能力を高める。 
･ 教員はオフィスアワーを設定し、学生たちの研究

上の課題に対応すると共に、パソコン室にはアシ

スタントがほぼ常駐し、数量分析ソフトの利用方

法などの支援を提供し問題解決を支える。 



 

A-40 

国際的視野の拡大 ･ 国際経済・経済発展に関連するシンポジウムやセ

ミナー、研究会などが頻繁に参加されており、日

本のみならず世界中から第一線で活躍する研究者

や実務家を招待して講義が行われている。 
3) 帰国後 

日本の専門家との協力関係の

構築 
･ 特別プログラムにおいて、入学後第 3 学期末に学

生に日本国内のネパール専門家（大学、援助機関、

外務省等から招聘）の前で、ネパールの経済政策

上の政策課題と対策に関する研究発表を行う機会

を利用し、JDS 留学生と日本のネパール専門家との

パイプを構築し、卒業後の交流につなげる。 

 
(6)-1 日本側の投入 

1) 受入大学による事前・事後・留学中の特別活動の経費（現地での活動を含めた事前

指導、特別講義・ワークショップ等の実施、帰国後のフォロー等） 
2) 留学に係る経費（渡航費、本邦滞在中の奨学金、検定料、授業料等） 
3) 留学中の支援経費（モニタリング、各種生活支援等） 

 
(6)-2 投入期間・人数 

1バッチ（修士）5×4か年＝20名 
［内訳］ 

広島大学 
2020年（～2022年修了）：3名 2021年（～2023年修了）：3名 
2022年（～2024年修了）：3名 2023年（～2025年修了）：3名 

早稲田大学 
2020年（～2022年修了）：2名 2021年（～2023年修了）：2名 
2022年（～2024年修了）：2名 2023年（～2025年修了）：2名 

 
(7) ネパール側の投入 

1) 留学生の派遣 
2) 所属機関等における留学で習得した知識の普及機会の設定 
3) 帰国留学生の適切な役職への配置と有効活用 
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(8) 資格要件（修士） 

① 職務経験等 
･ 3年以上の専門的な実務経験を有すること 

② その他 
･ ネパール国籍を有すること 
･ 3年以上政府機関で勤務した経験を有し、官報公示職職員（Gazetted Officer）とし

て対象機関に勤務している者 
･ 来日年度4月1日時点で、25歳以上40歳以下の者 
･ ネパール政府または外国政府が認める高等教育機関からの学士号を有する者 
･ 修士課程の就学に足る英語力を有する者 
･ 他ドナーの奨学金を受けて海外の大学で修士号を取得していない者、または受け

る予定のない者 
･ JDS事業の目的を理解し、帰国後ネパールの発展のために貢献する意思を有する者 
･ 心身共に健康である者 
･ 現在、軍籍に属しない者 
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1-2. 産業振興政策 

JDS事業重点分野基本計画 

重点分野の基本情報 

1. 国名：ネパール連邦民主共和国 
2. 重点分野（サブ・プログラム）名：経済成長や国民生活の改善に直結する社会・経

済基盤整備 
3. 運営委員会：財務省、連邦総務省、在ネパール日本大使館、JICA ネパール事務所 

 
個表1 

1. サブ・プログラム／コンポーネントの概要 

(1) 基本情報 

1. 重点分野（サブ・プログラム）名：経済成長や国民生活の改善に直結する社会・経

済基盤整備 
2. 開発課題（コンポーネント）名：産業振興政策 
3. 主管官庁：財務省国際経済協力調整局 
4. 対象機関：全省庁 

 
(2) 背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

ネパールの 2016 年の海外送金は GDP の 29.4％を占めており、送金は同国の経済成

長に大きく貢献しているが、海外送金への高い依存による不安定な経済構造を生み出

している。また、同国における GDP における外国直接投資（FDR）は他の南アジア諸

国と比べて低い水準にある。さらに、都市部における若年層の失業率も高い傾向にあ

り、民間セクター開発については国内での十分な雇用創出が課題となっている。 
ネパール政府では外国投資促進への姿勢を鮮明に打ち出しており、産業振興分野に

おける主要課題であると位置づけているが、産業振興を包括的に推進するためには、

産業振興政策に取り組む人材の育成が必要である。 
JDS 事業では、ネパールの国家開発計画で産業振興分野の優先課題となっている産

業インフラ政策、中小大企業政策、外国直接投資、競争力強化、産業の主流化、輸出

の促進、多様化等の等の分野の課題解決に対応する行政官の政策立案能力向上に資す

る人材育成の支援を行う。 

 
(3) 我が国及びJICAの援助方針とその実績（これまでのJDS留学生の成果含む） 

我が国政府の「対ネパール連邦民主共和国 国別開発援助方針」（2016 年 9 月）及び

JICA 対ネパール連邦民主共和国事業展開計画（2018 年 4 月）にて、「経済成長や国民

生活の改善に直結する社会・経済基盤整備」及び「ガバナンス強化及び民主主義の基

盤制度づくり」が重点分野となっており、支援を行っている。JICA では、「民間セクタ

ー開発プログラム」、「行政能力の強化プログラム」、「民主化プロセスの促進プログラ

ム」において、政府が有効かつ実効性のある政策を安定的に立案及び実施するために

必要な政府職員の人材育成を支援している。 
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【関連する JICA 事業】 
無償 
人材育成奨学計画 

個別専門家 
外国投資アドバイザー 

 

2. 協力の枠組み 

(1) 事業の目的 

本邦大学院での学位取得（修士・博士）を通じ、当該国の社会・経済開発に係り、

将来的な役割を果たすことが期待される若手行政官などを育成することを目的とす

る。また、人的ネットワーク構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化

に資するものとする。 

 
(2) 案件目標 

1) 上位目標 
政策立案に関する関係行政機関の能力が、本事業を通じた人材育成により向上す

る。 

2) プロジェクト目標 
ネパールの政府の中枢において活躍し得る若手行政官等が本邦大学院において学

位（修士・博士）を取得することを支援することにより、当国の開発課題解決のた

めの人材の育成および我が国と当国政府との人的ネットワークが構築される。 

 
(3) 目標の指標 

1) 帰国留学生の修士号・博士号の取得 
2) 帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 
3) 日本とネパール政府との人的ネットワークの構築 

 
(4) 受入計画人数及び受入大学 

3 名／年 国際大学 国際経営学研究科 ▲3 名／4 年 
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(5) 活動 

1) 国際大学 国際経営学研究科 国際経営学MBAプログラム 

目標 内容・目標達成手段 
1) 来日前 

入学前の基礎学力の向上 ･ 特別プログラムにおいて、入学前の 2 週間に計 22 セッ

ションの数学、統計学、経済学、エクセル、異文化コミ

ュニケーションの事前講座を開催する。ファイナンス・

会計の基礎講座、ケースメソッドの紹介、教員との面談

等も行う。 
2) 留学中 

多岐にわたる専門領域に

おける深い知識の習得 
･ MBA プログラムでは、欧米の MBA のカリキュラムに

日本の事例を交えて授業を展開しており、組織経営のた

めに必要な全般的な経営手法（ジェネラル・マネージメ

ント）と経営戦略の思考を身につける。 
･ カリキュラムは、経営に関する必修科目と選択科目で構

成されており、多岐にわたる専門領域において、より深

い知識を習得する。 
･ ネパール JDS 留学生に資する授業としては、プロジェ

クトファイナンスが挙げられ、公共事業の資金調達手法

等の学習が可能である。他にも、債券市場論、企業財務、

国際金融論、経営戦略、マーケティング戦略、異文化経

営、リーダーシップ、マクロ経済学、開発経済学、労働

経済学、金融経済論と政策分析、企業統治、イノベーシ

ョンと新規事業創出、日本の中小企業：その開発・発展

へのインパクト等の科目の履修が可能である。 
･ MBA プログラムの学生も、国際関係学研究科開講の授業

の履修が可能であり、広範な知識の習得が可能である。 
実践力の向上 ･ 授業は、実例をもとにした議論が中心である。グループ

で取り組む課題が課せられることが多く、クラスメート

との議論を通じてコミュニケーション能力とリーダー

シップを養う。 
科学的分析手法と実践的

応用力の習得 
･ 一年目からメンターがつき、コースの履修等についての

アドバイスを受ける。2 年目には指導教官がつき、論文

執筆等のアドバイスを行う。修士論文やリサーチレポー

トの執筆を通じ、科学的分析手法と実践的応用力を習得

する。 
･ JDS 留学生は、国連、OECD、世界銀行、データストリ

ーム、グローバルファイナンシャル・データベース等に

アクセスでき、論文執筆に必要な情報収集が可能である。 
3) 帰国後 

ネットワークの維持・形成 ･ 129 ヶ国の修了生が世界各都市で同窓会を組織し、修了

後も、国・世代を超えた関係を構築しており、毎年、世

界各都市同日開催の同窓会イベントを実施し、修了生間

の連帯を深めている。 
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(6)-1 日本側の投入 

1) 受入大学による事前・事後・留学中の特別活動の経費（現地での活動を含めた事前

指導、特別講義・ワークショップ等の実施、帰国後のフォロー等） 
2) 留学に係る経費（渡航費、本邦滞在中の奨学金、検定料、授業料等） 
3) 留学中の支援経費（モニタリング、各種生活支援等） 

 
(6)-2 投入期間・人数 

1バッチ（修士）3×4か年＝12名 
2020年（～2022年修了）：3名 2021年（～2023年修了）：3名 
2022年（～2024年修了）：3名 2023年（～2025年修了）：3名 

 
(7) ネパール側の投入 

1) 留学生の派遣 
2) 所属機関等における留学で習得した知識の普及機会の設定 
3) 帰国留学生の適切な役職への配置と有効活用 

 
(8) 資格要件（修士） 

① 職務経験等 
･ 3年以上の専門的な実務経験を有すること 

② その他 
･ ネパール国籍を有すること 
･ 3年以上政府機関で勤務した経験を有し、官報公示職職員（Gazetted Officer）とし

て対象機関に勤務している者 
･ 来日年度4月1日時点で、25歳以上40歳以下の者 
･ ネパール政府または外国政府が認める高等教育機関からの学士号を有する者 
･ 修士課程の就学に足る英語力を有する者 
･ 他ドナーの奨学金を受けて海外の大学で修士号を取得していない者、または受け

る予定のない者 
･ JDS事業の目的を理解し、帰国後ネパールの発展のために貢献する意思を有する者 
･ 心身共に健康である者 
･ 現在、軍籍に属しない者 
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1-3. インフラ開発 

JDS事業 重点分野基本計画 

重点分野の基本情報 

1. 国名：ネパール連邦民主共和国 
2. 重点分野（サブ・プログラム）名：経済成長や国民生活の改善に直結する社会・経

済基盤整備 
3. 運営委員会：財務省、連邦総務省、在ネパール日本大使館、JICA ネパール事務所 

 
個表1 

1. サブ・プログラム／コンポーネントの概要 

(1) 基本情報 

1. 重点分野（サブ・プログラム）名：経済成長や国民生活の改善に直結する社会・経

済基盤整備 
2. 開発課題（コンポーネント）名：インフラ開発 
3. 主管官庁：財務省国際経済協力調整局 
4. 対象機関：全省庁 

 
(2) 背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

ネパールのインフラランキングは世界 190 ヶ国のうち 130 位で、域内諸国では最低

に位置している（世銀 Systematic Country Diagnosis 2018 年）。ネパールでは、ほとんど

の物資及び人々の移動を道路に依存しているが、道路事情は劣悪で、自然災害による

道路の度々なる寸断や、地方では、道路・橋梁が未整備であること等、経済に多大な

影響を及びしている。また、電力分野では、発電所の不足等により必要な電力量を十

分に賄えておらず、改善はされつつあるが、電力不足は同国の産業・経済発展の足か

せとなっているだけでなく、国民生活の生活レベルに直接に影響している。更に、都

市環境に関しては、都市人口の拡大において、住民への給水サービスが年々悪化して

いる。上下水道事業の強化も課題である。このような背景から、インフラ分野では、

技術面だけに限らず、インフラ政策に取り組む人材の育成が必要である。 
JDS 事業では、ネパールの国家開発計画でインフラセクター開発政策の優先課題と

なっているエネルギー（水力、代替エネルギー）、インフラと運輸（道路、航空運輸、

鉄道とその他の運輸ロジスティックス）、運輸管理、建物・住宅・都市開発、復興等の

課題解決に対応する行政官の政策立案能力向上に資する人材育成の支援を行う。 
また、JDS 事業では JICA が実施する「運輸交通インフラ整備プログラム」を補完す

る形で、経済構造の多様化に応じた産業構造の展開・発展の上で必要となる、行政官

の育成と能力向上を支援する。 

 
  



 

A-47 

(3) 我が国及びJICAの援助方針とその実績（これまでのJDS留学生の成果含む） 

我が国政府の「対ネパール連邦民主共和国 国別開発協力方針」（2016 年 9 月）及び

JICA 対ネパール連邦民主共和国事業展開計画（2018 年 4 月）にて、「経済成長や国民

生活の改善に直結する社会・経済基盤整備」及び「ガバナンス強化及び民主主義の基

盤制度づくり」が重点分野となっており、支援を行っている。JICA では、「運輸交通イ

ンフラ整備プログラム」、「電力安定供給プログラム」、「都市環境改善プログラム」、「民

間セクター開発プログラム」、「行政能力の強化プログラム」、「民主化プロセスの促進

プログラム」において、政府が有効かつ実効性のある政策を安定的に立案及び実施す

るために必要な政府職員の人材育成を支援している。 

【関連する JICA 事業】 
開発計画 
カトマンズ盆地都市交通改善プロジェクト 

技術協力プロジェクト 
シンズリ道路維持管理運営強化プロジェクトフェーズ 2 
補給管理センター及び航空路レーダー管制業務整備プロジェクト 
航空安全機材運用維持管理能力向上プロジェクト 
地方都市における水道事業強化プロジェクトフェーズ 2 
カトマンズ盆地水道公社水道サービス向上プロジェクト 

無償 
主要空港航空安全設備整備計画 
西部地域小水力発電所改善計画 

有償 
ナグドゥンガ・トンネル建設計画 
タナフ水力発電計画 
ポカラ上水道改善計画 
メラムチ給水事業 

協力準備調査 
シンズリ道路震災復旧計画準備調査 

調査 
ネパール国水力発電セクターに係る情報収集・確認調査 

マルチ 
貧困層に配慮した都市再生パイロットプロジェクト 

科学技術 
微生物学と水分水質額を融合させたネパールカトマンズの水安全性を確保する技

術の開発プロジェクト 

日本 NGO 
都市環境改善分野の日本 NGO 連携無償資金協力 

個別専門家 
交通計画アドバイザー 
火力発電計画アドバイザー 
水道政策アドバイザー 
水衛生プログラムアドバイザー 
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2. 協力の枠組み 

(1) 事業の目的 

本邦大学院での学位取得（修士・博士）を通じ、当該国の社会・経済開発に係り、

将来的な役割を果たすことが期待される若手行政官などを育成することを目的とす

る。また、人的ネットワーク構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化

に資するものとする。 

 
(2) 案件目標 

1) 上位目標 
政策立案に関する関係行政機関の能力が、本事業を通じた人材育成により向上す

る。 

2) プロジェクト目標 
ネパールの政府の中枢において活躍し得る若手行政官等が本邦大学院において学

位（修士・博士）を取得することを支援することにより、当国の開発課題解決のた

めの人材の育成および我が国と当国政府との人的ネットワークが構築される。 

 
(3) 目標の指標 

1) 帰国留学生の修士号・博士号の取得 
2) 帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 
3) 日本とネパール政府との人的ネットワークの構築 

 
(4) 受入計画人数及び受入大学 

2 名／年 埼玉大学 理工学研究科 ▲2 名／4 年 
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(5) 活動 

1) 埼玉大学 理工学研究科 環境社会基盤国際コース 

目標 内容・目標達成手段 
1) 来日前 

入学前の研究に関する支援 ･ 入学前の研究に関する支援として、個人の能力に

沿って必要に応じた指導・助言をメールベースで

行う。 
2) 留学中 

土木工学の学問体系の広範な

取得 
･ カリキュラムでは、環境と調和した持続的可能か

つ安全な社会を構築するために必要な広域科目

（地盤環境、水環境、環境と社会、環境振動、音

響学など）、国土のインフラ開発と発展に不可欠な

専門科目（構造工学、コンクリート工学、地盤工

学、振動学）、交通インフラに欠かせない専門科目

（交通システム、ランドスケープ）、自然災害に対

する予測やインフラ対策を習得するための専門科

目（地震学、耐震工学、振動・波動解析、地盤地

震工学、非線形構造解析学、水圏数値解析学）、社

会基盤整備のための建設マネジメント、プロジェ

クトベース科目（数値解析、橋梁デザイン、構造

振動の実践シミュレーション）、アクティブラーニ

ング科目（インターナショナルコミュニケーショ

ン、アドバンストインターンシップ）など、土木

工学の学問体系を広範に習得できる。 
実践的な知識の向上 ･ 特別プログラムにおいて、首都圏にある大学のメ

リットを生かし、道路や橋梁に関わるインフラ設

備（調査、計画、設計、保守）に関する会社、諸

官庁で実務に関する研修（インターンシップ）を

行う。 
･ 実際の建設現場へのフィールドトリップなどを提

供する 
充実した研究成果の達成 ･ 研究分野を重視して主指導教員を決定し、綿密な

打ち合わせを行い、研究テーマを決定する。 
･ 各留学生に理工学研究科の日本人学生がチュータ

ーとしてつき、生活面から講義の履修に至るまで

綿密なケアを行う。 
･ 入学後一年目には、講義に集中しつつ、研究テー

マについて、主指導教員の指導を受けながら研究

を行う。一年後には研究成果の中間発表があり、

それに合格しなければならない。二年目には、主

に論文の研究を行い、論文をまとめ、最終発表会

（審査会）が行われる。 
3) 帰国後 

フォローアップの実施 ･ 帰国後には、人材・技術・情報ネットワークを強

化する。 
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(6)-1 日本側の投入 

1) 受入大学による事前・事後・留学中の特別活動の経費（現地での活動を含めた事前

指導、特別講義・ワークショップ等の実施、帰国後のフォロー等） 
2) 留学に係る経費（渡航費、本邦滞在中の奨学金、検定料、授業料等） 
3) 留学中の支援経費（モニタリング、各種生活支援等） 

 
(6)-2 投入期間・人数 

1バッチ（修士）2×4か年＝8名 
2020年（～2022年修了）：2名 2021年（～2023年修了）：2名 
2022年（～2024年修了）：2名 2023年（～2025年修了）：2名 

 
(7) ネパール側の投入 

1) 留学生の派遣 
2) 所属機関等における留学で習得した知識の普及機会の設定 
3) 帰国留学生の適切な役職への配置と有効活用 

 
(8) 資格要件（修士） 

① 職務経験等 
･ 3年以上の専門的な実務経験を有すること 

② その他 
･ ネパール国籍を有すること 
･ 3年以上政府機関で勤務した経験を有し、官報公示職職員（Gazetted Officer）とし

て対象機関に勤務している者 
･ 来日年度4月1日時点で、25歳以上40歳以下の者 
･ ネパール政府または外国政府が認める高等教育機関からの学士号を有する者 
･ 修士課程の就学に足る英語力を有する者 
･ 他ドナーの奨学金を受けて海外の大学で修士号を取得していない者、または受け

る予定のない者 
･ JDS事業の目的を理解し、帰国後ネパールの発展のために貢献する意思を有する者 
･ 心身共に健康である者 
･ 現在、軍籍に属しない者 
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2-1. 行政運営能力強化支援 

JDS事業重 点分野基本計画 

重点分野の基本情報 

1. 国名：ネパール連邦民主共和国 
2. 重点分野（サブ・プログラム）名：ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり 
3. 運営委員会：財務省、連邦総務省、在ネパール日本大使館、JICA ネパール事務所 

 
個表1 

1. サブ・プログラム／コンポーネントの概要 

(1) 基本情報 

1. 重点分野（サブ・プログラム）名：ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり 
2. 開発課題（コンポーネント）名：行政運営能力強化支援 
3. 主管官庁：財務省国際経済協力調整局 
4. 対象機関：全省庁 

 
(2) 背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

ネパールでは 2015 年 9 月に新憲法が制定され、連邦（Federal）・7 州（Provincial）・
753 市（Local）の 3 区分から構成される連邦制度が導入されることになった。2017 年

には 20 年ぶりの地方選挙、及び州・連邦下院選挙が行われ、未だ、移行期の途中にあ

るが、新行政制度への移行が徐々に行われている。 
JDS 事業では、ネパールの国家開発計画に言及されている行政運営分野の優先課題

である、連邦制度と地方政府の自治（州政府と地方政府の発足・管理・活動、地方政

府の自治とサービスデリバリー、地域開発等）、和平と復興、政府の改革（既存の行政

メカニズムから 3 層によるガバナンス・アプローチへの移行、市民の情報へのアクセ

ス、公務員の業務の成果と信頼度の強化）等の課題解決に対応する行政官の政策立案

能力向上に資する人材育成の支援を行う。 

 
(3) 我が国及びJICAの援助方針とその実績（これまでのJDS留学生の成果含む） 

我が国政府の「対ネパール連邦民主共和国 国別開発援助方針」（2016 年 9 月）及び

JICA 対ネパール連邦民主共和国事業展開計画（2018 年 4 月）にて、「経済成長や国民

生活の改善に直結する社会・経済基盤整備」及び「ガバナンス強化及び民主主義の基

盤制度づくり」が重点分野となっており、支援を行っている。JICA では、「民間セクタ

ー開発プログラム」、「行政能力の強化プログラム」、「民主化プロセスの促進プログラ

ム」において、政府が有効かつ実効性のある政策を安定的に立案及び実施するために

必要な政府職員の人材育成を支援している。 

【関連する JICA 事業】 
技術協力プロジェクト 
調査分析能力の強化を通じた地方行政研修の品質向上プロジェクト 
2018 年経済センサス実施に向けた中央統計局能力強化プロジェクト 
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無償 
人材育成奨学計画 

マルチ 
アジア地域におけるグローバル・サプライチェーンのディーセント・ワーク実現に

向けた体制確保支援事業 

個別専門家 
公共政策実施能力強化アドバイザー 

 

2. 協力の枠組み 

(1) 事業の目的 

本邦大学院での学位取得（修士・博士）を通じ、当該国の社会・経済開発に係り、

将来的な役割を果たすことが期待される若手行政官などを育成することを目的とす

る。また、人的ネットワーク構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化

に資するものとする。 

 
(2) 案件目標 

1) 上位目標 
政策立案に関する関係行政機関の能力が、本事業を通じた人材育成により向上す

る。 

2) プロジェクト目標 
ネパールの政府の中枢において活躍し得る若手行政官等が本邦大学院において学

位（修士・博士）を取得することを支援することにより、当国の開発課題解決のた

めの人材の育成および我が国と当国政府との人的ネットワークが構築される。 

 
(3) 目標の指標 

1) 帰国留学生の修士号・博士号取得 
2) 帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 
3) 日本とネパール政府との人的ネットワークの構築 

 
(4) 受入計画人数及び受入大学 

2 名／年 国際大学 国際関係学研究科 ▲2 名／4 年 
2 名／年 明治大学専門職大学院 ガバナンス研究科 ▲2 名／4 年 
2 名／年 山口大学 経済学研究科 ▲2 名／4 年 
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(5) 活動 

1) 国際大学 国際関係学研究科 公共経営・政策分析プログラム（PMPP） 

目標 内容・目標達成手段 
1) 来日前 

入学前の基礎学力の向上 ･ 特別プログラムにおいて、基礎数学、基礎統計等

に関する事前講座を、現地若しくは日本で受講す

る。 
2) 留学中 

行政管理能力及び政策分析 
技術の習得 

･ 必須科目において、民主的かつ効率的公共経営に

必要とされる迅速性、透明性、社会平等性を確保

するための基本原則を学ぶ。また、選択科目にお

いては、情報技術、実験手法、協働型ガバナンス

などの最先端の行政管理スキルを習得する。更に、

国際開発プログラム（IDP）により提供されている

コストベネフィット分析やパネル・データ分析な

どの経済科目を選択することも可能である。 
･ 専門性を磨くため、各教員より修士論文または研

究レポートの執筆に際して個別指導を受ける。 
論文・レポート作成能力の向上 ･ 公共政策や公共経営に関する重要課題を扱う修士

論文または研究レポートを作成することが期待さ

れており、地理的・時間な適用範囲が明確なリサ

ーチクエスチョンを提示し、それに対する回答を

与えることが求められる。 
･ 修士論文または研究レポート執筆の課程では、研

究指導セミナーに参加し、指導教官からの助言を

受ける。最終学期に口頭試問を行い、論文または

レポートの内容が審査される。 
実践的な知識の習得 ･ 特別プログラムにおける研修では、著名な外部講

師を他大学、外国政府機関から招聘し、ケースス

タディや政策実施例を議題としたセミナーやワー

クショップを実施する。また、本学のビデオ施設

を利用し、各国の機関と衛星ビデオ会議・セミナ

ーを実施する。さらに、日本の政府機関・民間企

業等へのフィールドトリップも実施する。 
3) 帰国後 

フォローアップの実施 ･ 特別プログラムにおいて、フォローアップを実施

し、修了生の知識、理解、スキルの持続性向上を

図る。また、修了生、在学生及び次年度研修員に

よる合同セミナーを実施することにより、JDS 留学

生の知識・経験の相互理解及びネットワークの強

化を図る。 
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2) 明治大学専門職大学院 ガバナンス研究科 ガバナンス専攻イングリッシュトラック 

目標 内容・目標達成手段 
1) 来日前 

- - 
2) 留学中 

広い知識と視野、鋭い洞察力と

高度な分析・判断能力の強化 
･ 公共政策学を通じ、国の内外における政策課題の

現状分析と情報収集を基に政策創造を行うととも

に、政策効果を確実なものとするための政策実施、

政策評価を実施するための学知及び技法知を追及

する。 
･ ネパールの開発課題をグローバルかつ歴史的な視

点から俯瞰して体系的に分析し、政策立案力を養う

と共に、日本の公務員制度や能力育成システムから

効率的かつ公平・透明な行政運営の在り方学ぶ。 
･ 日本の経験から実践的な学びを得るためにフィー

ルドワークや事例研究を重視する。また公務員と

しての職業倫理や汚職防止等についても日本の経

験を学ぶ。 
専門分野の知識の深化と 
分析技術の向上 

･ 対象分野は、国際的（グローバル）であると同時

に地域的（ローカル）であり、「公共政策」「国際

開発政策」「コミュニティマネジメント」を核とし、

地方分権、良い統治、市民参加、持続的開発、地

域開発、貧困削減、都市問題、危機管理といった

世界が直面している現代の課題に直結した重要か

つ喫緊のテーマを学ぶ。 
･ 3 プログラムからテーマに沿ったプログラムを選

択する。「公共政策プログラム」では、公共政策に

関する課題発掘・立案・実施・評価にいたる一連

の過程に基づく科目を学ぶ。「国際開発政策プログ

ラム」では、国際経済・環境に関する学問領域か

ら構成され、グローバルイシューである持続的開

発や貧困問題を、社会システムの諸側面から学ぶ。

「コミュニティマネージメントプログラム」では、

より地域に密着したローカルな視点でグローバル

イシューを捉え、その解決に向けての政策形成・

実施・評価のプロセスを学ぶ。 
実践的な知識と技術の習得 ･ 特別プログラムにおける、研究科独自の英語論文

執筆法及び論文解読法のワークショップ、論文執

筆支援講座、社会調査法・テクニカルライティン

グの履修、学生の研究テーマに関連した国内外の

研究者招聘による特別講義、留学生並びに日本人

学生との知的交流を深める合同授業及び公共政策

の現場視察を含むフィールドワーク、論文ワーク

ショップ等の機会を利用する。 
3) 帰国後 

フォローアップの実施 ･ 特別プログラムにおいて、帰国後のネットワーク

形成とフォローアップセミナーが開催される。 
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3) 山口大学 経済学研究科 公共管理コース 

目標 内容・目標達成手段 
1) 来日前 

入学後の研究向けた準備 ･ 特別プログラムによって来日後スムーズに修士論

文の指導につなげるための来日前研修を受講する。 
2) 留学中 

実践的な知識の習得 ･ 公共管理の基礎と応用、個別の開発課題の分析と

問題解決の能力強化を体系的かつバランスよく学

ぶためのカリキュラムには、行政管理に必要な実

践的知識の習得、経済の発展に必要な経済学、経

済政策等の知識、課題解決のための効果的な政策

立案・実施や政策間調整の知識、財政基盤確立の

ために必要な財政学等の知識を習得する。 
現場の知識と技術の習得 ･ 特別プログラムによる、実例を通じた知識の向上

に向けたアクティビティ、及びプログラム（論文

のテーマに関連した中央省庁等への訪問・講義、

地方都市活性化の事例を学ぶための地方都市への

研修旅行、地方行政の現場を知るための県庁・市

役所等への訪問、地方政府の政策等を知るための

県庁・市役所等からの出前講義、公共政策・公共

管理の具体例を学ぶための特別講師招聘プログラ

ム等）を活用する。 
･ 技術力の強化（英語の補講、論文のネーティブチ

ェック、数学の補講、ネパールの出身省庁等での

修士論文の中間発表等）支援を活用する。 
3) 帰国後 

研究成果の活用の 
フォローアップ 

･ 修了した留学生は、現地で実施するフォローアッ

ププログラムに参加する。 

 
(6)-1 日本側の投入 

1) 受入大学による事前・事後・留学中の特別活動の経費（現地での活動を含めた事前

指導、特別講義・ワークショップ等の実施、帰国後のフォロー等） 
2) 留学に係る経費（渡航費、本邦滞在中の奨学金、検定料、授業料等） 
3) 留学中の支援経費（モニタリング、各種生活支援等） 

 
(6)-2 投入期間・人数 

1バッチ（修士）6×4か年＝24名 
［内訳］ 

国際大学 
2020年（～2022年修了）：2名 2021年（～2023年修了）：2名 
2022年（～2024年修了）：2名 2023年（～2025年修了）：2名 

明治大学 
2020年（～2022年修了）：2名 2021年（～2023年修了）：3名 
2022年（～2024年修了）：2名 2023年（～2025年修了）：3名 
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山口大学 
2020年（～2022年修了）：2名 2021年（～2023年修了）：2名 
2022年（～2024年修了）：2名 2023年（～2025年修了）：2名 

 
(7) ネパール側の投入 

1) 留学生の派遣 
2) 所属機関等における留学で習得した知識の普及機会の設定 
3) 帰国留学生の適切な役職への配置と有効活用 

 
(8) 資格要件（修士） 

① 職務経験等 
･ 3年以上の専門的な実務経験を有すること 

② その他 
･ ネパール国籍を有すること 
･ 3年以上政府機関で勤務した経験を有し、官報公示職職員（Gazetted Officer）とし

て対象機関に勤務している者 
･ 来日年度4月1日時点で、25歳以上40歳以下の者 
･ ネパール政府または外国政府が認める高等教育機関からの学士号を有する者 
･ 修士課程の就学に足る英語力を有する者 
･ 他ドナーの奨学金を受けて海外の大学で修士号を取得していない者、または受け

る予定のない者 
･ JDS事業の目的を理解し、帰国後ネパールの発展のために貢献する意思を有する者 
･ 心身共に健康である者 
･ 現在、軍籍に属しない者 
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2-2. 国際関係の構築 

JDS事業 重点分野基本計画 

重点分野の基本情報 

1. 国名：ネパール連邦民主共和国 
2. 重点分野（サブ・プログラム）名：ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり 
3. 運営委員会：財務省、連邦総務省、在ネパール日本大使館、JICA ネパール事務所 

 
個表1 

1. サブ・プログラム／コンポーネントの概要 

(1) 基本情報 

1. 重点分野（サブ・プログラム）名：ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり 
2. 開発課題（コンポーネント）名：国際関係の構築 
3. 主管官庁：財務省国際経済協力調整局 
4. 対象機関：全省庁 

 
(2) 背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

ネパールは、政治、貿易、産業、文化等のあらゆる面で南アジア地域諸国及び中国

の影響を強く受けており、これらの国々との有効かつ戦略的な国際関係の構築は、国

家の安定と持続的な発展のため不可欠である。特に、ネパールに不利益とならず

Win-Win の関係を築くための施策の計画・立案が安定的な国家の成長のためには極め

て重要である。 
このような背景から、行政官が有効かつ実効性のある政策を計画・立案・実施でき

るようになるための人材育成が必要である。 
JDS 事業では、ネパールの国家開発計画に言及されている国際関係の構築において

優先課題となっている、外交メカニズムによる輸出の拡大、海外直接投資・技術の推

進、観光開発、外国での雇用におけるシステマティック化の推進、地域の相互依存を

通じた海外直接投資の誘致の課題解決に対応する行政官の政策立案能力向上に資する

人材育成の支援を行う。 

 

(3) 我が国及びJICAの援助方針とその実績（これまでのJDS留学生の成果含む） 

我が国政府の「対ネパール連邦民主共和国 国別開発援助方針」（2016 年 9 月）及び

JICA 対ネパール連邦民主共和国事業展開計画（2018 年 4 月）にて、「経済成長や国民

生活の改善に直結する社会・経済基盤整備」及び「ガバナンス強化及び民主主義の基

盤制度づくり」が重点分野となっており、支援を行っている。JICA では、「民間セクタ

ー開発プログラム」、「行政能力の強化プログラム」、「民主化プロセスの促進プログラ

ム」において、政府が有効かつ実効性のある政策を安定的に立案及び実施するために

必要な政府職員の人材育成を支援している。 

【関連する JICA 事業】 
無償 
人材育成奨学計画 
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個別専門家 
外国投資アドバイザー 
公共政策実施能力強化アドバイザー 
法整備支援アドバイザー 

 

2. 協力の枠組み 

(1) 事業の目的 

本邦大学院での学位取得（修士・博士）を通じ、当該国の社会・経済開発に係り、

将来的な役割を果たすことが期待される若手行政官などを育成することを目的とす

る。また、人的ネットワーク構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化

に資するものとする。 

 
(2) 案件目標 

1) 上位目標 
政策立案に関する関係行政機関の能力が、本事業を通じた人材育成により向上す

る。 

2) プロジェクト目標 
ネパールの政府の中枢において活躍し得る若手行政官等が本邦大学院において学

位（修士・博士）を取得することを支援することにより、当国の開発課題解決のた

めの人材の育成および我が国と当国政府との人的ネットワークが構築される。 

 
(3) 目標の指標 

1) 帰国留学生の修士号・博士号取得 
2) 帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 
3) 日本とネパール政府との人的ネットワークの構築 

 
(4) 受入計画人数及び受入大学 

2 名／年 立命館大学大学院 国際関係研究科 ▲2 名／4 年 

 
(5) 活動 

1) 立命館大学大学院 国際関係学研究科 国際関係学専攻（GCP） 

目標 内容・目標達成手段 
1) 来日前 

入学後の研究に向けた準備 ･ 留学生の研究テーマに基づき、来日前に指導教員

とメール等で連絡を取り合い、日本における円滑

な生活と学習を開始できるようにする。 
･ 国際関係学の論文やテキスト等を紹介し、事前学

習を行う。 



 

A-59 

2) 留学中 
政策・アクションプランの立案

能力の向上 
･ 国際政治理論や日本・アジア諸国の外交政策、国

際法・国際機構論を学ぶことで、多面的な安全保

障と外交関係を築く政策立案能力を向上させる。 
･ 憲法・平和学、社会経済開発政策や行政組織論、

および ASEAN 諸国の民主化と政治制度構築を学

び、政策立案能力を養成する。 
･ 国際貿易・投資理論、開発金融論、開発戦略論、

環境政策論の学習を通じ、経済・産業開発政策立

案に必要な知見を獲得する。 
･ 地域経済統合・自由化の潮流を学習し、平和維持

と民主体制の重要性や市場と政府の役割分担の在

り方をさらに理解する。 
･ 修士論文作成に至る一連の学修を通じ、開発課題

の発見、問題分析、および問題解決のための政策

提案能力を向上させる。 
研究力強化の向上 ･ 国際関係学の基礎となる理論を学び、多様な専門

分野の深化を図る。 
･ 社会統計学やアジアの比較政治論の学修を通じて

政策評価や平和構築と民主主義に関する知識を習

得する。 
･ 外務省や国際機関職員経験者による実践的学修を

通じて、安全保障と外交政策に関する知識と行政

能力を向上する。 
･ 開発に関連した講義を通じて実証的分析・評価の

能力を獲得する。 
実践的能力の向上 ･ 日本の行政理解を目的とした学習機会を提供する。 

･ 政策立案・実施・評価に関する運営手法研修、統

計分析講座等を受講し、課題解決の実践能力を獲

得する。 
･ アカデミック英語による論文の作成能力向上に向

けた研修を受講する。 
3) 帰国後 

フォローアップの実施 ･ 留学中に得た専門知識のアップデートを目的に帰

国修了生向けにフォローアップの機会提供を検討

する。 
 

(6)-1 日本側の投入 

1) 受入大学による事前・事後・留学中の特別活動の経費（現地での活動を含めた事前

指導、特別講義・ワークショップ等の実施、帰国後のフォロー等） 
2) 留学に係る経費（渡航費、本邦滞在中の奨学金、検定料、授業料等） 
3) 留学中の支援経費（モニタリング、各種生活支援等） 

 

(6)-2 投入期間・人数 

1バッチ（修士）2×4か年＝8名 
2020年（～2022年修了）：2名 2021年（～2023年修了）：2名 
2022年（～2024年修了）：2名 2023年（～2025年修了）：2名 
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(7) ネパール側の投入 

1) 留学生の派遣 
2) 所属機関等における留学で習得した知識の普及機会の設定 
3) 帰国留学生の適切な役職への配置と有効活用 

 
(8) 資格要件（修士） 

① 職務経験等 
･ 3年以上の専門的な実務経験を有すること 

② その他 
･ ネパール国籍を有すること 
･ 3年以上政府機関で勤務した経験を有し、官報公示職職員（Gazetted Officer）とし

て対象機関に勤務している者 
･ 来日年度4月1日時点で、25歳以上40歳以下の者 
･ ネパール政府または外国政府が認める高等教育機関からの学士号を有する者 
･ 修士課程の就学に足る英語力を有する者 
･ 他ドナーの奨学金を受けて海外の大学で修士号を取得していない者、または受け

る予定のない者 
･ JDS事業の目的を理解し、帰国後ネパールの発展のために貢献する意思を有する者 
･ 心身共に健康である者 
･ 現在、軍籍に属しない者 
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2-3. 法制度整備支援 

JDS事業 重点分野基本計画 

重点分野の基本情報 

1. 国名：ネパール連邦民主共和国 
2. 重点分野（サブ・プログラム）名：ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり 
3. 運営委員会：財務省、連邦総務省、在ネパール日本大使館、JICA ネパール事務所 

 
個表1 

1. サブ・プログラム／コンポーネントの概要 

(1) 基本情報 

1. 重点分野（サブ・プログラム）名：ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり 
2. 開発課題（コンポーネント）名：法制度整備 
3. 主管官庁：財務省国際経済協力調整局 
4. 対象機関：全省庁 

 
(2) 背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

ネパールでは、2015 年 9 月に新憲法が制定されたが、新憲法の施行を確実なものと

し、民主国家への移行を着実に進捗させることは、経済成長を促すための前提として

も重要である。また、現在移行中の 3 層（連邦、州、市）の連邦制度では、司法行政

はローカルレベルに移行することになるが、司法行政に必要な建物等のインフラを初

めとして、代替的紛争解決法、増加する犯罪への対応等が懸念事項となっている。 
JDS 事業では、ネパールの国家開発計画に挙げられている司法分野の課題解決の戦

略である、司法プロセスの改正による司法行政の近代化、司法プロセスの簡易化・平

等化・迅速化による司法システムへのアクセス、民衆自らの法による支配と人権の保

護及び民主主義を基本とした司法行政の推進、潜在的紛争を含んだ紛争解決の代替方

法、憲法で想定されているローカルレベルの司法の構造に向けた司法システムの再構

築致等の課題解決に対応する行政官の政策立案能力向上に資する政府の人材育成の支

援を行う。 

 
(3) 我が国及びJICAの援助方針とその実績（これまでのJDS留学生の成果含む） 

我が国政府の「対ネパール連邦民主共和国 国別開発援助方針」（2016 年 9 月）及び

JICA 対ネパール連邦民主共和国事業展開計画（2018 年 4 月）にて、「経済成長や国民

生活の改善に直結する社会・経済基盤整備」及び「ガバナンス強化及び民主主義の基

盤制度づくり」が重点分野となっており、支援を行っている。JICA では、「民間セクタ

ー開発プログラム」、「行政能力の強化プログラム」、「民主化プロセスの促進プログラ

ム」において、政府が有効かつ実効性のある政策を安定的に立案及び実施するために

必要な政府職員の人材育成を支援している。 
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【関連する JICA 事業】 
技術協力プロジェクト 
コミュニティ内における調整能力強化プロジェクトフェーズ 2 
迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト 

無償 
人材育成奨学計画 

法務者技協 
日本・ネパール司法制度比較共同研究 

個別専門家 
外国投資アドバイザー 
法整備支援アドバイザー 

個別研修 

汚職防止撲滅委員会能力強化 

 

2. 協力の枠組み 

(1) 事業の目的 

本邦大学院での学位取得（修士・博士）を通じ、当該国の社会・経済開発に係り、

将来的な役割を果たすことが期待される若手行政官などを育成することを目的とす

る。また、人的ネットワーク構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化

に資するものとする。 

 
(2) 案件目標 

1) 上位目標 
政策立案に関する関係行政機関の能力が、本事業を通じた人材育成により向上す

る。 

2) プロジェクト目標 
ネパールの政府の中枢において活躍し得る若手行政官等が本邦大学院において学

位（修士・博士）を取得することを支援することにより、当国の開発課題解決のた

めの人材の育成および我が国と当国政府との人的ネットワークが構築される。 

 
(3) 目標の指標 

1) 帰国留学生の修士号・博士号取得 
2) 帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 
3) 日本とネパール政府との人的ネットワークの構築 

 
(4) 受入計画人数及び受入大学 

2 名／年 九州大学大学院 法学研究院 ▲8 名／4 年 
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(5) 活動 

1) 九州大学大学院 法学研究院 

目標 内容・目標達成手段 
1) 来日前 

入学後の研究に向けた事前指

導 
･ 特別プログラムの一環として、メールやスカイプ

等による「遠隔指導」を行い、来日前の段階で JDS
学生各自の課題をより明確にする。 

2) 留学中 
最先端の知識の習得 ･ 日本・先進国の経験・国際ルールを中心とした最

先端の専門知識を習得させる。 
双方向対話型研究能力の向上 ･ 各研究課題について、学生及び学生所属機関のニ

ーズを最大限反映しながら、JDS留学生と大学（JDS
ディレクター）が共同でデザイン・執行する「双

方向対話型」研究を行う。 
実践的な知識・技術の強化 ･ 各分野の著名な学者・専門家を招いて実施される

「JDS 集中講義」を行う。 
･ 「JDS フォーラム」を通じて課題・論文の報告・デ

ィベート・書き方等を中心とした総合的な学術指

導を行う。 
･ 弁護士などの実務家による「JDS 特別レクチャー」

を行う。 
･ 「JDS フロント」を通じて国際・国内会議、模擬裁

判、合宿、インターンシップ等、実践型教育のた

めの様々な講義・活動を行う。 
･ 完成した「修士論文」に対するネイティブスピー

カーによる英語校閲を行う。 
3) 帰国後 

卒業生間のネットワークの 
構築 

･ 効率性の高い SNS や IT システム、及び JDS 卒業生

とのワークショップ等を通じて、各国ごとの卒業

生のネットワーク、および全ての JDS 対象国の卒

業生をつなぐ国際的なネットワークを構築する。 

 
(6)-1 日本側の投入 

1) 受入大学による事前・事後・留学中の特別活動の経費（現地での活動を含めた事前指

導、特別講義・ワークショップ等の実施、帰国後のフォロー等） 
2) 留学に係る経費（渡航費、本邦滞在中の奨学金、検定料、授業料等） 
3) 留学中の支援経費（モニタリング、各種生活支援等） 

 
(6)-2 投入期間・人数 

1バッチ（修士）2×4か年＝8名 
2020年（～2022年修了）：2名 2021年（～2023年修了）：2名 
2022年（～2024年修了）：2名 2023年（～2025年修了）：2名 
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(7) ネパール側の投入 

1) 留学生の派遣 
2) 所属機関等における留学で習得した知識の普及機会の設定 
3) 帰国留学生の適切な役職への配置と有効活用 

 
(8) 資格要件（修士） 

① 職務経験等 
･ 3年以上の専門的な実務経験を有すること 

② その他 
･ ネパール国籍を有すること 
･ 3年以上政府機関で勤務した経験を有し、官報公示職職員（Gazetted Officer）とし

て対象機関に勤務している者 
･ 来日年度4月1日時点で、25歳以上40歳以下の者 
･ ネパール政府または外国政府が認める高等教育機関からの学士号を有する者 
･ 修士課程の就学に足る英語力を有する者 
･ 他ドナーの奨学金を受けて海外の大学で修士号を取得していない者、または受け

る予定のない者 
･ JDS事業の目的を理解し、帰国後ネパールの発展のために貢献する意思を有する者 
･ 心身共に健康である者 
･ 現在、軍籍に属しない者 
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添付9 その他の調査資料 

(1) ニーズ調査質問票 

Questionnaire Survey for Human Resource Development Scholarship 

Name:  
Title: 
Name of Ministry: 
Email: 
Phone No.: 

1. Human resource development in your Ministry 

1) How many gazetted officers do you have in your ministry (including all the departments, 
divisions, etc. under your ministry)?  

In total:  

2) What is the gender ratio of total gazetted officers? 

Male : Female =  : 

3) Do you have a training center?      

Yes/ No 
If yes, what is the name of training center? 
 

4) Do you give a training to your officers? 

Yes/No 
If yes, how long is the training period? (For example, one week, one months, etc.) 
 

5) Do you have training assisted by international organizations? 

Yes/No 
If yes, who give the assistance? 
 

6) Do you have an opportunity for Master’s degree in your human resource development training? 

Yes/No 
If yes, who give the opportunity? (Government of Nepal/ international donors: name) 
 

7) How many gazetted officers hold Master’s degree in your ministry (including all the 
departments, divisions, etc. under your ministry), and where have they obtained the degree? 

From universities in Nepal: 
From universities in Japan:  
From universities in other foreign countries: 

8) How many gazetted officers are hold PhD degree in your ministry (including all the 
departments, divisions, etc. under your ministry), and where have they obtained the degree? 

From universities in Nepal: 
From universities in Japan:  
From universities in other foreign countries: 



 

A-66 

2. Target Area 

1) What knowledge would your ministry need to strengthen?  
(You can choose several answers.) 

JDS Component 1-1) Economic Policy  
□ National Development Policy 
□ Micro Economics 
□ Financial Policy 
□ Tax Policy  
□ Econometrics 
□ Others, please specify ( ) 

JDS Component 1-2) Industrial Development Policy 
□ Investment Environment Improvement   
□ Industrial Promotion Policy 
□ Business Environment Improvement  
□ Others, please specify ( ) 

JDS Component 1-3) Infrastructure Development 
□ Engineering/ Development Planning (Transportation)  
□ Engineering / Development Planning (Energy)  
□ Engineering/ Development Planning (Urban Environment)   
□ Others, please specify ( ) 

JDS Component 2-1) Development of Humana Resource and Administrative Capacity  
of Civil Servants 

□ Decentralization  
□ Local Governance 
□ Public Administration  
□ Human Resource Management   
□ Public Financial Management 
□ Labour Policy 
□ Others, please specify ( ) 

JDS Component 2-2) Building of International Relations 
□ International Politics 
□ International Economics 
□ Foreign Policy 
□ Regional Integration 
□ Others, please specify ( ) 

JDS Component 2-3) Improvement of Legal and Judicial System 
□ Civil Law 
□ Criminal Law 
□ Corporate Law 
□ Commercial Law 
□ Legal and Judicial Development for Trade and Investment 
□ Others, please specify ( ) 
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3. Targeted person forJDSscholarship 

1) Number of estimatedJDSscholarship candidates in your ministry (including all the 
departments, divisions, etc. under your ministry) (Gazetted officer who hold Bachelor 
Degree, age 25-40, at least 3years working experience as a civil servant and English 
proficiency) 

Male: 
Female:  

4. Needs for the Ph.D. (Doctoral) course 

1) Does your ministry need Ph.D. holders?           

Yes / No 
Please specify the reason 
 

2) Do you have a research division within your ministry?   

Yes / No 
If yes, what is the name and its objective? 
 

3) Number of estimatedJDSscholarship candidates for Ph.D in your ministry (including all the 
departments, divisions, etc. under your ministry) (Gazetted officer who hold Master Degree 
in Japan, age 25-45, at least 3years working experience as a civil servant and English 
proficiency) 

Male: 
Female: 

5. Gender and social inclusion 

1) What would be a barrier for female officers to apply forJDSscholarship? 

2) What would be a suggestion to overcome the barriers?  

Thank you for your cooperation! 
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(2) リア 問
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